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１ 法人の概要
（平成２０年５月１日現在）

（１）名称
公立大学法人岡山県立大学

（２）所在地
岡山県総社市窪木１１１番地

（３）法人設立の年月日
平成１９年４月１日

（４）設立団体
岡山県

（５）中期目標の期間
平成１９年４月１日から平成２５年３月３１日

（６）目的及び業務
ア 目 的

公立大学法人岡山県立大学は、人間を取り囲むさまざまな環境の中で調和のとれた発展を期し、地域の課題や社会の要請に的確に応えるため、「人間・
社会・自然の関係性を重視する実学を創造し、地域に貢献する」ことを基本理念とする。

この理念に基づいて、学術の進展と教育の振興を図り、福祉の増進、文化の向上、地域産業の発展等に寄与する研究活動に取り組むとともに、知性と感
性を育み、豊かな教養と深い専門性を備えて新しい時代を切り拓く知識と高度な技術を身につけた実践力のある人材を育成する。

イ 業 務
(ア)岡山県立大学を設置し、これを運営すること。
(イ)すべての学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談など学生生活に関する相談その他の援助を行うこと。
(ウ)民間企業や試験研究機関等との間の共同研究や受託研究、技術指導等を実施するなど、法人以外の者と連携して教育研究活動の推進に取り組むこと。
(エ)地域社会に貢献するため、公開講座を開設する等、地域住民に幅広く学習機会を提供するとともに、大学における研究の成果を普及し、及びその活用を

促進すること。
(オ)前各号に掲げる業務を効果的かつ効率的に実施するため、附帯して必要となる関連業務を行うこと。

（７）資本金の額 １２０億 ９,１６３万 ２,９４３円
（８）代表者の役職氏名

理事長 三宮 信夫
（９）役員及び教職員の数

ア 役員
理事長 １人
副理事長 １人
理事 ３人
監事 ２人
役員計 ７人

イ 教職員
教員 １６６人（専任教員数。ただし、学長を除く。）
職員 ３４人
教職員計 ２００人
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（10）組織図 【大学部門】

【法人部門】
看 護 学 専 攻（博士前期課程）

栄 養 学 専 攻（博士前期課程）
経営審議会 保健福祉学研究科

理事長（学長） 保 健 福 祉 学 専 攻（博士前期課程）
副理事長（事務局長）

役員会 理事（地域共同研究機構長） （大学院） 保 健 福 祉 科 学 専 攻（博士後期課程）
理事長（学長） 委員（非常勤：学外者）４人
副理事長（事務局長） 電 子 情 報 通 信 工 学 専 攻（博士前期課程）
理事（学生部長）
理事（地域共同研究機構長） 教育研究審議会 情報系工学研究科 機械情報システム工学専攻(博士前期課程)
理事（非常勤：学外者） 理事長（学長）

副理事長（事務局長） シ ス テ ム 工 学 専 攻（博士後期課程
理事（学生部長）
理事（地域共同研究機構長） ビジュアルデザイン学専攻（修 士 課 程
委員（保健福祉学部長） デザイン学研究科
委員（情報工学部長） 工芸工業デザイン学専攻（修 士 課 程）
委員（デザイン学部長）
委員（附属図書館長） 看 護 学 科
委員（全学教育研究機構長）
委員（非常勤：学外者）２人 保 健 福 祉 学 部 栄 養 学 科

保 健 福 祉 学 科

（大 学） 情 報 通 信 工 学 科

学 長 情 報 工 学 部 情 報 シ ス テ ム 工 学 科

ス ポ ー ツシ ス テ ム工 学 科

デ ザ イ ン 工 学 科
デ ザ イ ン 学 部

造 形 デ ザ イ ン 学 科

語 学 セ ン タ ー
全学教育研究機構

情 報 教 育 セ ン タ ー

産 学 官 連 携 推 進 セ ン タ ー

地域共同研究機構 保 健 福 祉 推 進 セ ン タ ー

メディアコミュニケーション推進センター

附 属 図 書 館 図 書 班

企 画 広 報 班

総 務 課 総 務 班

学 部 事 務 班
事 務 局

経 理 班

教 務 班
学 生 部 長 教 学 課

学 生 班
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（11）法人が設置運営する大学の概要

大学の名称 岡山県立大学
大学本部の位置 岡山県総社市窪木１１１番地 【大学の沿革】
学長の氏名 三宮 信夫（公立大学法人岡山県立大学理事長）
学部等の名称 修業 入学 収容 開設年度 平成 5年 4月 岡山県立大学（保健福祉学部・情報工学部・デザイ

備 考 ン学部）開学
年限 定員 定員 岡山県立大学短期大学部開学

年 人 人 平成 9年 4月 大学院保健福祉学研究科，情報系工学研究科（修士
保健福祉学部 課程）開設

看護学科 ４ ４０ １６０ 平成５年４月 平成10年 4月 大学院デザイン学研究科（修士課程）開設
栄養学科 ４ ４０ １６０ 平成５年４月 平成11年 4月 大学院情報系工学研究科（博士後期課程）開設
保健福祉学科 ４ ６０ ２４０ 平成５年４月 平成12年 6月 共同研究機構設置

情報工学部 平成14年 4月 保健福祉支援センター設置
情報通信工学科 ４ ５０ ２００ 平成５年４月 メディアコミュニケーション支援センター設置
情報システム工学科 ４ ５０ ２００ 平成５年４月 平成15月 4月 大学院保健福祉学研究科（博士後期課程） 開設
スポーツシステム工学科 ４ ４０ １６０ 平成18年４月 学科新設 平成15年 6月 サテライトキャンパス設置（～平成18年７月）

デザイン学部 平成17年 8月 全学教育研究機構設置
デザイン工学科 ４ ４０ １６０ 平成18年４月 学科再編 平成17年10月 地域共同研究機構設置
造形デザイン学科 ４ ５０ ２００ 平成18年４月 〃 平成18年 4月 情報工学部スポーツシステム工学科設置

保健福祉学研究科 デザイン学部の学科再編
（博士前期課程） （ﾋﾞｼﾞｭｱﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ学科・工芸工業デザイン学科 →

看護学専攻 ２ ７ １４ 平成９年４月 デザイン工学科・造形デザイン学科）
栄養学専攻 ２ ６ １２ 平成９年４月 平成19年 3月 岡山県立大学短期大学部閉学
保健福祉学専攻 ２ ７ １４ 平成９年４月 平成19年 4月 公立大学法人岡山県立大学設立

（博士後期課程） 保健福祉学部保健福祉学科改組
保健福祉科学専攻 ３ ３ ９ 平成15年４月

情報系工学研究科
（博士前期課程）

電子情報通信工学専攻 ２ ２０ ４０ 平成９年４月
機械情報システム工学専攻 ２ ２０ ４０ 平成９年４月

（博士後期課程）
システム工学専攻 ３ ６ １８ 平成11年４月

デザイン学研究科
（修士課程）

ビジュアルデザイン学専攻 ２ ８ １６ 平成10年４月
工芸工業デザイン学専攻 ２ ８ １６ 平成10年４月

附属施設等 附属図書館
全学教育研究機構
地域共同研究機構

学生数 １,７８４人
教員数 １６６人（専任教員数。ただし、学長を除く。）
職員数 ３４人
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２ 平成２０年度に係る業務の実績に関する自己評価結果

(1) 総合的な評定 イ 大項目ごとの状況

(ｱ) 大学の教育研究等の質の向上に関する事項

評 定 中期計画の進捗状況は 順 調

評 定 中期計画の進捗状況は 順 調

法人化後２年目において、平成19年度に整備・見直しを行った運営組織及

び理事長(学長)のトッ プマネジメントにより、19年度に着手した改革の継 【教 育】

続、また、中期計画達成に向けた新たな取組を進めた。 ① 本学の教育に関する目標は、「１．法人の概要」で述べたように、「人間、

中期計画の項目と比較して、未着手のものも一部に見受けられるが、関連 社会、自然の関係性を重視する実学を創造し、地域に貢献する。」ことに

する項目との調整もあり、着手に遅れのあるものも中期計画期間内に達成可 ある。この目標を達成するために、各学部・研究科は次のような取組を行

能と考えられ、これらの状況を考慮すると中期計画の総合的な進捗状況は順 った。

調であると思われる。 ・ 保健福祉学部各学科では、その目標の第一として、国家資格試験の合格

総合的な評定においても、このことと各大項目ごとの得点を考慮し、「順 率を目標値として設定しているが、平成20年度は概ね達成することができ

調」と判定した。 た。

３学科が共同して取り組む新しい教育プログラム企画「チームガバナビ

リティ育成教育」においては、密度の高い演習教育を経験させることがで

(2) 評価概要 きた。また、同プログラム企画から新しい大学教育への提案（課題）や新

たな教育科目の設置等の効果も見られた。

ア 全体的な状況 ・ 情報工学部では、これまでどおり学科ごとに共通する科目の統合や最近

「Ⅱ 大学の教育研究等の質の向上」については、中期計画の進捗状況は の新入生の実情に応じた物理リメディアル教育の実施、学部内の共通性や

「順調」と判定された。最小項目の一部に「やや未達成」が見受けられるも 社会ニーズの変化に応じた見直しを進めた。

のの、「概ね達成」が多数を占めたことによるものである。 ・ デザイン学部では、実学の創造を志向し、地域社会や学外機関との連携

「Ⅲ 業務運営の改善及び効率化」及び「Ⅳ 財務内容の改善」については、 により、ワークショップ等実践的な教育プログラムを実施するとともに、

中期計画の進捗状況は「順調」と判定された。最小項目の「概ね達成」が 教育に係るこれまでの指導内容及びその成果の検証方法として、全国レベ

「年度計画をやや未達成」を二倍以上上回ったことによるものである。 ルのコンペ等における学生の成績も考慮することとした。

また、「Ⅴ 自己点検・評価及び改善並びに当該情報の提供」及び「Ⅵ ・ 大学院研究科（博士前期課程、修士課程）では、学部教育との連携を図

その他業務運営」については、「順調」と判定された。最小項目の全てが りつつ、専門分野での高度な知識と応用力を身につけた人材の育成を目指

「年度計画を概ね達成」しており、項目数は少ないが、これをそのまま評価 し、学外有識者による専門的講義の実施、学会等での発表を経験する等、

基準により算定した結果である。 各種取組を行った。

これらの取組の中で、平成20年度において特記すべき事項としては、こ

れまで、保健福祉学研究科看護学専攻において看護職のリカレント教育の
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充実を進めてきたところであるが、このリカレント教育を希望する社会人 また、厳格な成績評価の実施として、５段階評価及びＧＰＡ制度導入の

の就業環境を考慮した学習しやすい制度として、「長期履修学生制度」を 検討に着手し、平成21年度以降の検討すべき内容をまとめた。

整備し、全学的に21年度からの導入を決定した。

また、情報系工学研究科及びデザイン学研究科においては、18年度に設 ④ 教員配置として、法人化に伴い設置された人事委員会を中心に教員の選

置（改組）した学部学士課程のスポーツシステム工学科、デザイン工学科 考、配置を行った。

及び造形デザイン学科卒業生の進学を想定し、学士教育との連続性に対応 平成20年度の特記事項としては、長期間空席となっている教員ポスト（バ

した大学院博士前期課程及び修士課程の開設をそれぞれ計画し、22年度か ッファポスト）を特定の学部の枠にとらわれることなく、全学的視点で時

ら実施できるよう事務を進めた。 限的に有効利活用する方針を定め実行した。

・ 大学院研究科（博士後期課程）では、それぞれの専門分野における指導

者の育成を目指し、学際領域での研究の推進、学会や学術雑誌等への参加 ⑤ 教育環境として、語学センターや情報教育センターにおいては、ＡＬＣ

（発表、投稿）を積極的に進めた。 や教育ソフトのバージョンアップを進めるとともに、ネットワークの正常

・ 全学教育研究機構では、これまでにも全学教育科目（教養科目)と各学 運用やトラブル時の早期対応に努めた。

部教育科目（専門科目)の関係について様々な見直しを行ってきたところ また、附属図書館において、電子ジャーナルの普及を推進し利便性の向

であるが、平成20年度においては、学部教育における全学教育科目の必要 上を図るとともに、非常勤講師が行う授業に関連する人文・社会科学系図

性を調査し、「全学教育がめざすもの」としてまとめた。内容は、中央教 書の充実を図った。

育審議会２００２以降において求められた「新しい時代に求められる教養教

育の在り方について」の実行を念頭に、本学の全学教育制度見直しの必要 ⑥ 教育の質の改善としては、学生による授業評価及び教員相互の授業参観

性が述べられるとともに、21年度以降への課題を提案したものである。 を継続して行うとともに、平成20年度は学外のＦＤ有識者を招聘し、管理

その他では、新しい組織として、健康・スポーツ推進センターを設置し、 監督者及び一般教員をそれぞれ対象とした研修会を実施した。20年度から

健康・スポーツ推進センター理念の構築、施設利用に係るマニュアルの作 ＦＤが義務化されたこともあり、教員へのさらなる周知を徹底し、ＦＤへ

成等に取りかかり、21年度以降その実現を図ることととした。 の取組意識の醸成に努めた。

また、教員の個人評価については、以前から実施している「教員の個人

② 学生の授業理解度を深め、豊かな人間性を形成する取組としては、これ 評価調査書」の19年度実績を利用し、「教育」、「研究」、「地域貢献」及び

まで行ってきた、新入生を対象にした入学前のリメディアル教育（特別選 「管理運営」の４区分に分けて評価を行い、その結果を各教員へ示した。

抜合格者のみを対象。）、少人数での指導及びオフィスアワー制度を継続 今後２年間の試行結果を踏まえ、23年度から本格的な教員の個人評価を実

して実施した。これら業務について大きな変更点はないが、学部学科によ 施することとした。

って違いはあるものの、その方法や観点について詳細な見直しや実績の検

証を行う等継続的な改善に努めた。 【学生への支援】

⑦ 学生のキャリア形成支援として、これまでどおり、インターンシップ推

③ 学生の成績評価として、シラバスに明記された各授業科目ごとの到達目 進会議を核に学生への啓発を実施したが、参加者は例年どおりであった。

標、成績評価基準の継続的な点検を行った。 学生に対し、インターンシップの意義の周知や参加の啓発が今後の課題と

評価の方法については、各学部学科の事情により、その取組方法や内容 されている。

は様々であるが、新たな評価方法の検討又はそれらの試験的実施を継続的 また、学生のコミュニケーション能力の向上を目指し、全学教育研究機

に行っているところである。 構の授業科目に劇団員の非常勤講師を招き、コミュニケーションスキルに

－ 6 －
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関する特別講義を行った。劇団員としての視点や演技で求められる明瞭か 【地域貢献】

つ高度なコミュニケーションスキルは、学生のコミュニケーション意識の ⑪ 地域貢献として、地域共同研究機構を中心に産学官連携推進センター、

醸成に効果的であると認められたことから、平成21年度には全学教育科目 保健福祉推進センター及びメディアコミュニケーション推進センターがそ

「コミュニケーションティーチング演劇演習」を開講することとした。 れぞれの分野において、これまでの事業を継続・充実するとともに、各学

部学科を含め全学的な協力の下に、アクティブキャンパス等において、社

⑧ 学生の就職支援として、これまでどおり、各種就職ガイダンスやセミナ 会人に向けた講座や専門分野に関する研究会を開催した。なお、平成21年

ーの開催、就活バスの運行及び希望者を対象とした自己分析検査や就職模 度のアクティブキャンパスから、これまでの後援・共催によるイベント参

擬試験を実施した。また、10月には、就職相談員を設置し学生へ周知する 加型ではなく、社会人向けの講座の開講やワークショップ等を本学教員が

とともに、その活用を図った。 主体的に企画する本学主体の活動にシフトさせていくこととした。

平成20年度の本学の就職率（3月31日現在）は保健福祉学部98.3％（対 これら地域貢献活動のテーマには、これまでの実績に基づいて継続して

前年 -0.1）、情報工学部100％（対前年 ±0）及びデザイン学部88.1％（対 いくべきものや地域の要望を新たに取り入れたもの、あるいは社会のニー

前年 -6.5）となっている。世界的な経済状況の悪化もあり、今後の雇用 ズにマッチしたもの等様々な設定が行われている。また、これらの内容及

情勢は非常に厳しいものと想定されるところであり、学生の自主的な就職 び開催実績は前年度以上に充実したものであると判断する。

活動に加えて、大学側（学科及び事務局）による的確かつ早期な対応が望

まれる。 【産学官連携】

⑫ 地域共同研究機構産学官連携推進センターを中心に、各学部学科の協力

⑨ 留学生の支援として、各種奨学金に係る情報提供を行うとともに、慣れ を得て産学官連携による研究活動を推進した。【研究】の項目で述べた「領

ない日本での生活サポートや日本語教育のために、オフィスアワーを利用 域・研究プロジェクト」においては、共同研究や受託研究等外部資金の獲

した日本語教育やチューターの配置を行った。 得が ３１件、７千７百万円強と前年度より増加している。これは、移動

型の研究・技術相談を行うアクティブラボや１００社訪問キャラバン隊等の

【研 究】 活動充実によるものと思われる。平成20年度の特記事項としては、領域・

⑩ 教員の研究水準の向上策として、全学的な取組においては学域横断的な 研究プロジェクトの中に、若手教員を中心とした提案型共同研究の実現が

「領域・研究プロジェクト」を推進し、これらに対し、学内競争的研究費 挙げられる。

の優先配分を行った。当プロジェクトは、本格運用から２年が経過し、7

領域／10プロジェクトに拡大したところであるが、今後は、新規案件の発 【国際交流】

掘と併せて、これまでのプロジェクトの成果の見極めと見直しによる新た ⑬ 国際交流として、保健福祉学部が中心に中国延辺大学との国際交流協定

な展開が必要と考える。 を締結し、これまでの累計を６大学とした。

各学部においては、各種研究セミナー等の開催、連携大学院の活用又は また、国際交流協定締結校との連携事業として、各学部学科において共

学内外における積極的な研究成果の発表を進め、現状の維持・向上に努め 同研究の推進、教員招聘によるセミナー開催及び学生の受入等を進めた。

てきた。平成21年度計画では、研究に対する教員の意識の醸成を新たな課 中期計画で目標とする国際交流協定締結件数は未達成ではあるが、今後、

題とし、学会等における発表件数の目標数値を各学部(学科)ごとに設定す 新たな締結と併せてこれまでの実績を検証する必要がある。

ることとした。
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(ｲ) 業務運営の改善及び効率化に関する事項 員の人事方針を定める等、法人職員の採用について検討した。

【事務等の効率化・合理化】

評 定 中期計画の進捗状況は 順 調 ⑤ 事務の効率・合理化として、平成19年度に作成した経理関係業務に係る

業務フロー図を基に、教職員が、適正かつ効率的な予算執行を行うための

教職員用の経理業務マニュアルを整備した。

【運営体制の改善、戦略的な仕組みの形成】 また、外部委託の可能性については、継続的に検討をしているものの、

① 平成19年度に構築した理事長(学長)及び学部長等を中心とする機動的な 本学では、開学当初から業務委託可能なものは委託しており、現時点で委

運営体制により戦略的な組織の運営に努めるとともに、21年度予算の編成 託すべきものはなかった。今後も他大学の例を参考に継続的な検討を行う

においては、岡山県の財政構造改革大綱２００８の影響を大きく受けること こととしている。

となったが、編成に係る基本方針を従来どおり堅持した。各種経費の削減

を行う中で、業務内容による予算配分の見直しを行い、選択と集中を実行 (ｳ) 財務内容の改善に関する事項

する予算編成とした。

評 定 中期計画の進捗状況は 順 調

② 地域に開かれた大学づくりとして、これまでどおり、マスメディアへの

情報提供、ホームページ掲載や情報誌の発行等により積極的な情報発信を

行った。

また、附属図書館においては、一般を対象とした企画展「総社が生んだ 【自己収入の増加】

傑物 古川古松軒」の開催や図書館報「OpuL（オープル）」の創刊、また、 ① 外部資金獲得として、文部科学省の科学研究費補助金の申請を教員へ積

図書館の一般開放について検討し、平成21年度から実施することとした。 極的に勧めた結果、応募件数は、保健福祉学部３０件（対前年 +３件）、情

報工学部３０件（対前年 +６件）及びデザイン学部６件（対前年 -１件）で

③ 評価制度の活用による業務の改善として、岡山県地方独立行政法人評価 あった。

委員会、監事及び監査法人等による評価、指導を基に見直し改善を図った。 なお、平成20年度の文部科学省科学研究費補助金の新規採択率は１７％

特に、平成19年度の業務実績に対する岡山県地方独立行政法人評価委員会 で、19年度採択率３０％に比べ大きく落ち込んだ。19年度不採択者の申請

で議論のあった教員の任期制導入については、再任要件の詳細基準を設け 書に改善のアドバイスを行ってきたが結果に結びついてはいない。

る等充実を図った。 採択率は中期計画での目標数値とはされてはいないが、採択率の向上に

向けての継続的な努力が必要である。

【人事の適正化】

④ 人事の適正化として、今後は、ＦＤ活動の一環として試行を開始した「教 ② 文部科学省科学研究費補助金と対照的に、共同研究費、受託研究費等外

員の個人評価」を中心に進めていくこととした。中期計画の目標の中で、 部資金については、共同研究 ３１件（対前年 +８件）、受託研究 ３８件（対

「教員の人事評価(評価により教員の給与、研究費等へインセンティブが 前年 +１７件）、教育研究奨励寄付金に係る研究 ３０件（対前年 -２件）を

与えられるもの。)」や「裁量労働制の導入」の検討に遅れが見受けられる 獲得しており、３研究費の合計では前年度実績を大きく上回った。産学官

が、これらは「教員の個人評価」と併せて検討すべきであり、中期計画の 連携推進センターを中心とした学外機関との連携活動による効果が見受け

期間中に実現される予定である。 られる。

この他では、岡山県からの派遣職員の削減が予定されるため、事務局職
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③ 研究費以外について、講習会や研修会等の有料化を検討しているが、平 (ｵ) その他業務運営に関する重要事項

成20年度の実績は前年度程度であった。ただし、産学官連携推進センター

が実施した「商品力強化実践塾（アクティブキャンパス）」は新設の講習会で 評 定 中期計画の進捗状況は 順 調

あり、有料化の検討は継続されている。

【資産の管理運用、経費抑制】 【施設設備の整備】

④ 平成19年度決算で認められた目的積立金等について、安全性及び効率性 ① 施設・設備の改修等については、上記（ｳ）の【資産の管理運用、経費抑

を考慮し、定期預金による運用を行い財務収入の増加を図った。 制】のとおり。

施設・設備の管理として、電気使用量削減を目的に光熱水費の配分方法

を見直し、各学部に対し、努力により削減された電気料金の一部を還元す 【安全衛生管理】

る仕組みを整備した。また、岡山県からの運営費交付金削減を考慮し、21 ② 関係法令に基づき、安全衛生管理体制を整備・運営するとともに、教職

年度から長期的な改修計画等の見直しを行うこととした。 員を対象にメンタルヘルスやセクシャル（キャンパス）ハラスメントに関

健康・スポーツ推進センター設置に併せて、体育施設の一般開放を検討 する研修会を実施した。また、総社市消防署員指導の下に消防訓練を実施

したところであるが、体育施設の貸付基準の検討や適正な使用料設定につ した。

いては引き続き検討することとした。

（3）対処すべき課題

(ｴ) 自己点検・評価及び改善並びに当該情報の提供に関する事項

法人化後２年目を迎え、業務実績報告の総合的評定(自己評価)は､平成19

評 定 中期計画の進捗状況は 順 調 年度の「中期計画の進捗状況は概ね順調」に対し、20年度は「順調」との評

価となった。19年度評価では、５個の大項目評定のうち２項目が「順調」、３項

目が「概ね順調」と評価が分かれていたのに対し、20年度は５項目とも「順

【評価充実】 調」との評価となったたためである。これらのことから、法人化による改革

① 大学評価・学位授与機構に対し、平成21年度認証評価の実施（受審）に の結果、整備された新しい体制が順調に活動を始めていると見ることができ

係る申請を行い受理された。また、認証評価に先立ち、20年11月～12月に る。

各学部（一部に学科）単位での外部評価を実施した。その際の指摘事項等 しかし、法人化は未だ緒に就いたばかりで、大学という組織が新体制とな

は今後の検討課題としている。 っても、そこで活動する教職員に意識改革が行われていなければ、順調な進

捗状況は維持できない。組織は比較的容易に改革できても、人間は真に順応

【情報公開】 するまでには一定の時間（これを時定数と呼ぶ）が必要である。ただし、昨

② ホームページの法人情報掲載項目(区分)を改善（リニューアル）した。 今の大学を取り巻く社会環境は激しく速く変動しているので、それに適応す

また、本学の法人運営に係る各種情報(中期目標・計画、年度計画実施 るためには人間の時定数をそのまま認めていては、組織として大学間競争に

状況及び評価委員会による評価結果、法人運営に係る諸会議議事録等)を 後れをとることになる。

ホームページ又は「大学概要」に公表した。 そこで、本学のさらなる発展に向けて、次年度以降に対処すべき課題につ

いて、全学的な課題、学部別課題及び教員個人の課題に分けて述べる。
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ア 全学的課題 ・ 平成19年度の業務実績報告においても課題として述べたことであるが、

① 平成20年度に発生した大学を取り巻く社会変動として、６月に発表され 各学科とも国家試験合格率を教育目標とし、目標を達成するための努力が

た岡山県財政危機宣言及び秋から冬にかけて始まった世界同時不況を挙げ なされ、その成果も得られているのは結構なことであるが、同時に資格以

ねばならない。このことにより、21年度から４年間（すなわち､本中期計 上の教養及び専門に関する教育が必要である。学生は取得単位の上限設定

画の最終年度まで）に本学の収入の２/３を占める運営費交付金が本学予算 により、多くの授業を受講できないので、各教員は個々の授業の中に興味

の１０％程度削減されることになった。 ある豊富な内容を盛込む工夫が望まれる。また、研究面においては、保健

これは法人化されて間もない大学にとって極めて厳しいものであるが、 福祉学部教員は従来から現象分析に関する研究が多かったが、それに止ま

これを大学に課せられた試練と見なし、21年度の予算では選択と集中の視 ることなく政策提言のような提案型研究に発展させることが求められる。

点に立ってかなり大幅な予算配分の見直しを行うこととした。ただし、単 この研究内容を授業に反映させることで、学生の関心を高めていくことも

にすべてを一律に１０％ずつ削減するのでは活力は生まれない。選択と集 可能であると思われる。

中の成果を、業務実績において報告することが21年度の最大の課題である。 ・ 平成25年度から始まる第２期中期計画に向けて、学科やコースの見直し、

他大学や各種施設等との連携、大学院の充実などの議論を始める時期が来

② 平成20年度の年度計画Ⅲ-1-(1)-アに示しているように、全学的な経営 ていると思われる。

戦略として CC 戦略 [Competition(競争) and Collaboration(協働) Strategy]
を掲げたが、21年度以降にはこれを実行して得られた活動成果を期待した ② 情報工学部

い。特にこの戦略はアの①に述べた財政危機の状況下では必須であり、先 ・ 情報工学部は全国各地の大学に比較的多く設置されていて、その意味で

ず大学内においても（学外ではもちろんのこと）教員は競争の意識で活動 は全国的な大学間競争が激しく、生き残るためには独自性を示す必要があ

に取り組むとともに、最終的には協働の精神を発揮して全学で困難に立ち る。本学は平成18年度にスポーツシステム工学科を情報工学部に設置し、

向かうことを目指す必要がある。 ３学科とも人間を中心に据えた社会の形成に貢献できる技術者の育成をめ

ざして丁寧な教育活動を展開し、入学者の確保及び就職の内定という学部

イ 学部別課題 教育の入口及び出口から見た評価においては満足すべき結果を得ている。

① 保健福祉学部 この傾向は今後とも継続できるよう努力が必要である。

・ 保健福祉学部では、平成18年度に採択された現代 GP が20年度に終了し ・ 一方、大学院博士後期課程については、ここ数年間入学者が募集定員に

た。この間，通常の授業では得ることのできない演習教育を学生に経験さ 満たない状態が続いている。このことは、「情報系工学研究科が高度教育

せ、またその成果を演劇という形でいくつかの地域で発表することにより 研究機関としての魅力を備えていない。」と学生が評価したと受け取られ

地域貢献及び学生のキャリア形成支援の役割をも果たした。今後もこのよ かねない。この点について､大学院における研究指導体制の見直しを進め

うな多様で新規性のある試みを提案実行して、学部のみならず全学的な協 る必要がある。

働のリーダーシップを発揮することが期待される。 ・ 情報工学部における文部科学省の科学研究費補助金の採択件数は、保健

・ 保健福祉学部は，文部科学省の科学研究費補助金の採択件数も多く、共 福祉学部の１/２以下である。また共同研究等の外部資金獲得件数も他の２

同研究等の外部資金獲得にも健闘している。この学部はそれぞれ専門が異 学部に比べると少ない。これらの原因として、情報工学部の教員の中で外

なる３学科からなり、それにより相互に競争意識をもって活動する状況が 部資金獲得に積極的でかつその成果を挙げている教員はいるものの、それ

昔から自然に芽生えていたのではないかと思われる。今後もこの意識が絶 が少数派で止まっているものと考えられる。情報工学部内には競争意識が

えることのないよう継続することが重要である。 やや希薄で、教育研究の目標設定が比較的低いところで安住している雰囲

気があるのではないかと危惧される。奮起を期待したいところである。
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③ デザイン学部 全学的視点に立ち､信念に基づき行動するとともに、本学全体の活性化と

・ デザイン学部は、他大学にあまり設置されていないため、その意味でも レベルアップに努めることが期待される。

ユニークな存在であり、その活動も国内外の展覧会で発表、受賞する等優

れた成果を挙げている。また、地域貢献の観点からもそれぞれの専門分野

を活かして多方面に積極的な活動を行っており、共同研究等の外部資金は

他学部に比べて最多の件数を獲得している。このような活動を今後益々発

展させ、特に若手、中堅教員には制約に縛られることなく自由な発想によ

る活躍が望まれる。

・ デザイン学部では、各教員が独自の価値観と活動の場をもつことは学問

の性質上良いとしても、学部内教育コースにおける相互交流は必要である。

各教員は自分の城を堅固にするに止まらず、周囲を見渡してデザイン学部

内で協働する術を相互に身につければ、より発展する力を秘めていると思

われる。例えば、本学のデザイン学部が代表校となって、戦略的大学連携

支援プログラムの構想を他大学にアピールし､リーダーシップを発揮するこ

となどが期待される。

ウ 教員個人の課題

・ 平成19年度の業務実績報告において、全学的課題として掲げた項目の中

に、学内コンセンサス確保のため教員と学長によるフリートーキングの場

の設定があったが、20年度に４回実施されるとともに、そこで提案された

要望の中から、21年度の業務計画として採択されたものもあった。ただし、

このような機会の設定には限界があり、ホームページに掲載されている諸

会議の議事録や学長メッセージ等を参照し、なお不十分と考える場合には、

各教員が自ら行動することが重要である。その結果、大学の情報収集と意

思決定のメカニズムに係る時定数を小さくすることができる。

・ アの①で述べたように、平成21年度の教員研究費の配分方式は、20年度

に比べて大幅な改革が行われ、学長査定による競争的研究費の割合が拡大

された。研究費の総額が削減される中、競争的研究費の枠は維持されてお

り、教員自らが行動し､それが認められれば20年度並みあるいはそれ以上

の配分を受けることも可能である。各教員の奮起が望まれる。

・ 平成21年度から准教授は教授会に参加することになり、また、合教員（大

学院での論文の主任指導が可能とされた教員）であれば准教授でも大学院

生の主任指導が行えることになったが、これにより､今後は若手、中堅教

員が自主的に教育研究活動を行う基盤が定められたといえる。各教員には、
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(注 記）

１ 左枠外の番号は、最小評価項目番号である。

２ 実施状況欄で他の評価項目の状況を参照する場合、該当箇所を年度計画の項目番号で示し、最後に最小評価項目番号を

追記している。

例 P19） Ⅱ－１－（１）－(ア)－① [１]

年度計画項目番号 最小評価項目番号



３ 中期計画の各項目ごとの実施状況

Ⅱ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標

１ 教育に関する目標

「人間・社会・自然の関係性を重視する実学を創造し、地域に貢献する」という基本理念のもと、高度な専門性と豊かな人間性を身に付けた人材を育成する

（１）教育の成果に関する目標

中 ア 学士教育

期 （ア） 保健福祉学部においては、高度で多様な能力を有し、地域社会における人々の健康の増進と福祉の充実に貢献する人材を育成する。

目 （イ） 情報工学部においては、情報技術を活用して、人間を中心に据えた社会の形成に貢献できる技術者の育成を目指す。

標 （ウ） デザイン学部においては、あらゆる人間生活の場で、文化面での質を向上させる多様で社会化志向の強いデザイナーを育成する。

イ 大学院教育

（ア）保健福祉学研究科

【博士前期課程】

保健・医療・福祉分野において、社会の要請に応えうる新しい知識や理論を修得する教育研究を行い、優れた指導者、管理者、実践者等を育成する。

【博士後期課程】

人間の健康問題を生命・栄養・看護・福祉など多方面から科学的に解明するとともに、これら諸分野の学術的な拠点を構築し、保健と福祉に関する

諸問題を解決できる高度な見識を備えた教育者、研究者を育成する。

（イ）情報系工学研究科

【博士前期課程】

情報工学とその関連分野である電子、通信、機械工学等の高度な知識と、柔軟な応用力をもつ技術者、研究者を育成する。

【博士後期課程】

専門分野の深化と統合に留まらず、これを未知の分野に応用し、新たな問題発掘とその解決に指導的な役割を果たせる教育者、研究者、技術者を育

成する。

（ウ）デザイン学研究科

【修士課程】

デザイン理論の深化によるデザイン学の確立を目指すとともに、多様化したデザイン環境に対応するため、高度な専門的知識・能力・技術と総合的

視野を備えた指導的実務者、研究者としてのデザイナーを育成する。
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法人 委員

中 期 計 画 年 度 計 画 実 施 状 況 自己 会 委員会参考意見

評価 評価

― Ⅱ 大学の教育研究等の質の向上に Ⅱ 大学の教育研究等の質の向上に Ⅱ 大学の教育研究等の質の向上に関する ― ―

関する目標を達成するためとるべ 関する目標を達成するためとるべ 目標を達成するためとるべき措置

き措置 き措置

― １ 教育に関する目標を達成するた １ 教育に関する目標を達成するた ― ―

めとるべき措置 めとるべき措置

― ア 現代社会の一員として生きる ア フレッシュマン特別講義や全 ア フレッシュマン特別講義の一分野と ― ―

基礎能力を養う。 学講義を受講させ、各分野の専 して、劇団衛星の蓮行氏を特別講師に

門家及び組織の管理運営の担当 招き「コミュニケーションとは何か」

者より、現代社会で生きる心構 と題して、 近の学生に不足している

えを学びとらせる。 コミュニケーションスキルについて教

示した。（参加者 ３２０名）

全学講義は、建築家の妹島和世氏を

招き「近作について-建築デザインにお

ける国際性と地域性」と題して教示さ

れ、学生ばかりでなく、建築専門家を

含む一般聴講者にも示唆に富むもので

あった。（参加者 ４８０名）

（今後の対応）

全学講義参加者の偏り、参加者数の

変動等の問題について様々な工夫を行

ってきたが抜本的な解決に至らず、平

成21年度から本講義を休止することと

した。今後、本講義が目的とする「広

く学生に教養を高める」及び「地域文化

の向上に寄与する」にかなう講義はど

うあるべきか等の検討が必要である。

― イ 専門性を修得させるとともに、 イ 学部教育における専門科目間 イ 看護学科では、平成 21 年度のカリ ― ―

専門を起点とする知識拡がりを の連携を毎年チェックする。 キュラム一部改正にあわせて専門科目
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把握させる。 等を準備し、教育目標と授業科目の関

係図を策定し、平成 21 年度から適用

することとした。

栄養学科では、専門科目間の連携を

示す図を作成し、平成 21 年度履修案内

に記載することとした。

保健福祉学科では、「社会福祉士及び

介護福祉士法」の改正に対応する新し

い教育課程を検討・策定し、平成 21 年

度から適用することとした。

情報工学部では、学科教務委員会お

よび実験演習検討委員会を定期的に開

催し、授業科目間の連携を確認した。

デザイン学部では、専門科目間の連

携をチェックし、平成 21 年度の「履修

案内」から「学士課程教育マップ」を

掲載し、この連携を学生に明示するこ

ととした。

― ウ 創造力と統合力を修得させる。 ウ 卒業研究において、学生の創 ウ 看護学科では、それぞれの専門領域 ― ―

造力と統合力を高める教育方法 の課題について、看護研究、卒業研究

を各学科で常に検討する。 科目担当者を中心に取り組んだ。また、

卒業論文を作成し、抄録は「卒業研究

要旨集」第 13 号にまとめた。

栄養学科では、卒業論文に取り組む

学生のために各教員の研究内容を紹介

し、学生が自主的に指導教員を選べる

こととした。また、卒業研究の公聴会

を学科教員と 3 年次以上の学生全員で

聴講し、意見交換を行うことで研究成

果を共有した。

保健福祉学科では、３年次のゼミナ

ールと４年次の卒業研究を一貫的に運

営し、学生が自主的に研究室を選び、

時間をかけて研究テーマを選べれるよ

うにした。また、卒業研究中間発表会
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（９月）と卒業研究発表会（２月）を

通じて、教員・学生相互の意見交換と

研究成果の共有を行った。

情報工学部では、卒業論文の審査に

他研究室の教員をあて、相互批判に耐

えうる完成度とした。

デザイン学部では、各学科において

卒業研究中間発表を行った外、各コー

スごとの途中チェックを実施する等指

導を強化した。

― エ コミュニケーション能力と継 エ 実験、演習、実習の科目にお エ 看護学科では、教育方法にグループ ― ―

続学習能力を育成する。 いて、学生間あるいは指導者に 討議や課題学習の発表会を積極的に取

対して自分の行為及び結果を的 り入れコミュニケーション能力の育成

確に話せる能力の強化を図る。 に努めた。

栄養学科では、実験実習と演習科目

（臨地実習・卒業研究を除く）におい

て学習成果に関するプレゼンテーショ

ンの機会を準備し、学生及び教員間の

意見交換等コミュニケーションの育成

に努めた。

保健福祉学科では、８月・９月に社

会福祉援助技術現場実習を行い、実習

後に教員を交えてグループ討議を重ね、

11 月 27 日に実習指導者を招いて実習

報告会を開催する等コミュニケーショ

ンの育成に努めた。

情報工学部では、演習科目，実験科

目において学生のプレゼンテーション、

指導教員およびオブザーバー教員への

報告を積極的に導入し、学生のコミュ

ニケーション能力育成に努めた。

デザイン学部では、各コースにおい

て、作品の学外展示に際し、そのプレ

ゼンテーション方法等の指導に努めた。

学生間のコミュニケーションについて
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は、これを授業に生かすための組織的

取り組みを検討していきたい。

― （１）教育の成果に関する目標を達 （１）教育の成果に関する目標を達 ― ―

成するためとるべき措置 成するためとるべき措置

― ア 学士教育 ア 学士教育 ― ―

所属学科・コース毎に専門の学 各学部・学科においては、学

術を学ばせるとともに、全学教育 士課程カリキュラムの見直し、

科目との間で教育内容の連携を図 再編を継続的に行うことにより、

りながら、様々な社会の要請に的 多様化する現代社会の変化や要

確に対応できる人材を育成する。 請に応えうる人材の育成を図る。

― （ｱ）保健福祉学部 （ｱ）保健福祉学部 ― ―

保健福祉学部では、各学科共

に国家試験対策を支援し、学科

組織の強化を図る。

1 ① 看護学科 ① 看護学科

・ ヒューマンケアリングが実践 平成 21 年保助看法の指定規則 ・ 平成 21 年保助看法の指定規則の一 ４

できる能力を育成するための教 の一部改正を受けて、これまで 部改正を受けてカリキュラム改正を

育を充実する。 の教育効果を評価しカリキュラ 行い、文部科学省から新カリキュラ

・ 地域社会に貢献できる看護 ムの一部を改正する。それによ ムの認可を受けた。

師・保健師・助産師を育成する り、教育目標の実現に向け教育

ための教育を充実する。 内容をより充実させる。 ・ 看護師、保健師、助産師の国家試験

対策として模擬試験を 5 回実施した。

○ 国家試験の合格率 (％) ○平成 20 年度国家試験合格率

看護師国家試験 看護師 100 ％

現状 97 目標 100 保健師 100 ％

保健師国家試験 助産師 100 ％

現状 87 目標 90
助産師国家試験 ・ 文部科学省の支援（現代ＧＰ）によ

現状 90 目標 100 り、保健福祉学部３学科で取り組む

新しい教育プログラム企画「チーム

ガバナビリティ育成教育」を展開し

てきたが、平成 20 年度は計画期間の
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終年として、これまでの実績につ

いて検証を行った。

（効果）

1. 多くの新しい試みに取り組むこと

ができ、その結果密度の高い演習教

育を経験することができたこと、

2. 指導者サイドにおいてＦＤ効果が

見受けられたこと等が挙げられる。

3. 平成 21 年度から「ガバナビリティ

演習」を新規開講

4. 平成 21 年度から「コミュニケーシ

ョンティーチング演劇演習」の新規

開講

また、これらの効果とともに、新

しい大学教育への更なる取り組みの

ための提案（課題）を行った。

（概要）

1. 領域横断カリキュラムと学科単独

専門科目カリキュラムの有機的な連

携の必要性

2. 学外の人的資源を組み込んだ新し

い教育体制の編成

3. 学生に新しい教育の必要性を理解

させ、興味と参加意欲を持たすため

の工夫

4 教育成果の地域への反映（貢献）

2 ② 栄養学科 ② 栄養学科 ３

・ ライフサイエンスの理解を基 ・ 基礎学力を充実させるような ・ 履修モデルとして全学教育科目で学

本にして問題発見・解決能力を 履修モデルを履修案内に記載 部教育の基礎となる化学と生物の履

持つ管理栄養士を育成するため するとともに、カリキュラム 修を薦める記載を履修案内に掲載し

の教育を充実する。 の見直しについてさらに検討 た。また、教職教育科目のカリキュ

・ 理論と実践の有機的な連携及 を進める。 ラムの開講年次を変更し、科目内容

び一体化を目指し、実践の場に ・ 学期末ごとの学生の成績を学 の連続性を保てるようにした外、学

則した教育の充実を図る。 科独自で整理し、達成度の低 部教育科目の選択科目に薬理学(2 年

い学生について、アドバイザ 次生)を新たに開講した。
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○ 国家試験の合格率(％) ー教員を通じた指導を行う。 ・ 成績不良で実験実習にも参加しなく

管理栄養士国家試験 ・ 実習前における現場指導者の なった学生について、学科長、教務

現状 89 目標 95 特別講義を系統的に組み込み、 委員及びアドバイザー教員が親を交

臨地実習の学習環境を充実さ えて指導等を行った。

せる。 ・ 臨地実習前に実習先指導者の特別講

・ 国家試験模擬試験の斡旋を継 義を 2 回実施した。

続するとともに、教官による ・ 国家試験対策として学内模試、業者

個別指導体制の強化を行う。 企画の模試を斡旋 (10 回)するとと

もに、指導教官に成績通知時の個別

指導を促した。

○平成 20 年度国家試験合格率

管理栄養士 88.1 ％

・ 現代ＧＰ教育プログラムを完了し、

新しい大学教育の取り組みへの提案

を行った。

Ⅱ－１－(１)－(ｱ)－①［1] のとおり。

3 ③ 保健福祉学科 ③ 保健福祉学科 ・ 学習動機・意欲の向上のため、学外 ３

・ 子育て支援コース及び介護福 ・ 学習動機・意欲の向上のた の研究会・研修会等の情報提供を 35
祉コースを設置し、社会福祉学 め、学外の研究会・研修会、 件、ボランティアの情報提供を 18 件

を基本にして少子高齢社会に対 ボランティ募集などの情報を 行い、そのうちの 43 件に学生の参加

応できる専門職従事者の育成を 積極的に提供し、参加を促す。 があった。

目指す。 ・ 現代ＧＰの学習プログラム ・ 年２回の模擬試験を実施するととも

（２年間）の学科としての成 に、模擬試験後に国家試験対策の指

○ 国家試験の合格率(％) 果をまとめ、それらを通じ実 導を行った。また、国家試験委員会

社会福祉士国家試験 践力を高める教育方法を検討 が中心となり、随時学生の相談に応

現状 65 目標 80 する。 じた。

・ 国家試験対策として、従来通 ○平成 20 年度国家試験合格率

り年２回の模擬試験受験を斡 社会福祉士 79.4 ％

旋するとともに、前年度の分

析に基づいた、模擬試験後の ・ 現代ＧＰ教育プログラムを完了し、

指導の充実を図る。 新しい大学教育の取り組みへの提案

を行った。

Ⅱ－１－(１)－(ｱ)－①[1] のとおり。
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4 （ｲ）情報工学部 （ｲ）情報工学部 ３

科学技術の進展とグローバル 複数の学科で共通する科目で、 ① 情報通信工学科と情報システム工

化、地域・社会における産業・技 学科ごとに個別に開講している 学科のコンピュータ入門科目の名

術の動向などを踏まえ、環境変動 科目の統合を図る。 称を「計算機工学入門」に統一し、

に適切に対応できる技術者を育成 ① 情報通信工学科、情報システ 情報システム工学科の「アルゴリ

するため、教育プログラムを整備 ム工学科 ズムとデータ構造」を情報通信工

充実させる。 物理リメディアル教育の実 学科と同じ「データ構造とアルゴ

施など、社会ニーズとその変 リズム」とした。

化を踏まえて、カリキュラム 平成 19 年度に見直した物理リメ

の検討を継続する。 ディアル教育について、次のとお

② スポーツシステム工学科 り実施した。

学年進行に伴い、教育内容 ・ 情報通信工学科では，1 年次開

の充実について、詳細な検討 講の物理学，基礎電磁気学，電

を重ねる。 気回路などの科目において，学

生の高校物理習熟度を判断した

上で講義を進めるように努めた．

・ 情報システム工学科では、フレ

ッシュマン・セミナーにおいて、

物理リメディアルの時間を設け

力学系の演習を行うこととした。

② スポーツシステム工学科

リメディアル教育のための科目、

サイエンスセミナーⅠ(数学、力学)

とサイエンスセミナーⅡ(数学、電

磁気学)を配置した。

5 （ｳ）デザイン学部では、これから （ｳ）デザイン学部 ３

の時代と地域の課題に対応し ・ デザイン学部の各学科、各コ ・ デザイン工学科では、検証手段とし

た新たな問題発見能力と、創 ースにおける、演習、実習科目 て全国レベルのコンペ等に応募する

造的な問題解決能力を有する の履修登録状況、成績等の基礎 こととし、プロダクト及び建築デザ

有為な人材を育成するため、 資料を収集し、指導内容と指導 インコースの作品がＡＸＩＳギャラリー

実技教育、少人数教育の充実 成果の検証法を再検討し、さら 主催の「『金の卵』学校選抜オールス

など、教育体系や指導方法を なる充実に努める。 ターデザインショーケース」等で評

整備充実させる。 ・ 岡山県庁での学生作品等の展 価を得た。

示や総社市との包括協定に基づ 情報デザインコースでは、Ａpple
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く諸活動を通じ、地域社会や学 社主催の「第２回学生デジタル作品

外機関との連携を深め、加えて コンテスト」で入選を果たした。

フィールドワークや調査研究、 ・ 造形デザイン学科では、実績検証を

ワークショップ等実践的な教育 ワークグループで扱うことを決定し

プログラムを検討する。 た。

また、学生作品のＷｅｂ上で テキスタルデザインコースでは、

の公開、閲覧を視野に入れ、作 岡山県庁、総社市役所で作品展示を

品のデータベース化を検討す 行った。

る。 ・ 学生作品のデジタル化にあたり、学

生にデジタル化を促す指導を行うと

ともに、卒業研究の図録デジタルデ

ータについて長期保存を考慮し、一

部のＷｅｂ公開を開始した。ただし、

動画作品のデータベース化は大容量

となるため、Ｗｅｂ公開を前提とし

たＦＬＶファイル(容量が比較的少

量)で進めることとした。

（課題）

デジタル化は膨大な作業量と財源

を必要とする。現状は、当該作業を

学生に頼る状況である。

（効果）

デジタル化により、Ｗｅｂ公開等

閲覧が容易になるとともに、高校生

へのＰＲ効果が期待できる。

－ イ 大学院教育 イ 大学院教育 ― ―

学部教育との連携を図りつつ、 各研究科・専攻においては、 社会人の大学院入学を促すために、

専門分野において、学際領域の研 カリキュラムの見直しを図り、 長期履修学生制度について規程整備を

究を行い、高度な知識と柔軟な応 大学院生が自分の専門分野だけ 行い、平成 21 年度入学生から適用す

用力をもち指導的な役割を果たす でなく、周辺分野の知識も十分 ることとした。

技術者、研究者を育成する。 身につけられるように教育指導

また、社会人・外国人留学生等 を行う。

に対する教育・研究の拡充を目指

す。
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― （ｱ）保健福祉学研究科 （ｱ）保健福祉学研究科 ― ―

【博士前期課程】 【博士前期課程】

6 ① 看護学専攻 ① 看護学専攻 ３

・ 臨床に密着した研究方法の修 ・ リカレント教育を希望する社 ・ リカレント教育の充実として、大

得を目指す。 会人に対して、大学院の入学を 学院入学を促す広報活動の中で、平

・ 看護職のリカレント教育の充 促す広報活動を行う。長期履修 成 21 年度入学生から導入が決まっ

実を図る。 制度の導入を検討する。 た長期履修制度の周知を図った。

（平成 21 年度入試受験者数）

受験者 11人（Ｈ20入試 6人）

内社会人 11人（Ｈ20入試 4人）

7 ② 栄養学専攻 ② 栄養学専攻 ３

・ 高度の能力が要求される栄養 ・ 国内外で開かれる国際学会で ・ 旅費の支援体制の検討

学分野に対応できる人材の育成 の発表に旅費援助などを行え 韓国ウソン大学校で９月に開催した

を目指す。 る体制について検討する。 ウソン大学・中国四川大学との合同

・ 学外講師による特別講義を継 セミナーへの参加に対し、参加した

続して行うことで、講義内容 教員が国際交流学術交流促進費から

を広げかつ深化させる。 渡航費の援助を受けた。

・ 高度な栄養学分野の人材育成とし

て、学外講師による特別講義を次の

とおり行った。

特別講義（10 月、12 月）

東京農業大学教授 本間清一

鹿児島大学教授 岡 達三

講演会（2 月）

韓国ウソン大学校教授Ki-Hong Y

oon

中国四川大学教授 方 定志

8 ③ 保健福祉学専攻 ③ 保健福祉学専攻 ３

・ 臨床や現場における諸問題を ・ 研究指導体制を検討するとと ・ 今後の研究指導体制について、見直

多面的な観点から探索し、問題 もに、学生が指導教員以外のア しを開始した。

解決能力を有する高度な専門職 ドバイスを受けられる機会を積 ・ 修士論文中間報告会を２回実施し、

従事者の育成を目指す。 極的に設ける。 指導教授・所属大講座を超えて学生

を指導する機会を設けた。
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― 【博士後期課程】 【博士後期課程】 ― ―

9 ① 看護学領域 ① 看護学領域 ３

・ 臨床が求める看護の知を創造 ・ 教員の指導体制を整備し、研 ・ 学生の指導・支援にあたって、主指

できる人材の育成を目指す。 究指導の充実化を図る。大学院 導教員を中心に副指導教員及び大講

・ 保健・医療の質の向上に貢献 生の研究成果の学会等における 座の教員が協力し、その充実を図っ

できる看護管理の専門家の育成 発表を指導・支援する。 た。

を目指す。 ・ 研究成果の発表を、国内学会７件、

国際学会２件に発表した。

10 ② 分子栄養学領域及び応用栄養 ② 分子栄養学領域及び応用栄養 ３

学領域 学領域 ・ 指導教官の判定基準に関する申し合

・ 国際的な先端研究を遂行でき、 ・ 指導体制をさらに充実するた わせを見直し、より実状に合わせた

栄養学分野において指導的立場 めに、連携大学院教授・准教授 基準を策定した。

に立つことのできる教育者、研 も適宜指導教官となれる制度を ・ 連携大学院教員による教育・指導制

究者の育成を目指す。 模索する。 度については、中国学園大学からの

・ 学外講師による特別講義を行 非常勤講師 4 人による授業科目を 6
い講義の充実化を図る。 科目新設し、平成 21 年度からの開講

に向けて指導体制の充実を図った。

・ 学外講師による特別講義び実施につ

いては、Ⅱ-１-(1)-イ-(ｱ) [7] 【博

士前期課程】に同じ。

11 ③ 保健福祉学領域 ③ 保健福祉学領域 ３

・ 学際性・国際性・総合力を兼 ・ 大学院生の研究成果の学会等 ・ 後期課程在籍の４名の大学院生をそ

ね備え、保健福祉領域における における発表を指導・支援す れぞれ筆頭著者として、学術雑誌に

学術の継承と発展を担う教育 る。 ４件の論文発表と学会で１件の口頭

者、研究者の育成を目指す。 発表を行った。

― （ｲ）情報系工学研究科 （ｲ）情報系工学研究科 ― ―

【博士前期課程】 【博士前期課程】

12 技術者に求められる対応領域の 大学院生の筆頭での学会発表 ・ 大学院生筆頭での学会発表を推奨 ３

多様化と高度化に適合できるよう の義務化を促進し、活発に学会 し、ほとんどの大学院生が学会発表

に、学士課程との間で教育内容の 発表を行う。 を経験している。
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連続性に留意しつつ、教育プログ （２年次での発表率）

ラムの展開を図る。 電子情報通信工学専攻 88%
情報システム工学専攻 100%

（発表件数）

論文 6 件、 国際会議 6 件

全国大会 25 件、

中国四国地域 41 件

・ スポーツシステム工学科の博士前期

課程設置の概要を策定し、文部科学

省及び「大学設置・学校法人審議会

大学設置分科会運営委員会」へ事前

協議を行った。

― 【博士後期課程】 【博士後期課程】 ― ―

13 情報技術を多様な分野に展開で 各種プロジェクトに大学院生 科学技術振興機構戦略的創造研究推 ２

きる人材育成を図るために、教育 を参加させ、学術論文・国際会 進事業等プロジェクトへ２名が参加し

の内容・方法・実施体制等の見直 議等に研究成果を発表させる。 た。

しを行う。 （発表件数）

論文 9 件、 国際会議 5 件

全国大会 9 件

中国四国地域 7 件

― （ｳ）デザイン学研究科 （ｳ）デザイン学研究科 ― ―

【修士課程】 【修士課程】

14 高度な能力を備えたデザイナー 学部改組による 初の学生が ３

を育成するため、学部に準じて研 ２年後に卒業し、大学院へ進学 学部改組に伴うデザイン学研究科修

究科の機構改革を行うとともに、 することを想定して、「 適な教 士課程の設置概要について、研究科長

将来に向けての博士課程新設も研 育環境の中で高度な教育を実践 及び専攻長を中心とした改編準備委員

究する。 する」ポリシーにのっとり、改 会が若手教員の調査・検討事項を参考

組後の学科及びコース構成（学 にし、文部科学省及び「大学設置・学

科及びコース教育）と適切に接 校法人審議会大学設置分科会運営委員

続する修士課程を構築すべく、 会」と事前協議を行い、規定の書類を

専攻・講座の再編作業を進める。 提出した。
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Ⅱ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標

１ 教育に関する目標

（２）教育内容等に関する目標

中 ア 入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）

期 全学及び各学部・学科並びに大学院各研究科・専攻における入学者受入方針を明確化するとともに、それに対応した入学者選抜試験を実施する。

目 イ 教育課程

標 学士課程では、全学教育科目と学部教育科目の間で教育内容の連携を図りながら、時代と社会の様々な要請に的確に対応できる能力を育成する。

大学院課程では、学士課程との連携を保ちながら専攻分野に関する広範な専門知識の研究指導を行い、高度な専門職に従事する人材、研究者を育成する。

ウ 教育方法

学士課程では、専門教育への準備不足の対応としての高大接続教育、入学前教育及び全学教育を充実するなど、授業の理解度を深め、豊かな人間性を

培う教育方法を工夫する。

大学院課程では、広い視野に立って、専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要する人材を養成する観点から、教育目的と修了生像を明確にし

た研究指導を行う。

エ 成績評価

学生の学修効果を高めるため、成績評価基準の一層の明確化と厳格な成績評価に取り組む。

法人 委員

中 期 計 画 年 度 計 画 実 施 状 況 自己 会 委員会参考意見

評価 評価

― （２）教育内容等に関する目標を達 （２）教育内容等に関する目標 ― ―

成するためとるべき措置 を達成するためとるべき措置

15 ア 入学者受入方針（アドミッシ ア 入学者受入方針（アドミッシ ３

ョン・ポリシー） ョン・ポリシー）

全学及び各学部・学科並びに大 ・ 平成 19 年度刊行された大学 ・ 広報専門委員会で大学案内英語版の見

学院各研究科・専攻における「ど 案内英語版の見直しを行う。 直しを行い刊行した。

のような学生を求めるのか」を明 ・ 平成 19 年度入学者の修学状況 ・ 情報工学部では、平成 20 年度から多

記した入学者受入方針を明示する をみながら、多様な入学者に対 様な入学生の確保のため一般選抜を前

ことで、本学を志願する学生にわ する選抜方法を検討する。 期日程及び中期日程により行った（こ

かりやすく情報提供する。 れまでは中期日程のみ）。

また、求める資質の入学者を適 ・ デザイン学研究科では、応募状況改善
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切に選抜するため、入学者選抜試 のため、大学案内を補足充実させる別

験の見直し・改善を図る。 のパンフレットを学科別に作成し、各

学科を構成するコースの教育内容、入

試実技課題を紹介した。またこれを、

オープンキャンパス等の機会を捉えて

配布した。

― イ 教育課程 イ 教育課程 ― ―

16 （ｱ）全学教育研究機構（全学教育 （ｱ）全学教育科目の充実を図る。 （ｱ）教育研究活動委員会及び全学教育 ３

の全学的な実施組織）が主体 「学部教育への準備」の検討 担当教員により、全学教育の充実及

となって、全学教育の充実を を行う。 び全学教育と学部教育の連携につい

図る。 て、まず各学部教育における全学教

育科目の必要性を調査し、次に課題

を「全学教育がめざすもの」として

まとめ、今後の見直しのための基礎

資料とした。

17 （ｲ）学生の入学前における学習歴 （ｲ）平成 19 年度入学者の修学状 ・ 情報通信工学科では、1 年次の物理 ２

の多様化に伴い、高大接続教 況をみながら、専門科目の履 学、基礎電磁気学、電気回路などの

育を意図した教育課程の編成 修に必要なリメディアル教育 科目において、学生の高校物理習熟

を行う。 の導入ついて検討する。 度を判断した上で講義を進めるよう

に努めた。情報システム工学科にお

いては、フレッシュマン・セミナに

おいて、物理リメディアルの時間を

設け、力学系の演習を行うようにな

った。

18 （ｳ）全学教育科目と学部教育科目 （ｳ）改組後の完成年度に向けて、 （ｳ）Ⅱ-１-(2)-イ-(ｱ) [16] のとおり ３

との間で教育内容の連携を図 見直しが必要となることを念

りながら、様々な時代的・社 頭にカリキュラム検討を継続

会的要請に的確に対応できる する。（デザイン学部）

能力を育成するように、教育

課程の再編成について検討す

る。
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19 （ｴ）英会話等実践的英語力の向上 （ｴ）英会話Ⅰ、Ⅱのシラバス及び （ｴ）特別研究に基づいて、英会話Ⅰ、 ３

を目指す。また、東アジア圏 成績評価の統一を図る。 Ⅱのシラバスおよび成績評価の統一

の大学と交流を進めているこ を図り、平成 21 年度から実施するこ

とから、東アジア圏の外国語 ととした。

教育にも重点を置く。

― （ｵ）社会の要請に配慮しながら教 （ｵ）教員免許取得に対する社会の （ｵ）現状では、本学への教員免許取得 ― ―

員免許取得のための教育課程 要請の強さを調査し、取得課 課程の設置要望は少なく、当面は栄

の開設について検討する。 程実現の是非を判定する。 養学科(平成 19 年度設置済)以外で

の新設は行わない。

今後、社会情勢の変化を観察し、

適正な時期に再検討を行うこととし

た。

20 （ｶ）大学院課程では、学士課程と （ｶ） （ｶ） ３

の連携を保ちながら、専攻分 ・ 既設の専攻を担当可能なスポ ・ 情報工学部スポーツシステム工学科

野の深化を図るとともに、幅 ーツシステム工学科教員を大 及びデザイン学部デザイン工学科、

広い領域に対する問題の提起 学院担当とし、大学院の教育 造形デザイン学科（いずれも平成 18
と解決能力を養うため、教育 内容の充実を図る。 年度新設）に対応する大学院新専攻

課程の再編成について検討す ・ 学部改組による 初の学生の の設置作業を進めた。

る。 卒業を２年後に控え、「 適な （経過）

教育環境の中で高度な教育を 文部科学省へ事前相談（12 ～ 1
実践する」ポリシーにのっと 月）、大学設置・学校法人審議会

り、文科省への申請を念頭に 大学設置分科会運営委員会」へ事

専攻・講座の再編作業を進め 前相談（2 月）を行い、設置概要

る。（デザイン学部） が概ね了承された。

（計画概要）

・人間情報システム工学専攻：

人間を中心とする工学分野にお

いて、幅広い基礎知識と豊かな知

性と夢を持ち合わせた高度な専門

技術者の育成を図る。

・デザイン工学専攻：

デザイン工学の専門分野及び関

連分野に関する理論と技術を修得

し、各専門分野の諸問題の解決と
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デザイン手法の革新を図るととも

に社会に貢献できる指導的デザイ

ナーの育成を図る。

・造形デザイン学専攻：

造形デザインの専門分野及び関

連分野に関して幅広く履修し、複

合的な知識及び造形デザイン技術

の習得のもと、社会に貢献できる

デザイン提案力を備えた人材の育

成を図る。

― ウ 教育方法 ウ 教育方法 ― ―

21 （ｱ）全学教育では、価値の多様性 （ｱ）７つのカテゴリーの全学教育 （ｱ） ３

の理解、学問の体系性や総合性 科目が各学部、学科の教育に ・ 各学部教育における全学教育科目の

の認識、課題探求に必要な基礎 貢献している実情を調査する。 必要性を調査し、「全学教育がめざす

知識とその活用法の修得、実践 カテゴリー「健康の維持・増 もの」としてまとめた。

的な情報処理能力と外国語基礎 進」の充実を図るための健康・ 内容は、中央教育審議会２００２以降

能力の修得、専門基礎知識の修 スポーツ推進センターを設置 において求められた「新しい時代に

得を重視して、授業科目を７つ し、その運営方法を検討する。 求められる教養教育の在り方につい

のカテゴリーに区分して、講義、 て（個人が社会と係わり、経験を積

演習、実技の授業形態により、 み、体系的な知識・知恵を獲得する

全学生に統一して実施する。 過程で身に付ける物の見方、考え方、

価値観）」の必要性が述べられた。

当面の対応としては、現７カテゴ

リーを維持したまま現実的な課題を

検討することとなり、平成 21 年度は、

全学教育のカテゴリー「学部教育へ

の準備」の科目内容について検討す

る。

・ 健康・スポーツ推進センターを設置

して、スポーツ教育及びスポーツ施

設、機器等の維持管理に提言「健康・

スポーツ推進センター理念の構築」

を行い、今後の運営の指針とした。

・ 本年から、語学センターにおいて第 2
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外国語担当教員のミーティングを開

催し、難易度の調整を図った。

― （ｲ）学生の入学前における学習歴 （ｲ）及び（ｳ） （ｲ）及び（ｳ） ― ―

の多様化に対応できるように、

22 教育方法の見直しを行う。 ・ 看護学科では、特別選抜合格 ・ 特別選抜合格者に対し、入学前に看 ３

者に対し、入学前に基礎的な教 護の基礎的な教育を３回行った。（看

育を実施する。 護学の各専門分野で実施）

（ｳ）特別選抜合格者に対する入学

23 前教育の充実について検討す ・ 栄養学科では、特別選抜合格 ・ 特別選抜合格者に対し、化学につい ３

る。 者に対する事前教育を入学前に て事前教育を 4 回行った。

実施するとともに、栄養学の学 （課題）

習において必須の科目である化 化学の基本的な計算力が不十分な

学の入学後教育の改善について 学生に対する対策が必要。

検討を行う。

24 ・ 保健福祉学科では、特別選抜 ・ 特別選抜合格者に対し、高齢者福祉 ３

合格者に対し、適切な教材を基 に関する教材を用い教育を２回行っ

礎に、入学前教育を年２回実施 た。

する。

25 ・ 情報工学部では、特別選抜合 ・ 特別選抜合格者に対し、「入学準備 ２

格者を対象とする「入学準備懇 懇談会（事前教育を含む。）」を２回

談会」について、平成 19 年度 行った。

の実施内容を継続するととも

に、事前教育の充実について検

討を行う。

26 ・ デザイン学部では、特別選抜 ・ 特別選抜合格者に対し、事前教育を ３

合格者に対して行っている入学 両学科それぞれに行うとともに、平

前教育を、学科毎に細部の点検 成 19 年度に開始したアンケート調査

を図り、充実させる。 等を継続して実施した。

― （ｴ）教員とのコミュニケーション （ｴ） （ｴ） ― ―

により、授業の理解度を深め

27 るとともに、豊かな人間性を ・ 看護学科では、カリキュラム ・ 小グループ（4 ～ 6 名）による学内 ３
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培うオフィスアワー制度など 改正に合わせて、再度、学内演 演習や臨地実習により、習熟度に合

の少人数指導体制を充実する。 習と臨地実習との連携教育につ わせた個別指導を行なった。各専門

いて検討する。 領域においては講義、演習、実習の

連携教育について検討し、カリキュ

ラム改正との整合性について整理し

た。

28 ・ 栄養学科では、訪問回数の少 ・ 一定の期間を設定して、学生がアド ３

ない学生に対してはさらなる研 バイザー教員の研究室を訪問するよ

究室訪問の指導を行なう。 うに呼び掛けた。その結果、１,２年

生を中心にこの期間だけで延べ 77 名

が 12 研究室を訪問した。

29 ・ 保健福祉学科では、新カリキ ・ ２年生対象の基礎ゼミを初めて実施 ３

ュラムの２年目に当たるので、 した。5 名の教員がテーマごとに講義

１年生対象の入門ゼミに加え、 とグループワークを行った。１年生

２年生対象の基礎ゼミを導入 の入門ゼミは教員４名（前期 5 名）

し、保健福祉の基礎的な知識や で担当し、前後期ともテキストを用

方法を教育する。３年生・４年 いグループワークを行った。（３年生・

生のゼミナールは従来通り。 ４年生のゼミナールは従来通り。）

30 ・ 情報工学部 ・ スポーツシステム工学科では、運動 ２

スポーツシステム工学科： 工学実験で増テーマを行い、スポー

運動工学実験、システム工学 ツと情報工学との接点に触れる機会

演習Ⅰ、Ⅱ、システム工学実 の増加を図った。また、システム設

験など低年次開講の実技系科 計実験を３年次に新規開講し、グル

目を対象に検討する。 ープでの取り組みによって共同プロ

情報通信工学科、情報シス グラミング等を行うとともに、情報

テム工学科：平成 19 年度の改 系では問題の設定から解決までの一

革を継続するとともに、その 連の作業を自ら行う実習を実施した。

効果を検証し、問題点の洗い ・ 情報通信工学科及び情報システム工

出し等を行う。 学科では、実験演習検討委員会を組

織し、問題点・改善法などを協議し

た。

（成果、問題点）

ショートレクチャーの有効性



－ 31 －

※ 実験前に、背景となる理論等の

簡易復習を行うことで、学生の

理解度向上が見受けられた。

学生のWeb依存の弊害

※ 実験内容が理解できない場合

に、すぐWeb情報に頼る等大学

での授業が軽視される傾向が見

受けられる。

31 ・ デザイン学部では、オフィス ・ 年度当初のオリエンテーションの機 ３

アワー制度の活用を、特に 1・2 会を通じ、オフィスアワー制度の説

年次生に対して推進する。また、 明と周知を図り、その活用を促した。

各コースの紹介を含んだ 1 年次 ・ 一部で、オフィスアワーを利用して、

生対象の「コース紹介プログラ エントリーシートの書き方やポート

ム」の実施を通して、専門教育 フォリオ作成等の指導を行った。

への理解を深めさせる。

3・4 年次生には、重要性を

増すキャリア教育と連動した

専門教育の充実を図る。

― （ｵ）単位制度の実質化を図るため、 平成１９年度に実施 ― ―

履修登録できる年間の単位数

の上限を学科ごとに設定する。

○ 履修登録できる年間の単位数

の設定

現状 ７学科（１年次のみ）

目標 全学科（全学年）

32 （ｶ）学士課程におけるシラバスを （ｵ） （ｵ）平成20年度も学士課程及び大学院 ３

毎年見直して充実を図るとと ・ デザイン学部では、学士課程 課程のシラバスの見直しを行い、必

もに、大学院課程における各 のシラバスの見直しを継続して 要な修正を行った。

授業科目のシラバスを作成す 行い、整備されたシラバス作り ・ デザイン学部では、実習補助の教

る。 を推進する。 員（助教・助手・教務職員）の表記

・ 大学院におけるシラバスの見 位置を改め、分かりやすい表示とし

直しを継続的に行い大学院教育 た。
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の充実を図る。 ・ 看護学科(看護学専攻）では、教育

・ 看護学科では、大学院の指導 目標にあわせて教育内容を修正する

体制のさらなる充実を図る。 とともに、学士課程及び大学院課程

のシラバスの見直しを行った。

33 （ｷ）教育研究の充実と社会のニー （ｶ）新たな連携大学院の締結に取 （ｶ）本年度には、新たな連携大学院の締 ３

ズを的確に把握するため、学 り組むとともに、これまで締 結はなかった。

外の公的試験研究機関や民間 結している連携大学院の実績 栄養学科(栄養学専攻)では、これま

の研究所の施設・設備と人的 の評価を行う。 での連携大学院実績について自己点

資源を活用する連携大学院方 検、評価を次のとおり行った。

式 の推進 等に取り組む。 ・ 大学院前期課程において、連携大

学院の教員による講義を平成 19 年

○ 連携大学院方式の協定書締結 度から段階的に取り入れ、その充

件数 実を図ることができた。

・ 連携大学院における院生の交流実

Ｈ 18 年度 6 件 績は、平成 18 年度入学生が 1 名（岡

目標( 終年度) 8 件 山県生物科学総合研究所教員によ

る指導）、平成20年度入学生が 1 名

（中国学園大学から）であった。

34 （ｸ）大学院の各研究科、専攻の学 （ｷ） （ｷ） ３

生への研究指導体制の見直し ・ 博士後期課程について平成 19 ・ 博士後期課程について、単位取得退

を、全学的視点で行う。 年度に示した改革の実施状況 学後に提出された学位論文について

を点検する。また、単位取得 は、第３回教育研究活動委員会にお

退学後に提出する学位論文申 いて、現行の学位規程のとおり取扱

請手続き等の見直しを行う。 うことが確認された

・ 博士前期課程（修士課程）に ・ 博士前期課程（修士課程）について、

対する研究指導体制の見直し 厳正な学位審査体制が確立されるよ

を行う。 うに、教育研究活動委員会において

各専攻の取組みを調査し、問題点を

指摘するとともに、改善することを

要請した。

― エ 成績評価 エ 成績評価 ― ―

35 （ｱ）シラバスに掲載する各授業科 （ｱ） （ｱ） ３
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目の到達目標と成績評価の内 ・ 全学科ともシラバスのチェック ・ シラバスのチェックは全学科におい

容をいっそう明確にする。 を実施する。 て行った。

36 ・ 成績の５段階評価への移行に ・ 教務専門委員会において、成績の５ ２

ついて、教務専門委員会で検討 段階評価への移行について検討を開始

する。 し、次年度に継続することとした。

平成 20 年度では、５段階評価への移

行はＧＰＡ制度導入と併せて議論する

こと、また、導入までに検討すべき事

項の取りまとめを行った。

（今後検討すべき事項）

1. 成績評価の厳格化、明確化

2. ＧＰＡ算出入方法

3. ＧＰＡ値の活用方法

4. 教員、学生への制度の周知

37 ・ 看護学科では実習科目毎の評 ・ 実習科目毎に評価項目の見直しを行 ３

価項目について継続的に検討す い、平成 21 年度看護学実習実施要綱

る。学科としての卒業時の教育 に反映することとした。

目標の達成に向けて、シラバス

の見直しを行う。

― （ｲ）学内外の実習・演習を含めて （ｲ） ― ―

達成度を明らかにし、厳格な

38 成績評価、修了認定を行うと ・ 看護学科では、カリキュラム ・ 平成 21 年度のカリキュラム改正に伴 ３

ともに、成績評価分析を行う。 の改正にあわせて、実習体制、 う臨地実習の構造・体制を見直すとと

構造、指導体制について再度検 もに、その達成度や評価方法を専門分

討する。 野ごとに明確にした。

39 ・ 栄養学科では、臨地実習報告 ・ 臨地実習報告会を実施し、教員、臨 ３

会を実施し、教員・臨床指導者 床指導者及び学生の 3 者による達成

の評価、学生の自己評価を用い 度評価を実施した。

て実習の達成度評価を継続す ・ 卒業研究の達成度評価を目的に、そ

る。卒業研究の達成度評価は、 の発表に係る公聴会(2 日間)を実施し

卒業研究公聴会の実施や評価表 た。

の作成について検討する。 また、評価方法等については、学生
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のプレゼンテーションに視点を置いた

評価表を作成するとともに優秀な発表

者を表彰することとし、平成 21 年度

からの試験的実施が決定された。

40 ・ 保健福祉学科では、社会福祉 ・ より一貫的な実習教育を行うため、 ３

士養成に関わる従来の「実習運 実習運営委員会に社会福祉、介護福

営委員会」に加え、介護福祉士 祉、保育の３部会を設け、実習の指

と保育士の養成に関わる実習運 導体制を整備した。

営・指導体制を検討・整備す 実習成果の評価は、全体計画立案

る。 と併せて、３部会の代表者会議が中

心に行うこととした。

（課題）

実習の成果は概ね良好と判断さ

れたが、社会福祉士養成に関して

は、その指導に多くの教員が参加

していることから、教育の一貫性

が損なわれている側面があるとの

指摘があり、その体制を見直すこ

ととした。

41 ・ 情報工学部では、教育成果の 情報工学部 ３

評価方法に関するプログラム、 ・ 12 月に行った外部評価に合わせて、

評価処理技術等を検討する。 教育目標ごとの達成度評価法の試行

を組織的に行った。

（概要）

情報通信工学科では、情報・通

信・電子の３カテゴリーの年度毎

の単位取得状況を相関係数で評価

した。

情報システム及びスポーツシス

テム両学科は個々の成績から目標

毎の達成度を数値化し、それに基

づき評価を行った。

42 ・ デザイン学部では、デザイン デザイン学部 ２



－ 35 －

教育プログラムに対する達成度 ・ デザイン教育プログラムに対する達

の評価法を研究し、成績評価に 成度の評価方法について、他大学の

関する検討を行う。 実施状況等を調査した。
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Ⅱ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標

１ 教育に関する目標

（３）教育の実施体制等に関する目標

中 ア 教職員の配置等

期 学生に質の高い教育を実施し、教育目標を効果的に達成するため、適切な教職員配置と専門性の向上に努める。

目 イ 教育環境の整備

学生の学修効果を高めるため自習環境、附属図書館機能等の教育環境の整備・充実を図る。

標 ウ 教育の質の改善

学生に質の高い教育を提供するため、授業内容、授業方法等の改善に資する研修、研究を組織的に行う。

法人 委員

中 期 計 画 年 度 計 画 実 施 状 況 自己 会 委員会参考意見

評価 評価

― （３）教育の実施体制等に関する目 （３）教育の実施体制等に関する目 ― ―

標を達成するためとるべき措置 標を達成するためとるべき措置

― ア 教職員の配置等 ア 教職員の配置等 ― ―

43 （ｱ）本学の教育目標に則して、新 （ｱ）人事委員会で学長のリーダー （ｱ）人事委員会で学長のリーダシップ ４

たな学問の展開や社会状況に シップのもとで、全学的視点 により、学部の枠にとらわれない教

対応できるように、適切な教 及び中期計画の方針に沿って、 員配置を実施した。一例として、長

員の配置に努める。 適切な教員配置を実施する。 期間空席となっている教員ポストを、

全学的視点で時限的に学部間で利活

用する方針(このポストをバッファ

ポストと呼ぶ。)を定め実行した。

・公募による教員選考 19 名

（内バッファポスト該当者 １名）

・内部昇任 6 名

(講師→准教授 4 名、助手→助教 2
名)
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44 （ｲ）職員は、適材適所の人事方針 （ｲ）事務を適正かつ効率的に処理 （ｲ）公立大学協会等で実施される研修 ３

により、在任期間の延長、経 するため、事務職員について を利用し、事務局職員の積極的な受

験者の配属を図るとともに、 適材適所の観点から配置を見 講を図ることができた。（リスクマ

研修参加を促し、専門性の向 直すとともに、専門性向上の ネジメント研修やエクセル等ソフト

上を図る。 ため、経理担当職員等の研修 ウェア操作研修）

を実施する。

45 （ｳ）大学業務全般に精通している （ｳ）他大学の専門職員の採用状況 （ｳ）今後の事務局職員体制について、 ２

専門職員の採用を検討する。 を把握するとともに、本学職 事務局長を中心に検討を行い、平成

員の採用に向け研究する。 21 年度以降に採用試験を実施するこ

ととした。

― イ 教育環境の整備 イ 教育環境の整備 ― ―

46 （ｱ）語学センターでは、学内ＬＡ （ｱ）語学センターでは、ＰＣ用Ｏ （ｱ）ＡＬＣのバージョンアップを行い、 ３

Ｎを利用した英語の自主学習 Ｓの進歩に合わせて、ＡＬＣ 平成 21 年度から運用を開始する。

ソフトの利用促進と、貸し出 のバージョンアップを検討す

し用教材の充実を図るなど、 る。

学生が使える英語を習得でき

るよう支援体制の一層の充実

を図る。また、学内で定期的

に実施しているＴＯＥＩＣＩ

Ｐテストの広報に努める。

47 （ｲ）情報教育センターでは、学生 （ｲ）情報教育センターでは、学内 （ｲ）学内ネットワークの正常運用に努 ３

の情報活用能力の向上を図る ネットワークが正常に運用で めた。

ため、学生の自主学習や教員 きるように努める。 ・ ネットワーク不通トラブルが 3件あった

の教育活動の支援体制の充実 また、学生へのパーソナルコ が、早期に対応した。

を図る。 ンピュータの開放時間の増加 （代替機への切り替え、ソフトウェア

また、パーソナルコンピュー についての検討をするととも のアップグレード及びユニット交換）

タの活用面で語学センターと相 に、語学センターと協力して、 ・ スパムメール対策機器（サーバ）を導

互協力する等、両センターの運 パーソナルコンピュータの更 入した。

営効率化について検討する。 なる有効活用を推進する。 ・ 語学センターとの協力の下、情報

処理演習室を学生へ週３日開放し

た。

演習室開放時の利用者数
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延 7,549 名（対前年 146 ％）

・ 開放時間増加について学生にアン

ケートを行ったところ、拡大要望

が多数あり、平成 21 年度は開放日

の拡大を行うこととした。

48 （ｳ）附属図書館では、開館時間の （ｳ）附属図書館では、電子ジャー ・ 電子ジャーナル「Infotorac Custom」 ３

延長や土曜日開館を継続・充 ナルの方向性をより明確にす の普及を全教員に周知し利用向上を

実して図書貸出数の増加を図 る。 促進するとともに、希望調査を実施

るとともに、岡山県内の図書 また、非常勤講師の講義を含 して閲覧可能な雑誌等を入れ替えた。

館間相互貸借システムへの参 めた学生図書の選定を再検討す ・ 非常勤講師の授業に関連する学生図

加、蔵書の充実等により利便 る。 書として、人文・社会科学系の図書

性の向上に努める。 を購入・充実した。

○ 図書貸出冊数（年間） ○ 図書貸出冊数（平成 20 年度）

現状（Ｈ18年度）23,000 冊 26,694 冊

目標（ 終年度）25,000 冊

49 （ｴ）デザイン学部では、時代に即 （ｴ）デザイン学部のネットワーク ３

応したメディア機器やネット 環境が正常に運用できるよう ・ 学部内のネットワークとコンピュー

ワーク環境を整備する。 に努めるとともに、学生の利 タ設置状況を調査し、段階的に無線

便性を考慮して学部内に無線L ＬＡＮを導入するための導入計画を

ANのアクセスポイントを段階 再度策定するとともに、小規模なが

的に整備する。 ら設備の導入(3,5 階フロアー)を図っ

た。

（課題）

セキュリティーを確保（IP自動取

得）するための対策が必要であるが、

高額のため予算措置が難しい。

（効果）

学生が課題制作や就職活動を行う

際の利便性が高まる。また、コンピ

ュータ演習室のセキュリティーが高

まると同時に飽和状態が緩和でき

る。

― ウ 教育の質の改善 ウ 教育の質の改善 ― ―
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50 （ｱ）本学の教育、研究、地域･社 （ｱ）個人評価調査書はこれまで各 （ｱ）Ⅱ-１-(3)-ウ-(ｴ) [57] のとおり。 ３

会貢献及び管理運営に関する 教員の自己改革の手段として

評価等の総括を行う評価委員 活用されたが、今後教員の個

会が、自己点検の企画と実施 人評価の資料とすることとし、

に当たる。 その活用方法を検討する。

51 前年度に発行した４件の年 教育年報、社会貢献年報、教育研究 ３

報等（教育年報、社会貢献年 者総覧、大学概要の年度更新を行い、

報、教育研究者総覧、大学概 教育の質の改善に活用した。

要）の年度更新を行い、各活 特に、教育年報 2008 においては、平

動を整理し、教育の質の改善 成 20 年度に実施した外部評価による自

に活用する。 己点検を行い、今後の改善に活用する

こととした。

52 教育の質の改善計画が、全 教育プログラム等採択報奨金の交付 ３

国的な競争の場で認められた 基準を定め、平成 20 年度は現代ＧＰの

場合、その担当教員に研究費 実践的チームガバナビリティ育成教育

の支援を行う。 担当教員 10 名に、研究費として、それ

ぞれ 300 千円を付与した。

53 特別研究費等の活用により、 教員提出の申請書及びヒアリングに ３

本学の特色ある、高いレベル より学長が査定し、教育研究活動の活

の教育研究活動を推進する。 性化を図った。

地域貢献特別研究費

23件（申請 25件）、30,000千円

独創的研究助成費

45件（申請 48件）、32,000千円

54 学術論文・作品の発表、学 ・ 看護学科（研究科） ３

術講演および学会発表につい 学術論文 8 件

て、前年度の水準の維持・向 学会発表 18 件

上を図るとともに、件数の増 ・ 栄養学科（研究科）

加を目指す。 著書 11 件、論文 54 件

国際会議発表 33 件、

国内学会発表 105 件
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・保健福祉学科（研究科）

学術論文 25 件、教科書 11 件、

その他論文 9 件、学会発表 24 件

・情報工学部（研究科）

著書 6 件、論文 50 件

国際会議発表 50 件

国内学会発表 145 件

・デザイン学部(研究科)

学会誌に掲載された学術論文 2 件、

学術報告書 2 件

学会発表 16 件

作品発表(個展、招待出品)22 件

（学部紀要、学内研究報告書を除く。）

55 （ｲ）評価委員会が中心となり、学 （ｲ）学生による授業評価アンケー （ｲ）学生による授業評価アンケートを ３

生による授業評価を活用しな トを実施し、教育年報 2008 に 前後期で実施した。結果については、

がら教育内容及び授業方法の 報告するとともに、試行的に 前期分を教育年報 2008 に掲載し、

改善の取組を推進する。 実施している教員業績評価に 後期分は教育年報 2009 に掲載予定。

利用する。 なお、当該アンケートの結果(平成

19 年度実施分)を、平成 20 年度から

開始(試行)した教員の個人評価に活

用した。

56 （ｳ）学内教員相互の授業参観や新 （ｳ）授業参観と授業評価の連携を （ｳ）ＦＤ活動の一環として、本年度は ４

任教員に対する研修会等を行 推進するとともに、学外者を 平成20年9月30日に小林直人氏（愛媛

うＦＤ（Faculty Development） 招聘し、授業改善のための研 大学医学部総合医学教育センター長）

活動により、教員の教育技術 修会を開催する。 を招き教員を対象に研修を行った。

水準の向上を目指す。 学部の独自性を考慮した相互 ・ 学科長及び評価委員会委員を対

授業参観を実施する。 象に「愛媛大学ＦＤ活動の取組に

ついて」の講演を行った。

（参加者 19 名）

・ 一般教員を対象に「効果的な授

業の進め方」の研修を行った。

（参加者 62 名）

また、授業参観及び授業評価を次

のとおり実施した。



－ 41 －

・ 評価委員会において、ＦＤ部会

と授業評価委員会を統合し、授業

参観と授業評価の連携を図った。

・ 相互授業参観を実施した。（前

期授業）

（授業公 開率）

※ 授業公開教員数 / 公開該当教員数

保健福祉学部 94.4%

情報工学部 100%

デザイン学部 100%

（参観率）

※ 参加教員数 /在籍教員数

保健福祉学部 76.0%

情報工学部 90.7%
デザイン学部 79.1%

・ 学生による教員の授業評価を例

年通り実施した。

（前期）

実施科目数 297教科

実施率 99.0%

主要５項目評価 3.86±0.39

（後期）

実施科目数 253教科

実施率 98.1%

※ 被評価延教科目数

/ 授業評価対象延教科目数

主要５項目評価 3.89±0.40

※ 5点満点の平均値±標準偏差

57 （ｴ）教員の個人評価は、教育・研 （ｴ）教員の個人評価に関するスケ （ｴ） 評価委員会において、「教員の個人 ２

究・社会貢献活動の適切な評 ジュール初年度として、個人 評価調査書」に基づく評価方法が審

価方法・評価基準を定めて実 評価調査書の評価及び教員へ 議・承認された。

施する。 のフィードバック法を検討す 平成 20 年度は評価実施の初年度と

る。 して、学長を含む教員の理事が、平

成 19 年度の「個人評価調査書」を基

に評価(試行)を実施し、その結果を
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各教員へ示した。

結果のフィードバック後、大学として

各教員の対応状況を把握するまでに

至っていない。

58 （ｵ）教員の個人評価等を有機的か （ｵ）前年度に提案した取組の具体 （ｵ）教員の個人評価を本年度から開始(試 ３

つ積極的に利活用するととも 案を策定し試行する。また、 行)し、今後２年間の試行結果を踏

に、評価結果を適切にフィー 正規の実施に至るまでのスケ まえ平成 23 年度から本格的な教員

ドバックして、教員の教育に ジュールを検討する。 の個人評価を実施することとした。

ついての取組を強化する。

59 （ｶ）教育年報を毎年発行し、本学 （ｱ）教育年報 2008 は、2009 年 4 （ｶ）教育年報 2008 は平成 21 年 4 月末 ３

の教育活動の成果を集約し、 月末に発行し、これを大学の に発行し、本学ホームページに公開

各種評価のための資料を提供 ホームページに公開する。 した。

するとともに、次年度に向け

た教育の質の改善の指針を提

示する。
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Ⅱ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標

２ 学生への支援に関する目標

キャンパス・マネージャー（学生企画提言委員）の意見等を生かしながら、学生が有意義な大学生活を送れるよう学生の学習、生活、就職、経済面等に対す

る支援の充実を図る。

（１）学習支援、生活支援、就職支援等に関する目標

中 利用者である学生の視点に立って、学生の自主的な学習活動や課外活動を支援するほか、生活相談、健康管理、就職対策等に係る支援体制の充実を図る。

期

目

標

法人 委員

中 期 計 画 年 度 計 画 実 施 状 況 自己 会 委員会参考意見

評価 評価

― ２ 学生への支援に関する目標を達 ２ 学生への支援に関する目標を達 ― ―

成するためとるべき措置 成するためとるべき措置

― （１）学習支援、生活支援、就職支 （１）学習支援、生活支援、就職支 ― ―

援等に関する目標を達成するた 援等に関する目標を達成するた

めとるべき措置 めとるべき措置

60 ア 教員が学生のために訪問時間 ア ３

帯を設けて研究室に待機し、授 ・ 保健福祉学科では、教員全般・ ・ 保健福祉学科では、卒業生の組織化

業等の疑問点や個人的な悩みな 実習・就職に関する卒業生から として、同窓会に登録した情報を利用

どの相談を受けるオフィスアワ の意見・情報を的確に得るため する手続きを等を策定し、平成 20 年

ー制度、学生毎にアドバイザー の、卒業生の組織化について検 度卒業生から同情報を利用できる体制

教員を決め進路や学業などの相 討する。また、実習先指導担当 を整えた。（今後の卒業生に対しても

談を受けるアドバイザー制度、 者に対する教育プログラムの提 同じ取り組みを継続する予定。）

心配ごとや悩みを専門のカウン 供を検討し、実習教育の充実を また、実習先指導担当者に対しては、

セラーが聞く「ほっとルーム（学 図る。 社会福祉と介護福祉の実習指導者会議

生相談室）」及び保健室の専門の を各１回開催し、それぞれ「実習モデ

職員が応じる健康管理体制など ル」「スーパービジョン」についての
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の充実を図り、自主学習及び生 解説を行った。

活・進路相談における指導体制 ・ 情報工学部では、学期ごとに学 ・ 情報工学部では、学科教授会におい

を強化する。 生個人の単位修得状況等を整理 て学生個人の単位取得状況が示され、

するとともに、出席調査を学科 問題学生への早期ケアが図られた。

として行い、問題を抱える学生 また、問題行動のある学生の情報を

の発見と対応を組織的に進める。 学生相談室および教員間で共有し、想

定される問題に対処することとした。

・ デザイン学部では、オフィスア ・ デザイン学部では、学科の学生生活

ワー制度の認知を徹底し、その 支援委員会を活用し、学生の出席状況

活用を奨励すると共に、積極的 などの情報交換を行い、支援を必要と

な情報の収集と対応を行う。 している学生に対し、組織的な取り組

特に１年生に対し、制度の周 みを行うための体制作りを開始した。

知や学生からの要望を捉えるた また、1 年次生及び 20 年度編入学生を

め、年に１回を目処に学生と教 対象とした学生と教員との懇談会を（1
員の懇談会を開催する。また、 月に）実施した。

出席・履修状況の芳しくない学

生の情報を適切に収集する組織

的な体制を構築する。

・ キャンパス・マネージャーと ・ キャンパスマネージャーとの懇談会

学生部長及び事務局との懇談会 では、本学のホームページについて意

を適宜開催し、学生意見を把握 見等が出され、その改善に努めた。特

しながら、それら意見を学生生 に、学生専用ページの新設にあたって

活等の支援に反映させていく。 は、学生の様々な提案を反映すること

ができた。

・ キャンパスマネージャーとの学内(施

設、設備)点検ツアーでは、食堂の給

茶器の増設や学内道路の一部舗装等要

望を取り入れ、学生の利便性、安全性

が向上した。

・ 全学部生を対象とした学生生活アン

ケートを実施し、直ちに対応できる意

見や要望について、大学運営の改善に

反映した。

（主な改善点）

1. 安全性確保のための学内の樹木
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剪定

2. 学生が利用可能なパソコンの増設

3 図書館の南側ガラス面への断熱塗

装(冷房効率向上のため｡）

（課題）

大学周辺の環境整備（吉備線の増発等

他機関との調整が必要）

・ 学生相談室と保健室が連携し ・ 学生が気軽に学生相談室を訪れるこ

て、学生相談室のＰＲを実施し、 とができるよう、春と秋に「ほっと

学生へ周知徹底するとともに、 ルーム」キャンペーンを行った。ま

気軽に学生相談室を訪れるよう た、カウンセリングが必要な学生に

奨励する。 対しては、学生相談室と保健室が連

携して対応を行うとともに、新たに

非常勤精神科医を委嘱し、学生相談

体制の充実を図った。

・ 看護学科では、ガイダンスグル ・ 看護学科では、ガイダンスグループ

ープでの指導を強化するととも での指導により、早期に問題状況に

に早期に問題状況に介入する。 介入した。

61 イ インターンシップによる学生の イ ３

キャリア形成を支援するため、学 ・ インターンシップ推進会議を核 ・ インターンシップ推進会議を５月に

内の「インターンシップ推進会議」 として学生への啓発・奨励に努 開催し、各委員を通じて学生への啓発・

の活動を充実する。また、「大学コ めるとともにインターンシップ 奨励を行ったほか、参加希望学生と受

ンソーシアム岡山」におけるキャ を実施する企業等の情報提供に け入れ募集企業との適切なマッチング

リア教育も活用する。 努める。 に努めた。

参加者数 17 名（平成 19 年度 12 名）

※ 岡山県経営者協会実施分

（課題）

参加学生の増加（インターンシッ

プの意義等をいかに学生へ周知する

か。）

62 ・ 看護学科では、インターンシッ ・ 病院等が実施するインターンシップ ３

プの積極的活用と、学生個々の への参加を積極的に推進し、学生個々
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適性とを加味した指導を行う。 の適性を加味した指導を行った。

参加者数 20 名

※ 岡山県経営者協会実施分を除く。

63 ・ 情報工学部では、インターンシ ・ 各種機会を通じて、インターンシッ ３

ップ参加者が増えるように情報 プへの参加を促し、参加者数を増加さ

提供に努める。 せた。

実績は、Ⅱ－２―(1)―イ [61]（岡山

県経営者協会実施分）のとおり。

64 ・ デザイン学部では、就職支援委 ・「ポートフォリオ展」や卒業生を招いて ３

員会が中心となり、学生への就 の「就活トークショー」等を実施した。

職情報共有化を図る施策として

「ポートフォリオ展」を核とし

た就職支援セミナーを開催する。

65 ウ 県内企業の学内説明会の実施、 ウ ・ 外部講師を招き、各種就職ガイダン ３

就職資料室の県内企業コーナー スやセミナーを開催（４回）したほか、

での情報提供などにより、県内 ・ タイムリーな各種就職ガイダン 希望者を対象とした自己分析検査や就

就職を希望する学生が就職活動 スや就職模擬試験等を実施する 職模擬試験を実施した。

を効果的に展開できるよう充実 など、学生の要望に沿った効果 （課題）

を図る。 的な就職活動の支援を行う。 各種ガイダンスの内容に応じて、

一部開催時期の早期化が必要。

・ 就職相談員を 10 月から新たに配置し

○ 卒業生の就職率(%) た。

現状 93 （効果）

目標( 終年度) 97 これまで事務局で対応が困難であ

※ 就職率＝就職者数 / 就職希望者数 った模擬面接や個別指導等が可能と

なった。相談件数 １４６件

（課題）

就職相談員制度の学生へのＰＲ及

びその積極的な活用

・ 県内で開催される合同企業説明会の

周知を図ったほか、大都市部で開催さ

れる合同企業説明会へ就活バスを運行

（４回）した。本年度は、広島で開催
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される合同企業説明会へ初めて就活バ

スを運行し、中国地方の有力企業へ就

職を希望する学生の支援を行った。

平成 20 年度卒業生の就職率 95.8%

66 ・ 看護学科では、学生の具体的、 ・ 卒業生を招き８月に就職懇談会を開 ３

個別的なニーズに対応するため、 催し卒業生から就職に関する情報を得

卒業生を迎えての就職懇談会を た。また、学生の個々の適性にあった

実施する。 就職が図られるよう施設見学やインタ

ーンシップへの参加等を支援した。

67 ・ 栄養学科では、各種職域に就職 ・ 卒業生による就職支援セミナーを７ ３

した卒業生を講師に招いた就職 月に開催し、全学年の学部学生と大学

支援セミナーを行う。 院生が参加した。

68 ・ 保健福祉学科では、従来の就職 ・ ４年生対象の就職説明会を５月に開 ２

懇話会、就職説明会に加えて、 催するとともに、学生全員に個別面談

キャリア支援のための新たな体 を実施した。また、３年生対象の進路

制の開発・整備について検討す 説明会を２月に開催した。就職・進学

る。 委員会において、インターンシップ導

入によるキャリア教育について検討を

開始した。

69 ・ 情報工学部では、学内で実施す ・ ＳＥＯ（システムエンジニア岡山） ２

る県内企業による就職説明会へ 主催の県内企業説明会の参加企業拡

の参加企業数を拡大する。 大に向け、各種機会を通じて情報発

信を行った。

参加企業 ２８社（Ｈ 19 年度28社）

70 ・ デザイン学部では、卒業生を講 ・ 卒業生を招き、「就活トークショー」 ３

師に招いたセミナー等の就職支 を開催し、就職に関する情報を提供し

援活動を実施する。 た。

71 エ 学生が単なる就職活動に止ま エ １年次生向け全学教育科目「フ エ Ⅱ-１-アの項目参照 ３

らず、幅広い人間形成や職業観 レッシュマン特別講義」に、劇 「フレッシュマン特別講義」に劇団員
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などを身につけるように、教員 団員の非常勤講師によるコミュ の非常勤講師によるコミュニケーショ

はカリキュラム全体を通じてキ ニケーションスキルに関する講 ンスキルに関する講義を行った。

ャリア形成支援に努める。 義を設け、学生の幅広い人間形 また、平成21年度から全学教育科目「コ

成や自己表現の向上を支援する。 ミュニケーションティーチング演劇演

習」を開講することとなった。
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Ⅱ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標

２ 学生への支援に関する目標

（２）経済的支援に関する目標

中 学資が十分でない学生に対して、学業に専念できるよう経済的な支援の充実を図る。

期

目

標

法人 委員

中 期 計 画 年 度 計 画 実 施 状 況 自己 会 委員会参考意見

評価 評価

72 （２）経済的支援に関する目標を達 （２）経済的支援に関する目標を達

成するためとるべき措置 成するためとるべき措置

学資等が十分でなく就学が困 ・ 授業料減免制度について学内掲 ・ 授業料減免について、学内掲示及び ３

難な学生については、授業料減 示並びに説明会により周知を図 説明会により周知を図り、申請者には

免制度の活用、各種奨学金の斡 るとともに、適正な審査のもと 厳正な審査を行い授業料を免除した。

旋などにより支援する。 真に支援が必要な者の減免を行 減免実績：123 名（前期・後期延べ

う。 人数）

・ 日本学生支援機構奨学金の説明 ・ 日本学生支援機構奨学金について、

会を年度初めに実施し、応募者 定期採用者及び大学院予約奨学生募集

の受付・推薦を行う。また、各 の説明会を開催し、基準を満たす学生

種奨学金についても適宜情報提 について推薦を行った。

供に努める。 採用実績：定期採用者 103 名

（応募者 131 名）
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Ⅱ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標

２ 学生への支援に関する目標

（３）留学生に対する配慮に関する目標

中 国際社会に開かれた大学として、外国人留学生の受入を進めるほか、各種支援の充実に努める。

期

目

標

法人 委員

中 期 計 画 年 度 計 画 実 施 状 況 自己 会 委員会参考意見

評価 評価

― （３）留学生に対する配慮に関する （３）留学生に対する配慮に関する ― ―

目標を達成するためとるべき措 目標を達成するためとるべき措

置 置

73 ア 外国人留学生に対しては、奨 ア ３

学金制度の調査・情報提供、自 ・ 日本での学生生活に不慣れな外 ・ 日本での生活に不慣れな留学生にチュ

転車の無償貸与や在留許可更新 国人留学生には、チューター制 ーターを配置し、生活や学習の支援を

手続きなどの支援、少人数の学 度を活用するとともに、各種奨 行った。

生を教員が担任し、学習面等に 学金の情報提供に努める。 1 名(4 ～ 7 月、韓国ウソン大学校から

ついて指導助言を行うチュータ ・ デザイン学部では、担当教員や の転学生）

ー制度などによる支援の充実を ゼミ指導教員を中心に、チュー （課題）

図る ター制度を活用しながら奨学金 留学生の多様化、増加に対応できる

制度の情報提供や学習面、生活 よう、組織的な取り組みの検討が必要。

面での指導、助言等の支援を行

うための具体的な行動計画の検 ・ 留学生に対する各種奨学金について

討を行う。 は、学内掲示により募集し、選考・推

・ 留学生の要望を把握したうえで 薦を行った。

「日本語表現法」担当者が個別 9 名受給／留学生数 14 名（研究生を除く）

にオフィスアワーなどの時間を

使って対応する。 ・ 留学生の生活や学習等に対する支援と
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また、留学生のための日本語 して、アドバイザー教員やオフィスア

教育に関する教材を、図書館や ワー制度を活用した。

語学センターに設置し、留学生 学習内容や留学生の実情に応じた学

が気軽に視聴したり、借り出せ 習面・生活面の支援を行うため、学部

たりできるようにする。 学科ごとの取り組みとして、教員間で

の情報・意見交換の場を設けたり、日

本語の会話・作文指導等を行った。

・ 附属図書館では、外国人留学生の日本

語修得を支援するために、日本語入門

等の関連図書及び辞書類の充実を図っ

た。

74 イ 保健福祉学部においては、留 イ 留学生の積極的な受け入れの イ 留学生受入の具体的計画として、学 ３

学生の積極的な受入（編入学を ため、組織体制を整備する。ま 術交流協定校からの平成21年度転学生

含む。）体制を構築する。 た、入試、広報関係の教員で、 受入に係る選考方法等を作成した。

留学生受け入れに繋がる、具体 この転学生（３年次に配属）の受入

的計画を作成する。 れとして、又松大学校から積極的な受

入を行った。

H21 年度転学生の受入状況

・ 保健福祉学部１名（2名）

・ 情報工学部 １名（1 名）

・ デザイン学部２名（2名）

※ （ ）内は、過年度転学者を含む

転学による在籍者数の計
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Ⅱ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標

３ 研究に関する目標

（１）研究水準及び研究の成果等に関する目標

中 ア 教員自らの研究水準を高め、研究成果を国内的及び国際的に広く発信する。

期

目

標 イ 地域の課題や社会の要請に的確に応えるため、県民福祉の増進、文化の向上、産業の発展、地域振興等に寄与する調査研究活動に取り組む。

法人 委員

中 期 計 画 年 度 計 画 実 施 状 況 自己 会 委員会参考意見

評価 評価

― ３ 研究に関する目標を達成するた ３ 研究に関する目標を達成するた ― ―

めとるべき措置 めとるべき措置

― （１）研究水準及び研究の成果等に （１）研究水準及び研究の成果等に ― ―

関する目標を達成するためとる 関する目標を達成するためとる

べき措置 べき措置

75 ア 研究者としての教員の水準向 ア 教員個人あるいは教員と学生 ア ２

上 が共同して行う研究の成果の発 ・ 保健福祉学部では、各学科教員及び学

教員が、学部学生や大学院生 表は、当該学部長が把握し、成 生の研究活動の活性化を目的に、学科

の教育及び研究指導を行うには、 果が専門教育や学生の研究指導 ゼミ及び専門領域ゼミの実施をとおし

研究者として十分な能力を備え に反映されるよう適切に指示す て、学生の研究指導に反映できるよう

ることが前提であるので、各々 る。 指示した。

の専門分野における国内及び海 平成 20 年度は、若手教員に加 ・ 情報工学部では、各教員の研究成果は、

外の場で研究成果を積極的に発 え中堅教員にも教員の資質を高 教育研究者総覧2008等の成果書作成にお

表する。その成果をもとに、学 めるための個別対応を拡大する。 いて把握し、学部長が直接アドバイスを行

内での競争原理を効果的に適用 った。

して教員のレベル向上を図る。 ・ デザイン学部では、ゼミの機会のほか

に，卒業研究の中間および 終発表に

際して学科ごとに，当該学科の全学生
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に対し，個別に指導のコメントを与え

た。

デザイン学研究科では，修了研究の

中間および 終発表に際し，両専攻の

教員から，個々の学生に対し指導のコ

メントを与えた。

また，ＦＤ活動の一環である教員相

互の授業参観においては、その対象を

若手・中堅教員を中心とし，できるだ

け新任教員が担当する授業を参観して、

適切な指示を行った。

76 ＯＰＵフォーラムは、前年度 ・ ＯＰＵフォーラム２００８（5月29日）開 ３

と同じく開学記念日の５月２９ 催時に、教員の研究成果を展示した。

日に開催する。 展示件数 65 件（平成 19 年度 60 件）

産学官連携支援団体の主催す ・ 産学官連携推進センターが関係する

る発表会・研究会については、 発表会・研究会等で 21 件の研究発表

開催情報の学内への早期広報な を行った。

どにより、教員の研究成果の積

極的な発表を促す。

77 看護学科では学科教員、大学院 ・ 毎月 1 回程度、講座毎に専門分野別 ３

生の研究活動の活性化を目的とし、 のゼミを開催するとともに、2 ヶ月に 1
毎月１回程度の学科ゼミを開催す 回程度、学科ゼミを開催し指導教員を

るとともに、指導教員及び指導体 中心とした指導体制を強化した。

制の充実を図る。

78 栄養学科では、積極的に学外研 ・ 学外研究者による講演会として、 ３

究者を交えた研究セミナーを開催 国内 2件及び国外 2件を実施した。

する。 （国内）

「食の安全」本間清一教授（東京

農業大学、10月17日）

「東アジアにおける機能性食材の

データベースの内容と特徴」岡達

三教授（鹿児島大学、12月 8 日）
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（国外）

方定志教授(四川大学、2月 12 日)

Ki-Hong Yoon教授（ウソン大学校、

2月 12 日）

79 保健福祉学科では、研究プロジ ・ 教員６名参加で研究プロジェクト「認 ３

ェクト「認知機能（特に注意機能） 知機能（特に注意機能）と加齢に関す

と加齢に関する研究」を推進する。 る研究」の研究計画を策定・開始した。

なお、平成 20 年度は、統制群となる

若年者のデータを収集した。

80 情報工学部では、学術論文及び ・ 積極的な発表を奨励し、前年度を上回 ３

学術講演・学会発表の水準の維 る発表実績が得られた。

持・向上を図り、数的には前年度 論文 50 件（H19：47 件）

実績の維持・増加を図るとともに、 国内学会発表 145 件（H19：126 件）

質の向上を目指す。 詳細はⅡ－1－(３)－ウ－(ｱ) [54] のと

おり。

81 デザイン学部では、教員の研究 ・ 学部ホームページにおいて、学生作 ２

成果や作品をＷｅｂ上で公開でき 品及び教員・学生の受賞情報等を掲載

るように学部ホームページの充実 したが、情報収集に時間と手間が掛か

を図る。 りホームページの更新を定期的に行う

ことができなかった。

（課題）

情報収集のシステム化と定期的な

更新が必要であるが、予算的な問題

がある。

82 イ 大学として重点的に取り組む イ 大学として重点的に取り組む イ 産学官連携推進センターでは、学域 ３

課題 課題 横断的な「領域・研究プロジェクト」

前記アに述べた研究者個人の 産学官連携推進センターは、 本格運用の２年目に入り、前年度の５

研究活動とともに、学部横断的 「領域・研究プロジェクト」に 領域/７プロジェクトを拡大し７領域/

な共同研究を行う研究体制を組 よる学部横断的な研究活動を推 10 プロジェクトを推進した。

織する。それらにより、県民福 進する。そのために、研究費予 これらの内、７プロジェクトに学長

祉の増進、文化の向上、産業の 算の重点配分、プロジェクトリ 査定による地域貢献特別研究費等を重

発展、地域振興等の課題及び県 ーダーとの定期的・日常的な情 点配分するとともに、これらのプロジ
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政の重要課題に関わる調査研究 報交換、研究会設立、企業との ェクトに対し企業との共同研究や競争

に重点的に取り組む。 共同研究、競争的資金申請など、 的資金獲得などを促した。

種々の面で研究活動の支援を行 (プロジェクトが獲得した外部資金)

う。 31 件（H19：14 件）

77,088 千円（H19：71,138 千円）

83 保健福祉学部では、看護学科、 ・ 保健福祉学部として、次世代育成支 ３

栄養学科、保健福祉学科が連携 援（少子化対策関係）に係る計画立案、

して、県下各地域の保健福祉分 調査研究を実施した。

野の課題解決に向けての調査研 ・ 地域との連携による調査研究等

究等を、県内の民間企業や自治 保健福祉推進センターにおいて実施

体と共同で進めることを検討す Ⅱ－４－(1)－イ－(a) [97] のとおり。

る。

84 情報工学部は、共同研究、受 ・ 民間企業、自治体等との共同・受託 ３

託研究、奨励寄附金等の維持、 研究を進めた。

増加を目指すとともに、地域の 共同研究 8 件（H19：3 件）

抱える課題に対する岡山県や県 受託研究 11 件（H19：8 件）

内自治体との連携を推進する。 奨励寄付金に係る研究 16 件

（H19：16 件）

100社訪問 9 件（H19：6 件）

次世代交流会参加 1 回（H19:1 回）

85 デザイン学部では、地域社会 ・ 「倉敷フォトミュラル」「PHOTO STAD ３

の課題に対して、学生も参加し IUM展示」等に参画し、企画立案や実

た調査研究、ワークショップ等 施(展示構成)等を行った。

実践的な教育・研究プログラム ・ メディアコミュニケーション推進セ

を検討する。 ンターと連携して、「振り込め詐欺防

止」ＣＭ制作等数多くのプロジェクト

を学生とともに実施した。

86 ウ 研究総覧の作成 ウ 研究総覧の作成 ウ 「教育研究者総覧2008」を発行した。 ３

全学の教員の研究成果を集約 全教員を対象とした「教育研 また、保健福祉学部及びデザイン学

した研究総覧を作成し、教員相 究者総覧 2008」を発行する。 部で、それぞれ学部紀要を発行した。

互の情報交換及び評価に向けて 保健福祉学部及びデザイン学

役立てるとともに、学外への情 部では、年１回、学部紀要を発
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報発信とする。 ただし、本学に 行する。

は多様な研究分野が含まれてい

るので、その評価は全学一律に

行うのではなく、類似の研究分

野の教員間に刺激を与えるよう

に行う。

87 エ 研究成果の管理 エ 研究成果の管理 エ 本年度は職務発明審査会を7回（H19： ３

岡山ＴＬＯを活用して教員の 本学の教職員と岡山ＴＬＯの 3回）開催し、結果は次のとおりであっ

発明に係る審査機能を充実させ 職員で構成する職務発明審査会 た。

るなど、知的財産の管理・活用 による、教員の発明に係る審査 審 査 10 件（H19：2件）

等を図る。 機能を充実させる。また、必要 ※ 内､外部専門家の意見聴取 3件

に応じ外部専門家から意見を聴 発明認定 9 件（H19：2件）

取する。 発明権利承継 5 件（H19：1件）

特許出願 2 件（H19：1件）

88 オ 倫理審査 オ 倫理審査 オ 本年度は倫理委員会を７回開催し、 ３

倫理的な配慮を図るため、教 倫理委員会は研究活動に遅延 審査依頼された２３件の研究を承認した。

員が人間を直接対象として行う がないように必要に応じ開催し、 承 認 ２１件（H19：12 件）

医学、生物学及び関連諸科学の 審査依頼された研究内容につい 条件付承認 ２件（H19： 1 件）

研究を行う場合は、必要に応じ て審議する。

て倫理委員会の審査を受ける。
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Ⅱ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標

３ 研究に関する目標

（２）研究実施体制等の整備に関する目標

中 教員の研究活動が促進されるとともに、研究成果が地域社会に還元される研究体制等の整備と教員の研究能力の向上に取り組む。

期

目

標

法人 委員

中 期 計 画 年 度 計 画 実 施 状 況 自己 会 委員会参考意見

評価 評価

― （２）研究実施体制等の整備に関す （２）研究実施体制等の整備に関す ― ―

る目標を達成するためとるべき る目標を達成するためとるべき

措置 措置

89 ア 学外の公的試験研究機関や民 ア 栄養学科では、連携大学院と ア ３

間の研究所の施設・設備と人的 の連携を充実するために、大学 ・ 保健福祉研究科栄養学専攻では、大

資源を活用する連携大学院方式 院教育のカリキュラムの新設・ 学院教育のカリキュラムの見直しを行

を進め、教員の研究活動の活性 見直しを行う。また、保健福祉 うとともに、連携大学院である中国学

化にも資する。 学科では、教育課程の強化をね 園大学大学院から 4 名の教員を非常勤

らいとして、学外者による講演・ 講師として迎え、6 科目を新たに設定

講義を実施する。 した。

・ 保健福祉学科では、学外者による講

演・講義を 14 回実施するとともに、

教員・学生全員で日本社会福祉学会第

56 回全国大会（本学で開催）に参加し

た。

90 イ 地域共同研究機構を主体にし イ 産学官連携推進センターは、「領 イ 「領域・研究プロジェクト」では、 ３

た研究組織づくり 域・研究プロジェクト」による 産学官連携推進センターが、若手教員

前記３ (１) イで述べた共同 学部横断的な研究活動を推進す にふさわしいプロジェクトテーマを教
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研究を全学で効果的に実施する る。今年度は、各種支援を行う 員とともに創造する中で、７領域/10 プ

ために、地域共同研究機構が中 とともに、この制度の学内周知 ロジェクトに拡大した。

心となり、学部横断的な研究体 につとめ定着を図る。特に、将 また、その内、６プロジェクトでは、

制を組織化する。 来を担う若手教員に対してはリ 准教授以下の若手教員がリーダーとな

ーダーとしての参加を促し、プ る等、その活性化が図られた。

ロジェクト活動の活性化を図る。

91 ウ 学内の競争的研究資金の配分 ウ 「地域貢献特別研究費」の公募 ウ 「領域・研究プロジェクト」について ３

については、本学が定める重点 前に「領域・研究プロジェクト」 は、「地域貢献特別研究費」の公募前に

課題に対する解決に向けた着想 の公募・審査・承認作業を終え、 審査・承認作業を行い、申請のあった７

力及び研究者の業績等を勘案し 優先的な予算配分を実施する。 プロジェクトにこれらの特別研究費を

て、研究成果が国際的若しくは 優先的に配分した。

国内的に評価されるか又は地域 （地域貢献特別研究費での実績）

社会に還元される研究へ傾斜配 ・７件、9,600 千円

分するシステムの構築に努める。 ・査定率（採択額/応募額）

領域・研究プロジェクト分：74.4 ％

全体分 ：64.2 ％
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Ⅱ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標

４ 地域貢献、産学官連携、国際交流に関する目標

（１）地域貢献に関する目標

中 地域共同研究機構を窓口として、大学の持つ人的・物的・知的財産を地域に還元する全学横断的な取組を推進する。

期 また、高校と大学との連携を強化する取組を積極的に進める。

目

標

法人 委員

中 期 計 画 年 度 計 画 実 施 状 況 自己 会 委員会参考意見

評価 評価

― ４ 地域貢献、産学官連携、国際交 ４ 地域貢献、産学官連携、国際交 ― ―

流に関する目標を達成するためと 流に関する目標を達成するためと

るべき措置 るべき措置

― （１）地域貢献に関する目標を達成 （１）地域貢献に関する目標を達成 ― ―

するためとるべき措置 するためとるべき措置

92 ア 学部を超えて共同研究等を推 ア 各教員は、地域共同研究機構 ア 地域共同研究機構の活動への参加・協 ３

進する全学的な組織である地域 の活動に積極的に協力するとと 力について積極的な働きかけを行った

共同研究機構の機能を強化する。 もに、その活動に参加すること ところ、教員によって差はあるものの、

により、自らの研究分野の拡大 若手教員を中心に「領域・研究プロジ

を図る。 ェクト」、アクティブラボ活動及び共

同・受託研究への積極的な参加へとつ

ながった。また、これらの活動をきっ

かけに、デザイン学部の若手教員が岡

山県産業振興財団のベンチャービジネ

スプランコンテストで審査委員特別賞

を受賞した。

― 産学官連携推進センターは、従 ― ―
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来機能の強化に加え、地域貢献の

ベースとなる教員の研究活動の活

発化・高度化を目指した「領域・

融合研究活動」や「競争的外部研

究資金獲得活動」の強化を図るた

めの体制を確立する。

93 （a）地域共同研究機構の機能強化・ （a）地域共同研究機構の機能強化を図る ３

運用体制の見直し ために、産学官連携推進センターにコ

産学官連携推進センターに ーディネータ１名を増員し、業務別担

コーディネータ１名を増員す 当とクロスさせて、コーディネータの

るとともに、業務別担当と学 学部別担当制を導入した。

部別担当を併用した業務担当 機構業務拡大に対し、機構兼任教員

制をセンターに導入し、効率 の増員には到らなかったが、これらを

的な人的体制を整備する。 補完するため、産学官連携推進センタ

また、機構業務の拡大に伴 ー教員がワーキンググループを編成

う人的パワーを強化するため、 し、組織的な対応を行った。

機構兼任教員の人選・確保に （ワーキンググループ）

努める。 ・アクティブキャンパスＷＧ

・提案型共同研究ＷＧ

本学教員と地域企業との共 地域共同研究機構のスタッフと学長、

同研究を促進するために、地 事務局企画広報班等との作戦会議にお

域共同研究機構のスタッフと ける効果としては、地域の金融機関３

学長、事務局長を含む事務局 行との包括協定締結、若手教員を中心

企画広報班との作戦会議を３ とする提案型共同研究の実現などがあ

ケ月毎に開催する。 げられる。

94 （b）地域共同研究機構活動の学内 （b）学内外への地域共同研究機構の活動 ３

外への発進力強化 広報として、ホームページ、ＯＰＵフォ

地域共同研究機構は、従来 ーラム、社会貢献年報等各種冊子の刊

の学内メールマガジンによる 行及びメールマガジン等において、写

情報発信に加え、本年度はホ 真を活用した分かり易い情報発信を行

ームページの充実に取り組む。 った。

具体的には、機構内３センタ また、水島ソシエやコーディネータ

ーの日常活動をタイムリーに 連絡協議会等の産学官連携の場におい

学内外に広報するとともに、 ても、積極的に広報を行った。
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機構活動に参加する教員を積

極的に紹介し、教員の参加意

欲を高める。

95 （c）地域貢献活動強化の支援 （c）以下の活動の支援を行った。 ３

アクティブラボ、アクティ ・ アクティブラボは３５件実施した。

ブキャンパス、岡山ＴＬＯと ・ アクティブキャンパスは１１８件実施

の連携等、地域貢献に関する した。

全学的な諸活動を支援する。 ・ 上記の外、これまでの業務連携や

包括協定を基に、機構内の３推進セ

ンターが地域活動の支援を行った。

96 （d）外部専門家の活用体制の整備 （d）外部専門家の協力を得て次の活動を ３

実施した。

特許関連業務や大学発ベン ・ 客員教授の協力を得て、アクティブ

チャー立ち上げ支援等で対応 キャンパス「商品力強化実践塾」(３

が困難な業務や、地域の団体 回シリーズ)及びＯＲＩＣでのＩＴ研究会

との連携推進については、必 へ講師を２回派遣した。

要に応じて外部専門家や客員 ・ 発明協会岡山県支部の協力を得て、

教員の協力を得て実施する。 保健福祉学部教員の特許１件の電子

出願を行った。

・ 岡山県産業振興財団の協力を得て、

デザイン学部教員のベンチャー立ち

上げを検討した。

― イ 保健福祉推進センターにおい イ 保健福祉推進センターは、以 ― ―

て、研究会活動を通した学術支 下の活動を行う。

援等により、看護師、管理栄養

士、社会福祉士、保育士等の専

97 門家の活動能力の向上を図るほ （a）第一線で活躍している保健福 （a）保健福祉学部では、保健福祉分野 ３

か、市町村が開催する保健福祉 祉分野の専門職を対象に、研 の専門職を対象に、保健福祉推進セ

関連行事や研究活動の支援を行 究会等を開催する。 ンターの活動として次のとおり研究

う。また、県民を対象とした、 ・ 看護学科は、地域看護学研究 会等を開催した。

健康・福祉に関する情報発信を 会、ホスピスケア研究会、看 ・ 看護学科では、看護技術研究会（8
行う。 護技術研究会、リスクマネジ 回）、地域看護学研究会（4 回）、ホ

メント研究会等の開催に参画 スピスケア研究会（6 回）、リスクマ
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する。 ネージメント研究会（12 回）を開催

・ 栄養学科は、栄養学研究会を し、そこでの研究成果の一部を学会

継続し、地域の栄養士や管理 に発表した。

栄養士への情報発信と研究へ ・ 栄養学科では、栄養学研究会を（5
の支援を行う。 回）開催し、実践的研修や食育研修

・ 保健福祉学科は、社会福祉研 を行うとともに、研究活動を支援し、

究会、介護福祉研究会、地域 論文投稿や報告書として成果を得た。

子育て支援活動研究会及び保 ・ 保健福祉学科では、社会福祉研究会

育ステップアップ講座の開催 （5 回）、介護福祉研究会（4 回）、子

に参画する。 どもと保育研究会（5 回）、保育ステ

ップアップ講座（4 回）を開催した。

なお介護福祉研究会は、前年度の研

究成果を岡山県保健福祉学会に発表

し、社会福祉協議会長賞を受賞した。

98 （b）市民を対象とした健康・福祉 （b）市民を対象とした健康・福祉に関 ３

に関する鬼ノ城シンポジウム する鬼ノ城シンポジウム「食卓を守

を開催する。 るー食の安全と安心―」(10 月)を開

催し、時宜を得たテーマであり好評

を得た。（参加者数 250名）

99 （c）地域の人々の体力向上や親睦 （c）地域の人々の体力向上や親睦を目 ３

を目的としたグランドゴルフ 的としたグランドゴルフ大会を3回

大会などを開催する。 （共催を含む。）開催した。

4月19日 1,478名（県協会と共催）

9月16日 340名

11月 1日 186名

100 （d）市町村と協力し、一日保健福 （d）一日保健福祉推進センターを 2 回 ３

祉推進センターを開催する。 開催し、高齢者問題と子育てについ

て、地域住民とともに学習した。

101 （e）教員の講師派遣を積極的に行 （e）医療・保健・介護・福祉活動への ３

う。 講師派遣を 18 回行った。

102 （f）ホームページを充実し、PR活 （f）地域共同研究機構のデザインを統 ３
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動を積極的に進める。 一し、ホームページの充実を図った。

― ウ メディアコミュニケーション ウ メディアコミュニケーション ― ―

推進センターにおいて、市町村、 推進センターは、以下の活動を

学校等が行う広報等におけるデ 行う。

ジタル映像の制作指導や技術の

向上等を支援するとともに、本 （a）県市町村など公共団体を積極 （a）公共団体を対象とした相談会を７ ３

103 学の設備を有効に活用して同セ 的に訪問し、３件以上制作支 件、市町村等の支援を１８件実施した。

ンターが主体となってデジタル 援活動を行う。

映像を制作し県下に発信する。

104 （b）デジタルコンテンツを制作す （b）岡山県立図書館、岡山県生涯学習 ３

るための講座を２回以上開催 センターにおいてデジタルコンテン

し、人材育成に努める。 ツ制作講座を９日間実施した。

（課題）

参加者の知識や技術レベルの差が大

きく、一元的な指導が困難

105 （c）メディアコミュニケーション （c）メディアコミュニケーション推進 ３

推進センターのホームページ センターのホームページを全面的に

を充実し、活動状況を県内外 更新した。

に情報を発信するとともに広 （課題）

報活動を積極的に進める。 定期的に更新するためには、外部へ

の業務委託が必要。

106 （d）公共団体が開催する事業に積 （d）公共団体が開催する事業に関わり、 ３

極的に関わり、広報等におけ コンテンツ制作支援を ７件行った。

るデジタルコンテンツの制作 また、公共団体主催事業の審査を

指導や技術向上等を支援する。 ３件、委員委嘱を４件引き受けた。

107 エ 県内高校の校長や進路指導担 エ 県内高校との協議は、高校側 ・ 県内高等学校長との懇談会を 1 回（ 7 ３

当教員と定期的に協議・情報交 からの本学への要望を聞く情報 月 25 日）行った。

換を行い、双方向での学習効果 交換の場として積極的に活用す ・ 高等学校進路指導担当教員との意見

を高める取組を推進する。 る。 交換会を 1 回（6月30日）行った。

・ 栄養学科では、全教員が分担して県

内の県立高校を訪問し、栄養学科の教

育方針を含めた説明を行うとともに、
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高校側からの意見を聴取した。

また、高大接続教育の一環として、

笠岡高校において「食品の働き」につ

いて講義を行った。

・ デザイン学部では、総社市との包括

協定を受け、平成21年度から総社高校

との高大連携事業実施に向けて具体的

な検討に入った。

また、建築、グラフィック、セラミック及

びテキスタイル分野での高校出張講座を

実施した。

108 メディアコミュニケーション 県立岡山工業高校デザイン科で単位 ３

推進センターとして高大連携を 授業を 1 科目実施した。

図るため、高等学校の単位授業 また、県立玉島高校の生徒に授業を

を１科目担当する。また、高校 公開（１回）した。

生向けに公開する授業を設ける。

109 デザイン学部では、デザイン 平成20年度は造形デザイン学科３コ ３

に関する高校生の理解を深め興 ースが担当し、各１回実施した。また、

味を促すために、県内高校へデ デザイン工学科の１コースが広島県で

ザインに関する出張講座等を実 実施した。（平成 19 年度 6 回）

施する。

― オ 移動型情報発信基地の整備 オ 移動型情報発信基地の整備 ― ―

県下各組織・施設からの要望

に応え、また、本学からの主体 看護学科は総社市との地域ケ 総社市との地域ケアとして、地域に ３

110 的取組により、移動型の情報発 ア研究会において、地域におけ おける健康問題に関して「地域看護学研

信基地（アクティブキャンパス る健康課題に対応できる可能性 究会」を６回実施した。

という）を設け、その活動に大 について検討する。また、アク また、アクティブキャンパスとして、

学として支援をし、これを定着 ティブキャンパスとして、保健 「保健師活動実践講座」、「リスクマ

させる。 師実践講座を年３回実施する。 ネジメント研究会」等により計２１回実

施した。

○アクティブキャンパスの開催回数 栄養学科では、地域住民・生 アクティブキャンパスとして、「栄養 ３

111 目標( 終年度) 年間100回以上 徒などを招き、また、地域に出 士のためのスキルアップ講座」、「移動
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かけて栄養学に関する知識の普 栄養教室」を計１３回実施した。

及活動を継続する。 また、学内開放の学科教員の企画に

よる栄養バランスと体組成に関する知

識の普及とバランス食の試食を行うと

ともに、学科教員が自治体・地域に出向

き、教室および講演により栄養や健康

に関する普及活動を計６回実施した。

112 保健福祉学科は、アクティブ アクティブキャンパスとして、「公開 ３

キャンパスとして公開講座を開 講座・歌の翼にのせて」、「コミュニテ

講する。 ィカフェ総社」等を計２４回実施した。

また、介護技術講習会を実施 また、介護技術講習会は４月に計32

する。 時間のコースを開催した。

113 情報工学部は、１００社訪問、 小企業のニーズの把握を目的に１００ ３

ＯＰＵフォーラム、客員教授ミ 社訪問に９回、アクティブキャンパス

ーティング、地域経済団体、県 として「商品力強化実践塾」に２回参

庁関連部局などにより小企業の 加した。

ニーズを把握する。 また、学部の研究内容の紹介として、

また、学部の研究内容に関連 ＯＰＵフォーラム２００８では、情報工学部

した県内小企業に出向き、シー ブースに７件、領域・研究プロジェクトに

ズの紹介等を行う。 ４件、地域貢献特別研究に４件を展示

した。現時点では共同研究締結に至っ

ていないが、これを機に、企業と連携

した研究の気運が高まっている。

114 デザイン学部は、地域の要望 アクティブキャンパスとして、作品 ３

に応じ、生涯学習講座や各種教 展示やワークショップ等により計５５回

育機関及び企業団体での講演会 実施した。

や技術指導援助等を積極的に進 その他に１００社訪問に５回参加し、

める。 地域企業とのコンタクトに努めた。

― 産学官連携推進センターは、 ― ―

以下の業務を行う。

115 （a）前年度に作成した過去のアク （a）アクティブキャンパスについて、事 ３
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ティブキャンパスの分析結果 務の効率化として手続きマニュアルを

を学内に伝達し、学部学科で 作成するとともに、社会活動委員会や

作成する年間計画への反映を ホームページに活動実績を紹介するこ

促す。また、事務手続きの簡 とで、教員が地域貢献活動を積極的に

素化や、機構ホームページで 行うことを促した。

の活動紹介を行い、教員の実 また、産学官連携推進センター会議

施意欲の向上を図る。 において、産学官連携推進センターの

ワーキンググループが過去の実績を分

析し、今後の活動方法を後援・共催型

から本学教員の主体的企画型にシフト

させていくことを決定した。

116 （b）本年度のアクティブキャンパ ３

ス実施回数は、６０回以上を目

標とする。 （b）Ⅱ－４－(１)－ア－(c) [95] のとおり

その活動を支援し定着を図 アクティブキャンパス実績 １１８回

るために、機構ホームページ

などで制度や活動実態の学内

外ＰＲを行うとともに、地域

社会の要望・ニーズ情報を収

集し学内の関係部局に伝達す

る。
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Ⅱ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標

４ 地域貢献、産学官連携、国際交流に関する目標

（２）産学官連携の推進に関する目標

中 地域共同研究機構を核として、大学の研究内容等を情報発信するフォーラムの開催や企業訪問等により、産学官連携の充実を図る。

期 また、岡山ＴＬＯと技術移転のための緊密な連携を図りながら、研究成果の地域への還元に努める。

目

標

法人 委員

中 期 計 画 年 度 計 画 実 施 状 況 自己 会 委員会参考意見

評価 評価

― （２）産学官連携の推進に関する目 （２）産学官連携の推進に関する目 ― ―

標を達成するためとるべき措置 標を達成するためとるべき措置

117 ア 地域共同研究機構内の産学官 ア 産学官連携推進センターにお ア Ⅱ－３－(２)－ウ [91] のとおり ３

連携推進センターにおいて、産 いては、従来の学域を超えた新

学官連携研究活動を時限的に財 たな融合研究を計画的に推進・ 本プロジェクトによる科学研究費、

政支援を行って育成する「領域」 支援する「領域」活動の更なる 共同研究費及び受託研究費等外部研

と呼ぶ研究組織を設置する。 進展に向け、「領域・研究プロジ 究費の合計（学内研究費を除く。）

ェクト」への優先的予算配分の ３１件 ７７,０８８千円

継続をはじめ、各プロジェクト

の目的達成に向けた多様な支援

を行なうことにより「領域」活

動の実績と定着化を推進する。

― イ 教員が企業等を訪問し、研究 イ ― ―

内容の紹介や技術相談、情報

118 交換を行うアクティブラボ（出 看護学科は、臨床実習受け皿と アクティブラボとしての支援活動は ２

前研究室）を進める。 なっている保健・医療・福祉施設 なかったが、臨地実習施設を中心とし

でのケアの質の向上を支援する研 た看護の研究支援を次のとおり行った。

究指導体制を検討するとともに、 ・ 臨地実習施設を中心とした看護の
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県が実施する実習指導者講習会の 研究支援

講師として、積極的に参画する。 ５施設（岡山赤十字病院 外 4 院）

において計１３回実施した。

・ 岡山県が実施する講習会等の支援

実習指導者研修会「保健師・大学

課程」へ講師を派遣

119 栄養学科では、大学院に関す ・ アクティブラボ開催 ５件 ２

る項目を充実させ、また、技術 また、技術相談の体制を整え、ホー

相談体制を整え、相談へのアク ムページ等を親しみやすいものへ

セスが解りやすく親しみやすい 修正した。

ものへ改変することを検討する。

120 保健福祉学科は、以下の業務 （a）日本社会福祉学会第56回全国大会 ２

を行う。 を本学で開催し、学外から 1,333
（a）日本社会福祉学会第 56 回全 人の参加を得た。（10 月 11 日、12

国大会を開催する。 日）。

（b）自治体や学術団体・職能団 （b）備中県民局主催の「子育てカレッ

体の講習会・研修会等へ積極 ジシンポジウム」を共催し、本学

的に協力する。 で開催した。（12 月 13 日）。

（c）保健・医療・福祉施設、福 （c）アクティブラボとして、技術相談

祉関連企業、行政機関からの 等を実施した。１件（情報工学部、

技術相談、研究指導相談、講 デザイン学部と合同）

師派遣依頼に積極的に応じる。 その他に、技術相談12件、研究指

導相談56件、講師派遣依頼70件に

応じた。

121 情報工学部は、県内中小企業 他の学部教員と合同で企業訪問を実 ２

のニーズに合致した提案型共同 施し、技術相談や共同研究を実施した。

研究の推進を図る。 ・ アクティブラボ ８件（内１件は保健

福祉学科、デザイン学部と合同）

・ 提案型共同研究へ参加した。

122 デザイン学部は、メディアコ メディアコミュニケーション推進セ ３

ミュニケーション推進センター ンターの情報をもとに、官庁、各種団

の情報を活用して、官庁、各種 体、企業に対して講師の派遣や産学官
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団体、企業に対して講師の派遣 連携事業を積極的に進め、3 件以上の

や産学官連携事業を積極的に進 連携事業を実施した。

め、3 件以上の連携事業を実施す ・ 「デジタルコンテンツ人材育成に

る。 関する研究」,岡山県安全・安心まち

づくりセンター,受託研究

・ 「地域情報の発信に関する研究」,
岡山県産業振興財団,受託研究

・「真庭いきいきテレビのロゴタイプ」,
久世エスパス振興財団,受託研究 他

・ アクティブラボ ２３件（内 1 件は保

健福祉学科、情報工学部と合同）

― 地域共同研究機構では、以下 ― ―

の業務を行う。

123 （a）平成20年度も20件以上を目標 （a）産学官連携推進センターが中心とな ３

にアクティブラボの推進活動 って企業・団体と教員のマッチングを

を行う。教員への個別依頼の 図り、共同研究等を視野に入れたア

他、教員の実施意欲高揚のた クティブラボを実施した。また、こ

めに、機構ホームページを活 れら活動状況をホームページや産学

用してアクティブラボ活動を 官連携推進センター会議で学内に紹

紹介する。 介した。

（アクティブラボ）

・件数 ３２件

・訪問先 ２７社

・教員 １５名（内９名が新規）

124 （b）アクティブラボの候補対象と （b）アクティブラボの訪問先候補とし ３

なる企業・団体を、企業ニー て、100 社訪問キャラバン隊や技術相

ズデータベース等の資料分析 談等で企業・団体等のニーズを把握

や、必要により直接的なコン した。

タクトなどを行って選定する。 また、その情報を産学官連携推進

その企業・団体の情報は、学 センターから学内に伝達するととも

内の関係部局に伝達し各学部 に、必要に応じて個別教員への連絡

学科での活動に反映させる。 を行った。
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125 （c）地域共同研究機構のホームペ （c）アクティブラボの活動をホームペー ３

ージを拡充し、教員のアクテ ジに紹介し、教員の参加意欲を促し

ィブ・ラボ活動を学内外に積 た。

極的に紹介し、多くの教員の また、地域共同研究機構のホームペ

参加意欲を促していく。 ージを見直し、その充実を図った。

126 ウ 民間企業出身者を非常勤職員 ウ 提案型共同研究のポイントは、 ウ 産学官連携推進センターでは、「新商 ４

として活用し、共同研究や受託 企業等の現在のニーズから将来 品の企画･開発」領域において、民間出

研究の質的・量的拡大に取り組 のニーズを予測し、課題と解決 身の非常勤職員の活用による提案型共

む。 策を提示できることである。本 同研究推進チームを立ち上げ、対象と

年度は、モデル企業を選別し実 するモデル企業を１社選定して共同研

際に働きかける中で問題点を把 究をスタートさせた。

握し、他企業へも応用が可能な 現在、企業のプロジェクトチームと本

ひな形づくりを目指す 学チームで開発テーマのブレインスト

ーミングを重ね、開発目標を共有して

進行している。

127 看護学科は、現行の倉敷中央 倉敷中央病院等実習病院と協力し、院 ２

病院等との研究指導体制を今後 内研究を推進した。

とも強化する。

128 情報工学部では、岡山県産業 ・ 岡山リサーチパーク研究・展示発表 ３

振興財団、岡山県工業技術セン 会等を連携推進の機会とし、地域企

ター、岡山商工会議所などと連 業への支援を行った。

携をさらに密にし、地域企業の ・ 解析支援ﾈｯﾄOKAYAMAとの連携体制を

具体的支援策を検討する。 整えた。

129 デザイン学部では、民間企業 デザイン工学科プロダクトデザイン ３

の発想を産学官の共同研究に活 コースでは、自動車製品メーカーとの

かす。また、地域活性化のため 研究委託プロジェクトとして産学共同

のコミュニケーションデザイン 研究を実施し、同社での社員対象の発

活動を推進する。 表会、また、東京ＡＸＩＳギャラリーで

一般対象の発表展示会を行った。

130 エ 大学の研究内容やその実績を エ 地域共同研究機構は、以下の エ ４

学外に広報し、企業との交流を 業務を行う。 (a) ＯＰＵフォーラム２００８を、開学記念日
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促進するＯＰＵフォーラムを本学で （a）ＯＰＵフォーラムを、前年度と の５月 ２９日に開催した。

定期的に開催する。 同じく開学記念日の 5 月 29 日 （参加者：779 名）

に開催する。今年度は、領域・ 本年度は、領域・研究プロジェクト

研究プロジェクトと地域貢献 と地域貢献特別研究費関係を中心に教

特別研究費関係の全研究を紹 員の研究 65 件と、本学と関係の深い企

介するとともに、本学と関係 業・団体の 12 件の展示紹介を行うとと

の深い企業・団体の展示を行 もに、保健福祉学部の特長を活かした

うなど、地域社会の期待に応 内容のフォーラムを開催した。

える内容とする。 また、特別講演として、中野裕弓氏

（b）ＰＲ冊子類、ホームページ、 による「ホスピタリティーマインド

マスコミ、電子メール等、多 －おもてなしの心がビジネスマインド

様な媒体を活用して、研究内 を輝かす－」の講演を行った。

容やその実績を学内外に広報 (b) 教育研究者総覧、ホームページ、広

する。特に、地域共同研究機 報メディア等の多様な媒体を活用して、

構のホームページは、アクテ 研究内容やその実績を学内外に広報し

ィブキャンパスや多様な産学 た。

官連携活動の実態をタイムリ (c) ＯＰＵフォーラムに合わせて、展示す

ーかつわかり易く提示できる る研究内容をまとめた要旨集を作成し、

ように改良する。 フォーラムや企業訪問時に配布した。

（c）前年度同様、共同研究等のき

っかけ作りに資するために、Ｏ

ＰＵフォーラムで展示した研究の

内容をまとめた要旨集を作

成・配付する。

デザイン学部では、ＯＰＵ

フォーラムにおいて、研究成

果を学内に公開することによ

り、他学部及び企業との交流

を図る。

131 オ 岡山ＴＬＯと技術移転のため オ 岡山ＴＬＯとの連携に関して、 オ 岡山ＴＬＯに本学の研究発明に対す ２

の意見交換を行うなど緊密な連 本学の発明審査会開催時に岡山 る評価を依頼した。また、岡山ＴＬＯ

携を図りながら、大学の有する ＴＬＯから意見を聴取する他、 との包括協定に基づき、初めて本学の

研究成果の地域への還元に努め ＴＬＯの行う各種活動に参加し、 発明を岡山ＴＬＯに承継し、特許出願

る。 発明に関する情報収集を行う。 を行った。
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Ⅱ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標

４ 地域貢献、産学官連携、国際交流に関する目標

（３）国際交流に関する目標

中 国際化に対応する人材を育成するため、国際交流協定を締結している外国の大学との間で、学生や教員の相互派遣等による教育・研究交流を推進する。

期

目

標

法人 委員

中 期 計 画 年 度 計 画 実 施 状 況 自己 会 委員会参考意見

評価 評価

― （３）国際交流に関する目標を達成 （３）国際交流に関する目標を達成 （３）国際交流に関する目標を達成するた ― ―

するためとるべき措置 するためとるべき措置 めとるべき措置

132 ア 国際交流協定を締結している ア 看護学科では、英国ウエ－ル ア 国際交流協定を締結している中国延 ３

大学との間で、学生の語学研修 ズ大学バンガー校及び、東アジ 辺大学、英国バンガー大学との共同研

及び学生や教員の幅広い分野で アにおける韓国、中国との学術 究を推進した。

の教育交流、共同研究等を展開 交流を今後も進める。 この他、保健福祉学部が独自に協定

する。 等を行っている次の大学と学術交流（共

同研究当）を行った。

・韓国の啓明大学校、群山大学校、

・中国の東北師範大学、中国医科大

学口腔病院、

・英国のリバプールジョンムアーズ大学

133 栄養学科では、東アジアにお 国際交流協定を締結している中国四 ３

ける学術交流協定校を中心にし 川大学及び韓国ウソン大学校との合同

て、積極的に研究者を招き、研 セミナーを、9 月に韓国ウソン大学校

究セミナーを開催する。 開催した。

また、2月に韓国ウソン大学校Ki-Hong

Yoon教授と中国四川大学方定志教授に
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よる講演会を実施した。

134 保健福祉学科では、交流協定 国際交流協定を締結している韓国ウ ３

校等との教員間の共同研究を展 ソン大学校、その他に中国東北師範大

開し成果を公表するとともに、 学、韓国群山大学校・啓明大学校と３

語学研修を相互に実施する。 件の共同研究を推進した。

また、中国上海社会科学院社会学研

究所、仏パリ第５大学とも共同研究を

行っている。語学研修は参加者がいな

かった。

135 イ 国際交流協定を締結する大学 イ 東アジアにおける大学との新 イ 中国延辺大学と国際交流協定を締結 ３

を、東アジアを中心に拡大する たな学術交流協定を締結するこ した。

ことに努める。 とを目指す。 平成２０年度末締結大学数 ６大学

136 栄養学科では、東アジアにお ・ 辻英明教授が平成19年度に引き続き、 ３

○ 国際交流協定締結大学数 ける学術交流協定校における研 四川大学方定志教授とお茶の有効成分

現状（Ｈ 18 年度） ３大学 究者を中心にして、海外の研究 についての共同研究を実施した。また、

目標（ 終年度） ７大学 者を招き、共同研究、教育プロ 中国四川大学及び韓国ウソン大学校と

グラムの開発などの実施につい 本学が共同で食の安全を実践しうる人

て検討する。 材養成に関するプログラム案を編成し

た。

137 看護学科と保健福祉学科では、 ・ 保健福祉学部では、中国東北師範大 ３

韓国と中国における新たな大学 学及び韓国群山大学校と学部間協定を

院間の国際交流協定の締結を目 結んだ。

指す。

138 情報工学部では、平成21年度 国際交流協定締結校からの学生受け ３

からの国際交流協定を締結する 入れ（選抜）方法等を策定した。また、12
大学からの学生受入について、 月にはウソン大学に本学教員が出向き、

選抜方法等の具体的な検討を開 選抜試験と面接を行った。

始する。

139 デザイン学部では、内蒙古大 中国内蒙古大学芸術学院との交流協 ２

学芸術学院と国際学術交流協定 定は締結に至らず継続協議となったが、
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を締結し、交流の充実を図る。 教育交流は引き続き実施した。

また、デザイン学部は、国際 本学部卒業・終了制作展に内蒙古大

交流協定を締結した大学との合 学芸術学院及び国際交流協定校である

同学生作品展覧会を開催すると 韓国ウソン大学校２学科の参加や教員

共に、デザイン工学科建築デザ を対象とした合同セミナーを開催した。

インコースとウソン大学建築学 また、学生の受入については、ウソ

科による国際学生ワークショッ ン大学校から本学部(建築デザインコー

プを実施する。さらに、国際交 ス)への転学部生を２名迎えた。

流協定を締結した大学からの学

生の受入について、具体的に準

備を進める。
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Ⅱ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標

４ 地域貢献、産学官連携、国際交流に関する目標

（４）県内の大学間の連携・協力に関する目標

中 県内の大学が地元経済界、自治体と連携・協力し、地域の教育・学術研究の充実・発展を図るとともに、産学官連携による活力ある人づくり・街づくりに取

期 り組む大学コンソーシアム岡山の活動に参画する。

目 また、県内の他大学の大学院と連携して、教育・研究を拡充する。

標

法人 委員

中 期 計 画 年 度 計 画 実 施 状 況 自己 会 委員会参考意見

評価 評価

― （４）県内の大学間の連携・協力に （４）県内の大学間の連携・協力に ― ―

関する目標を達成するためとる 関する目標を達成するためとる

べき措置 べき措置

140 県内の大学や研究機関等と共 大学コンソーシアム岡山の「吉 大学コンソーシアム岡山の吉備創生カ ２

同事業を行い、地域社会との連 備創生カレッジ」として、平成 20 レッジとして、前期３件及び後期１件

携に努めるとともに、「大学コン 年度前期に本学より３件の講義 の講義を提供した。受講者は、１０名～１

ソーシアム岡山」が行う、単位 を提案する。また、単位互換制 ５名であった。

互換制度への授業科目の提供や、 度への授業科目として８科目を また、単位互換制度への授業科目とし

社会人教育（シティ･カレッジ） 提供する。 て、前期８科目及び後期８科目を提供

への講師派遣等を行う。 したが、他大学からの受講者は無かっ

また、大学院教育の充実や研 た。

究活動の拡充のため、他大学大 （課題）

学院との連携を図るための諸協 単位互換制度授業科目の設定につ

定の締結を進める。 いて、県内大学生のニーズも考慮し

つつ本学の特徴的な科目を提供する

必要がある。

141 看護学科では、県下の看護系 県下の看護系4大学と教育研究につい ２

４大学との教育研究についての て交流を行った。
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交流を進める。

142 中国学園大学現代生活学研究 栄養学専攻では、中国学園大学大学 ３

科より大学院生を受け入れ、両 院助手の教員1名を本学博士前期課程の

大学間での教育研究を活発に行 大学院生として受け入れた。

う。

143 情報工学部では、「岡山県工学 県内の研究機関が開催する研究会等に ２

教育協議会」が開催する「工学 参加し、教育改革に関する情報収集を

教育シンポジウム」に参加し、 行った。

教育改革に関する情報収集を行 ・「工学教育シンポジウム」/岡山県工

う。 学教育協議会主催

・「大学電気工学教育研究集会」/大学

電気教員協議会主催
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Ⅲ 業務運営の改善及び効率化に関する目標

１ 運営体制の改善に関する目標

中 （１）理事長（学長）、学部長等を中心とする機動的な運営体制の構築

戦略的、機動的な大学運営を行うため、理事長（学長）が、その指導力、統率力を発揮して、責任ある意思決定を迅速に行い、全学的な業務を的確に遂

期 行するための仕組みを整える。

目 また、学部等においても、大学全体としての方針に基づいて、それぞれの教育分野の特性にも配慮した運営体制を構築する。

（２）全学的な視点による戦略的な大学運営の仕組みづくりの推進

標 理事長（学長）のリーダーシップのもと、法人の目的を達成するため、法人が特に力を入れる分野・領域を選定し、競争原理に基づいた効率的な資源配

分を行う。

（３）地域に開かれた大学づくりの推進

大学の活動内容が広く住民に周知され、住民や地域社会の要請が大学運営に適切に反映されるよう、大学情報の積極的な提供、外部有識者等が大学運営

に参画する仕組みの充実など、地域に開かれた大学づくりに資する取組を進める。

（４）評価制度の活用等による業務運営の改善に向けた継続的取組の推進

各種評価制度や監事による業務監査を活用し、継続的な業務運営の改善を図る。

法人 委員

中 期 計 画 年 度 計 画 実 施 状 況 自己 会 委員会参考意見

評価 評価

― Ⅲ 業務運営の改善及び効率化に関 Ⅲ 業務運営の改善及び効率化に関 ― ―

する目標を達成するためとるべき する目標を達成するためとるべき

措置 措置

― １ 運営体制の改善に関する目標を １ 運営体制の改善に関する目標を ― ―

達成するためとるべき措置 達成するためとるべき措置

― （１）理事長（学長）、学部長等を中 （１）理事長（学長）、学部長等を中 ― ―

心とする機動的な運営体制の構 心とする機動的な運営体制の構

築 築

144 ア 全学的な経営戦略の確立 ア 全学的な経営戦略の確立 ア ３

・ 学内を競争(competition)と協 ・ ＣＣ戦略は、本年度のグローバルＣ
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大学運営は、学内コンセンサ 働(collaboration)の場と位置づ ＯＥの申請において「大学の将来構想」

スの確保に留意しながら理事長 け、競争意識をもって各教員が の中に記述するとともに、本学ホーム

（学長）が全学的な立場でリー 教育研究活動に取り組むととも ページ「学長メッセージ、NO20-9（平

ダーシップを発揮し、学部の枠 に、異なる専門分野の協働作業 成20年11月4日発表）」においても訴え、

を超えて学内の資源配分計画を を促進させる戦略（これをＣＣ 学内浸透を図った。

戦略的に策定する。 戦略と呼ぶ）を浸透させる体制 ・ 本年度の地域貢献特別研究費及び独

を整える。 創的研究助成費を公募し、ヒアリング

・ 地域貢献特別研究費及び独創的 をもとに交付を決定した。

研究助成費の配分に関して、規 ・地域貢献特別研究費

模及び決定方法は平成１９年度 23件（申請 25件）、30,000千円

と同様で、本学の戦略的研究、 ・独創的研究助成費

特色ある研究を推進するように 45件（申請 48件）、32,000千円

重点配分する。 ・ 教育プログラム等採択報奨金の交付

・ ＧＰ等全国的に認められた教育 基準を定め、平成20年度は現代ＧＰの

プログラムに採択された教員に 実践的チームガバナビリティ育成教育

対し、教育プログラム採択報奨 担当教員の研究費として、それぞれ300

制度を設ける。 千円を付与した。

・ 併せて教員配置を全学的に管理

し、適正な配置を行う。

― イ 理事長（学長）補佐体制等の イ 理事長（学長）補佐体制等の イ ― ―

整備 整備

145 （ｱ）副理事長及び理事に「総務・ 副理事長、理事の業務分掌と ・ 副理事長及び２名の理事（教員）は、 ３

財務」、「経営」、「教育研究」、 役割を明確にし、連携体制を整 理事長（学長）と連携を密にして、そ

「産学官連携」等の担当業務 え、権限と責任を明確化する。 れぞれに分担された業務を迅速かつ円

を設定し権限と責任を明確化 また、全学的な方針に基づいた 滑に実施した

する。また、外部からの積極 学内の組織運営を迅速かつ円滑 ・ ２名の理事(教員)は、学長と協力して

的な人材登用に努める。 に行うため、事務局長（総務・ 教員の個人評価調査書に基づく評価の

財務）、学生部長（教育研究）及 試行を実施した

び地域共同研究機構長（産学官

連携、外部資金獲得）は、各々

の所掌分野に関して学長と連携

を密にする。

― （ｲ）理事長がリーダーシップを発 平成１９年度に実施 ― ―
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揮するため、経営・企画部門

を強化するなど、理事長を支

える体制を整備する。

― ウ 学部長の役割 平成２０年度計画なし ― ―

各学部長は、研究科長を兼務

し、それぞれの教育研究分野の

特性に配慮し、かつ学部全体の

意思決定及び運営を効率的に行

う体制の構築に努める。

― （２）全学的な視点による戦略的な （２）全学的な視点による戦略的な ― ―

大学運営の仕組みづくりの推進 大学運営の仕組みづくりの推進

146 ア 予算等の配分 ア 予算等の配分 ア 平成21年度予算編成方針は、第３回 ３

平成 21 年度以降においても、 経営審議会（Ｈ 20 年 10 月 22 日）を

全学的、中長期的な視点に立 予算編成の基本方針を堅持する。 経て、第４回役員会（Ｈ 20 年 10 月 28
ち、大学の目標と教育研究上の ただし具体的な予算案には、実 日）で審議され、承認された

重点分野に留意しつつ、 教育研 績を考慮した柔軟な対応を含め 岡山県の財政構造改革大綱2008の影

究の実績を踏まえて予算や人員 るものとする。 響を受けることとなったが、その編成

の配分を行うシステムを整備す 県評価委員会が平成 19 年度業 に係る基本方針は従来どおり堅持した。

る。 務実績を評価した結果を分析し、 経費の削減を行う中で、業務内容によ

平成 21 年度の学内予算配分に反 る予算配分の見直しを行い、中期目標

映させる。 達成に向けた予算を編成した。

147 イ 各種委員会の役割の明確化 イ 各種委員会の役割の明確化 イ 各種委員会の役割の明確化 ３

効率的で実効性のある委員会 各種委員会の機能及び構成員 教育研究活動委員会の下に、国際交流

を運営するため、各種委員会を については、実績を見ながら見 実施専門委員会（委員長 学生部長）を

所掌分野に応じて、役員会、経 直しを行う。 設置し、国際交流事業の実施及び学生

営審議会、教育研究審議会のい の国際交流事業の企画等を通じて、本

ずれかに置き、委員会の役割を 学の国際交流活動に貢献した。

明確にする。

148 ウ 教員組織と事務組織との連携 ウ 教員組織と事務組織との連携 ウ ３

強化 強化 ・ 物品・旅費請求システムの改良を行

機動的な大学運営を行うため、 既存の教務システムを更新し、 い、効率的な予算執行と教職員の事務
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組織における役割分担を明確に 学生サービスの向上を図る。 負担の軽減を図った。

しながら、教員組織と事務組織 （改良点）

の連携強化を図る。 過去の予算執行状況や予算残 ・ システムの予算執行状況表示と実

額の情報をより的確に把握でき 際の予算執行の間のタイムラグを解

るよう物品・旅費請求システム 消するため、執行予定経費の仮入力

の改良を行い、教職員の予算執 により、未発注品等を含めた予算執

行等がより効率的に実施できる 行総額が把握できる仕組みを整備し

よう努める。 た。

・ 既存の教務システムの更新を行い、

学生サービスの向上を図るとともに

業務の改善に繋げた。

― （３）地域に開かれた大学づくりの （３）地域に開かれた大学づくりの ― ―

推進 推進

149 ア 大学情報の積極的な提供 ア 大学情報の積極的な提供 ア 大学情報の積極的な提供 ４

法人としての経営管理に関す ・ 教員の顕著な教育・研究活動 ・ 本学の重要なイベント及び教員の顕

る情報を、様々な広報媒体を活 は、マスコミを通じて積極的に 著な活動を、本年度は３７件マスメディ

用し公開を推進する。 広報する。 アに情報提供するとともに、近隣の町

・ 本学の重要なイベントには、そ 内組織への案内も行った。

の事前及び事後においてマスコ ・ 大学概要 2008 を刊行した。

ミを利用した広報を積極的に行 ・ 総社市役所の玄関スペースに本学専

う。 用のコーナーを設け、また広報誌「そ

また、近隣の町内組織への案 うじゃ」裏表紙に毎号本学の紹介記事

内も積極的に行う。 を掲載することにより、地元総社市民

・ 大学概要は、毎年刊行する。 に本学のＰＲ、情報発信を行った。

・ 本学と総社市との間の包括協定 ・ 附属図書館企画展「総社が生んだ傑

に基づき、庁舎の玄関スペース 物 古川古松軒」の開催

及び広報誌の１ページ等を利用 郷土の先人の足跡を写真で紹介した

して、本学のＰＲ、情報発信を 企画展を図書館と総社市総合文化セン

行う。 ターの２会場で開催。併せて総社市図

書館で「古松軒を語る会」を開き、そ

の模様は倉敷ケーブルテレビで生涯学

習の番組として放映された。

・ 図書館報の創刊

図書館の魅力と情報を学生・教員、
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他大学に向けて発信する媒体として図

書館報を創刊。第２号には包括協定を

提携した総社市長の特別寄稿を掲載

し、市民へも配布した。なお、図書館

報の名称を広く募り「OpuL（オープル）」

とした。（今後、年 2 回発行予定）

150 イ 外部有識者等が大学運営に参 イ 外部有識者等が大学運営に参 イ 外部意見の幅広い反映を目的に、各 ２

画する仕組みの充実 画する仕組みの充実 種会議での外部委員登用の拡大等を検

大学運営に学外の幅広い意見 各種会議の外部有識者の登用 討したが、当面は現状維持とした。法

を反映させるため、理事や審議 を進め、大学運営の透明性及び 人化直後の２年間は体制整備等に特化

会等の委員に学外の有識者や専 公正性を高める。 したことから、今後の運営状況を考慮

門家を積極的に登用する。 することとした。

― （４）評価制度の活用等による業務 （４）評価制度の活用等による業務 ― ―

運営の改善に向けた継続的取組 運営の改善に向けた継続的取組

の推進 の推進

151 ア 自己点検結果並びに認証評価 ア 評価結果を踏まえた改善策を ア 平成 19 年度の本学業務実績に対す ３

機関及び地方独立行政法人評価 役員会、経営審議会、教育研究 る県評価委員会の評価結果に改善の勧

委員会による評価結果を踏まえ、 審議会等において検討し、業務 告等はなかった。ただし、評価委員会

大学の組織及び業務全般につい の見直しを行う。 の中で聴取した意見等については、各

て、継続的な見直しを行う。 業務を担当する学内委員会に持ち帰り、

審議・見直しを行った。

「岡山県立大学教員の再任に関する

取扱要領」を策定

152 イ 監事による法人業務の監査結 イ 監事及び会計監査人の監査結 イ 平成 19 年度監査報告及び平成 20 年 ３

果を大学運営に適切に反映する。 果を、教育研究審議会、経営審 度期中監査において、役員会等に附議

議会及び役員会において改善策 する事項はなかったが、期中監査にお

を検討し、大学運営に適切に反 いて事務的な指導があり、その対応を

映する。 学内に周知した。

・ 購買(発注)証拠書類の適正な管理

・ 図書の納品遅延対策として、発注

後未検収リスト等の定期的確認
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Ⅲ 業務運営の改善及び効率化に関する目標

２ 教育研究組織の見直しに関する目標

中 教育研究活動が、時代の変化や地域社会の要請に柔軟に対応できるよう自己点検・評価や外部評価等を踏まえ、教育研究組織を見直すとともに適切な教員配

期 置を行う。

目

標

法人 委員

中 期 計 画 年 度 計 画 実 施 状 況 自己 会 委員会参考意見

評価 評価

― ２ 教育研究組織の見直しに関する ２ 教育研究組織の見直しに関する ― ―

目標を達成するためとるべき措置 目標を達成するためとるべき措置

153 （１）学内の各教育研究組織が、十 （１）大学組織を継続的に点検・検 （１）及び（２） ３

分役割を果たし、地域社会に貢 討する仕組みを構築する。 大学組織の点検は、主として学長が

献できるよう、あるべき組織の 提起し、必要な規程等の改正を所掌す

編成や見直しを継続的に点検・ る委員会等で行った。

検討する委員会を機能させる。 一例として、平成21年度から教授会

及び大学院研究科委員会の構成を、こ

（２）教育研究活動の質的向上を図 （２）教育研究活動が、時代の変化 れまでの教授だけでなく准教授を参加

り、競争力のある大学づくりを や地域社会の要請に柔軟に対応 させることが、第６回教育研究審議会

実現するため、組織の充実を図 できるよう、組織の充実を図る。 （10月23日）及び第４回役員会（10月28

る。 日）で承認された。

154 （３）全学教育科目に関する教育活 （３） （３） ３

動を円滑かつ有効に実施するた ・ 全学教育研究機構及び各学部に ・ 次年度の教育課程の編成は、それぞ

め、全学教育研究機構の機能の おいて、教授会は教育課程を編 れの教授会と教務専門委員会及び教育

充実を図る。 成し、教育研究活動委員会へ提 研究活動委員会の間で遅退なく審議・

出する。（前期末を目途とする） 決定された。

・ 教育研究活動委員会は教育課程 ・ 全学教育と学部専門教育間の関係見
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案を審議・決定する。 直しは、教育研究活動委員会で審議さ

・ 教育課程承認後、教務専門委員 れ、「全学教育がめざすもの」という

会は全学教育及び各学部専門教 報告書にまとめた。

育の開講に関する具体的事項を 今後、全学教育科目の内容の具体的

審議・決定する。（12 月末を目途 な見直しは、この報告書に基づいて次

とする） 年度以降に継続される。

155 （４）全学横断的な産学官連携及び （４）学部間の連携強化による研究 （４）地域共同研究機構の領域の研究プロ ３

学部間の連携による研究を推進 を推進するため、地域共同研究 ジェクトは選考により、平成 20 年度

するため、地域共同研究機構の 機構の領域の選考とその活動の は１０件（内新規４件）が採択された。

機能の充実を図る。 評価を図る。 各プロジェクトの活動の中間結果の

報告会を９月２４日に実施したが、この

プロジェクト活動の成果として、共同

研究６件、受託研究６件、教育奨励寄

附金７件が成立し、地域社会との連携

を深めていることが評価される。

（課題）

研究の進捗、成果が芳しくないプ

ロジェクトに対する今後の対応につ

いて検討が必要。
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Ⅲ 業務運営の改善及び効率化に関する目標

３ 人事の適正化に関する目標

中 （１）法人化の特長を生かした弾力的な制度の構築

法人の自主的・自律的な運営により教育研究活動や学外での地域貢献活動を活性化させるため、非公務員型の特長を十分生かし、柔軟で弾力的な制度を

期 構築する。

目 （２）能力・業績等を反映する制度の確立

教員の能力・業績等が適切に反映される制度を導入することにより、教員の意欲の向上を図る仕組みを確立し、教員の資質向上、ひいては教育研究の活

標 性化に資する。

（３）全学的な視点に立ち公正・公平で客観的な制度の構築

学部の枠を越え、全学的な視点に立った戦略的・効果的な教員人事を行うとともに、公正性、透明性、客観性が確保される制度を構築する。

法人 委員

中 期 計 画 年 度 計 画 実 施 状 況 自己 会 委員会参考意見

評価 評価

― ３ 人事の適正化に関する目標を達 ３ 人事の適正化に関する目標を達 ― ―

成するためとるべき措置 成するためとるべき措置

― （１）法人化の特徴を生かした弾力 （１）法人化の特徴を生かした弾力 ― ―

的な制度の構築 的な制度の構築

156 ア 法人の公的な性格を踏まえて ア 勤務時間管理の弾力化を図る ア 裁量労働制は、教員の教育研究活動 １

適正な業務運営の確保を図りつ ため、教員の教育研究活動の評 に係る評価制度が確立しないと実効的

つ、教育研究活動や地域貢献活 価と関連して、裁量労働制の導 な運用ができないため、当面見送るこ

動に従事する教員の職務の特性 入について研究する。 ととし、他大学の実施状況等を引き続

を生かすため、裁量労働時間制 き調査することとした。

や変形労働制等の弾力的な勤務

形態の導入を検討する。

― イ 多様な知識や経験を有する教 平成１９年度実施 ― ―

員の交流により教育研究の活性

化が図られるよう、任期制教員
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の範囲の拡大を図る。

― ウ 地域貢献活動や産学官連携活 平成１９年度実施 ― ―

動など、教員による積極的な学

外活動が促進されるよう、本来

の教育研究業務に支障のない範

囲で、兼職・兼業規制の緩和を

図る。

157 エ 事務職員については、当面は イ 他大学の民間企業経験者や大 イ 事務局長を中心に事務局職員体制の ２

県からの派遣職員で対応するが、 学事務の経験者などについての 検討を行い、平成 21 年度以降に採用

民間企業経験者や大学事務の経 採用状況を把握し、その利点や 試験を実施することとした。

験者など、多様な人材を活用す 問題点等の研究を行う。

る方策も検討する。

158 オ 男女共同参画社会の実現に向 ウ 男女共同参画社会の実現に向 ウ ハラスメントについての研修会を開 ３

け、女性教職員の登用拡大を図 け、女性教職員の登用拡大を図 催し、その防止に関する意識啓発を行

るため、女性が働きやすい勤務 るため、必要な検討を行う。 い、女性も働き易い職場づくりに努め

形態、勤務環境の整備に努める。 た。

― （２）能力・業績等を反映する制度 （２）能力・業績等を反映する制度 ― ―

の確立 の確立

― ア 教員を対象に、能力・業績等 ア 教員を対象に、能力・業績等 ― ―

が適切に反映される多面的で適 が適切に反映される多面的で適

正な人事評価制度を導入する。 正な人事評価制度を検討する。

159 （ｱ）「目標管理」と「業績評価」 （ｱ）スケジュール初年度として、 （ｱ）Ⅱ－１－(３)－ウ－(ｴ) [57] のとおり。 ２

による総合的な評価とする。 個人評価調査書の評価及び結

評価領域は、「教育」、「研究」、 果の教員へのフィードバック

「地域貢献」、「管理運営」の 4 法を検討する。

つの領域とし、学生による授

業評価や学外での研修実績・

成果も「業績評価」に加味す

る。
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さらに、学部・学科の特性

や教員の役割を踏まえた適正

な人事評価制度を整備する。

160 （ｲ）公正性・透明性・客観性を高 （ｲ）公正性・透明性・客観性を高 （ｲ）不服申立制度の事前段階として、 ３

め、評価に対する信頼性を確 め、評価に対する信頼性を確 評価実施前に各教員からの意見を聴

保するため、不服申立の仕組 保するため、人事評価制度に 取する機会を設けることとし、「個

みを導入する。 不服申立の仕組みを検討する。 人評価調査書に対する意見書（自己

主張）」の提出を各教員に求め、個

人評価の参考とした。

意見書提出 66 名（40.2%）

― イ 教員の意欲の向上を図るため、 イ 教員の意欲の向上を図るため、 ― ―

能力・業績等が適切に反映され 能力・業績等が適切に反映され

るシステムを構築する。 るシステムを検討する。

161 （ｱ）人事評価制度の導入に伴い、 （ｱ）教員の人事評価制度の具体案 （ｱ）人事評価のベースとなる教員の個 ２

教員を対象に人事評価を実施 を検討する。 人評価については、本年度から開始

し、その評価結果を研究費の (試行)し今後２年間の試行結果を踏

配分、昇任等に反映する。 まえ、平成 23 年度から本格的な教

また、国立大学法人等の動 員の個人評価を実施することとした。

向を踏まえつつ、給料・勤勉

手当への反映についても検討

する。

162 （ｲ）年俸制の導入も視野に入れた （ｲ）人事評価制度の本格実施を念 （ｲ）本年度は、人事評価のベースとな ２

給料構成の検討など、能力・ 頭に、他大学の給与体系等に る教員の個人評価を開始(試行)した

業績主義の観点から、給与体 ついて、調査・研究を行う。 ところであり、他大学の給与体系等

系・構造の見直しを検討する。 の調査には至っていない。

163 （ｳ）特に優秀な成果を上げた教員 （ｳ）職員表彰規程により、特に優 （ｳ）職員表彰規程により、本年度はデ ３

に対して、法人独自の表彰を 秀な成果をあげた教職員の表 ザイン学部造形デザイン学科の３名

行い、内外に公表する。 彰を行い、大学ホームページ の教員に、10 年以上継続してテキス

等により内外に公表する。 タイルコース研究発表会を学外で実

施してきたことに対して、職務上特

に顕著な功績があったものとして表
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彰した。

164 ウ 事務職員についても能力・業 ウ 事務局幹部職員について、岡 ウ 事務局幹部職員について、岡山県の ２

績等が反映される人事評価制度 山県の人事評価制度の導入を検 人事評価制度の導入を検討し、次年度

を導入する。 討する。 から、県からの派遣職員について、県

事務職員には、岡山県の人事 の評価制度により試行することとなっ

評価制度を踏まえつつ、勤務意 た。

識の向上や能力の発揮に資する

制度を導入する。

― （３）全学的な視点に立ち公正・公 （３）全学的な視点に立ち公正・公 ― ―

平で客観的な制度の構築 平で客観的な制度の構築

165 ア 適切な定数管理のもと、全学 ア 教員採用に関しては、人事委 ア 人事委員会では、各学部による教員 ３

的な視点に立って、限られた人 員会で学長のリーダーシップの 欠員の報告後の次回以降の委員会で、

材を戦略的・効果的に配置する。 もとで、全学的視点及び中期計 空席をどの教育研究分野で補充するか

画の方針に沿って教育研究分野 を審議している。本年度は、学部内で

を検討するとともに、適切な教 専門分野を変更して公募を行う例がか

員配置を実施する。 なりあったほか、公募に対して応募は

あったものの、選考の過程で適任者無

しとして、再公募をかける例もあり、

これは、前職の専門を踏襲することな

く、制度の変革や時代のニーズに適応

して真に本学に必要な人材を求める人

事を行った結果である。

166 イ 教員の人事に関しては、その イ 「岡山県立大学教員の任期に イ 任期付教員の再任条件は、人事委員 ３

公正を期するため、役員会及び 関する規程」による任期１０年の 会で７回にわたる審議の結果決定さ

教育研究審議会において人事に 教員の再任条件を検討する。 れ、教育研究審議会で承認の後、ホー

関する方針及び基準を明確にす ムページ上に公表された。

る。

167 ウ 理事長は、前記イに基づき全 ウ 定められた人事に関する方針 ウ 人事委員会では、選考委員会による ３

学的な視点に立った適正な教員 及び基準に従い、人事委員会及 候補者の選考が公平で適正なものか否

の採用・昇任のための選考を行 び教育研究審議会において、公 かを審議し、その選考経過の説明が不

う。 正な選考に関する 終意思決定 十分であるとして資料の再提出を求め
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を下す。そのために、選考委員 る例があった。しかし、教育研究審議

会は厳正公平な選考資料を提出 会においては、人事委員会で十分審議

する。 の上、案件を付議しており、適正なも

のとしてすべて承認された。
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Ⅲ 業務運営の改善及び効率化に関する目標

４ 事務等の効率化、合理化に関する目標

中 効率的かつ合理的な事務処理を行うため、事務処理の簡素化、外部委託の活用を含め、事務組織及び業務等について不断の見直しを行う。

期

目

標

法人 委員

中 期 計 画 年 度 計 画 実 施 状 況 自己 会 委員会参考意見

評価 評価

― ４ 事務等の効率化、合理化に関す ４ 事務等の効率化、合理化に関す ― ―

る目標を達成するためとるべき措 る目標を達成するためとるべき措

置 置

― （１）業務の見直し （１）業務の見直し ― ―

168 ア 外部委託の活用 ア 外部委託の活用 ア 外部委託の活用 ２

外部委託することにより経費 効果的・効率的な運営を行う 現時点で実現可能なものはなかった。

節約が可能な事務については、 ため、外部委託可能な業務につ

外部委託を行い事務処理の効率 いて検討し、可能なものについ

化・合理化を図る。 て実施する。

169 イ 業務マニュアルの作成等 イ 業務マニュアルの作成等 イ 平成19年度に作成した経理関係業務 ３

重要度、緊急度を考慮しなが に係る業務フロー図を基に、教職員が、

事務処理の効率化・合理化を ら、業務マニュアルの作成を行 適正かつ効率的な予算執行を行うため

図るため、徹底的な事務処理の う。 の教職員用の経理業務マニュアルを整

見直し、業務マニュアルの作成、 経理業務に係る業務フロー図 備した。これにより、経費執行に係る

情報の共有化を行う。 を基に、標準的な業務処理手順 教職員の疑問等を解消し事務処理に係

等をまとめた事務処理マニュア る負担の軽減を図った。

ルを作成する。
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170 ウ 弾力的な雇用 ウ 弾力的な雇用 ウ 必要に応じて適切な時期に臨時職員 ３

繁忙期において、短期雇用の 入試事務等の業務の繁忙期に の採用試験を実施し、その結果に基づ

事務職員を採用するなど弾力的 おいて、弾力的な職員採用を行 き採用を行った。短期雇用については、

な雇用を行い、事務処理の迅速 う。 ハローワークを活用し、必要人員を確

化・効率化を図る。 保した。

171 （２）事務組織の見直し （２）事務組織の見直し

簡素で効率的な業務運営を図 簡素で効率的な事務組織とす 効率的な事務運営のため適正な職員 ３

るため、事務組織については継 るため、継続的に見直しを実施 の配置を行うとともに、事務内容を見

続的に見直しを行う。 する。 直し、臨時職員を活用するなど効率的

に運営した。



－ 91 －

Ⅳ 財務内容の改善に関する目標

１ 自己収入の増加に関する目標

中 （１）学生納付金

入学金・授業料等の学生納付金は、法人の業務運営における も基礎的な収入であることを踏まえ、他大学の動向、社会情勢等を勘案し、適正な料金設

期 定を行う。

目 （２）外部研究資金等の獲得

教育・研究に係る水準のさらなる向上を目指し、外部研究資金等の獲得に努める。

標 このため、科学研究費補助金をはじめとする文部科学省及び厚生労働省等の競争的研究資金への取組や産学官連携・地域連携による共同研究・受託研究

への取組等を進め､外部研究資金等を積極的に導入する。

（３）その他の自己収入確保

大学資源の有効活用により、自己収入確保に向けた取組を推進する。

法人 委員

中 期 計 画 年 度 計 画 実 施 状 況 自己 会 委員会参考意見

評価 評価

― Ⅳ 財務内容の改善に関する目標を Ⅳ 財務内容の改善に関する目標を ― ―

達成するためとるべき措置 達成するためとるべき措置

― １ 自己収入の増加に関する目標を １ 自己収入の増加に関する目標を ― ―

達成するためとるべき措置 達成するためとるべき措置

― （１）学生納付金 （１）学生納付金 ― ―

172 ア 入学金・授業料等の学生納付 ア 他大学の動向を注視するとと ア 入学金・授業料等の学生納付金の見 ３

金は、県の認可に係る上限額の もに、法人の収支状況等を勘案 直しは、社会情勢や他の国公立大学の

範囲内で、他大学の動向、法人 して適正な学生納付金の設定に 動向を考慮し、その時期ではないと判

収支の状況、社会情勢等を勘案 ついて検討する。 断した。

し、適正な受益者負担の観点か

ら定期的な見直しを行う。

173 イ 学生納付金の納付については、 イ 新入生等に対して授業料の口 イ 学生に対し、授業料の口座振替納付 ３
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コスト（手数料）、手続の簡便性、 座振替制度の周知に努め、口座 制度について周知を行い、振替率の向

安全性、学生の便宜等の観点か 振替利用率の一層の向上を図る。 上を図った。

ら収納方法の工夫を図る。 ※ H20 授業料口座振替率８７％

（H19：84 ％）

― （２）外部研究資金等の獲得 （２）外部研究資金等の獲得 ― ―

174 ア 外部研究資金獲得のため、専 ア 「社会活動委員会」において、 ア 社会活動委員会において、毎回共同 ２

門の委員会を毎月開催し、理事 外部研究資金に関する情報の共 研究、受託研究及び奨励寄付金の申請

長をトップ として、科学研究費 有や、資金獲得の仕組み、学部・ に対する承認を議題としているため、

補助金をはじめとする文部科学 学科の特色に応じた戦略を討議 各学部ごとの実績(申請状況等)が明ら

省及び厚生労働省等の競争的研 し、全体として採択率の向上を かとなり、それが各学部への刺激とな

究資金等の獲得に向けた戦略的 目指す。 った。結果として、平成 20 年度の実

取組を強化する。 績は、奨励寄附金の件数を除いた他の

申請件数、金額が前年度を上回ること

○科学研究費補助金応募件数（年間） となり、これら外部研究費獲得におい

て、 終年度の目標獲得件数を平成 20
現状 目標 年度に初めて３種ともに上回った。

(H13-18平均) ( 終年度) 文科省科学研究費補助金では、平成

保健福祉学部 21 件 42 件以上 19 年度と比較して平成 20 年度は、新

情報工学部 23 件 40 件以上 規申請者の全教員に対する割合は４２％

デザイン学部 2 件 4 件以上 とあまり変わらなかった。一方、新規

採択率（申請者数に対する割合）は１７％

と、平成 19 年度の３０％に比べて大き

く落ち込んだ（平成 19 年度は全国で２

５位、公立大学中２位）。

平成 20 年度の採択率悪化はある程度

予想されており、学長は教員にその点

で警鐘を鳴らすとともに、平成 19 年度

不採択者の申請書に改善のアドバイス

を行っていたが結果に結びつかなかっ

た。しかし、今後も採択に向けての努

力は継続されねばならない。

175 看護学科では、今後は若手研 看護学科の科学研究費補助金新規応 ３

究者の積極的な取り組みを支援 募件数



－ 93 －

していく。 新規申請件数 8件（Ｈ19年度 5件）

176 栄養学科では、文科省科学研 栄養学科の科学研究費補助金新規応 ３

究費補助金申請率の 100 ％を維 募件数

持するとともに、採択率の向上 新規申請件数 11件（Ｈ19年度 12件）

に向けて努力する。 ※ 申請率 85%

177 保健福祉学科では、科学研究 保健福祉学科の科学研究費補助金新 ３

費補助事業等について、例年の 規応募件数

実績を確保するよう申請に努め 新規申請件数 11件（Ｈ19年度 10件）

る。

178 情報工学部では、科学研究費 情報工学部では、科学研究費補助金 ３

補助金の獲得・拡充のために、 の獲得・拡充のために、申請書作成検

申請書作成検討会を複数回実施 討会を複数回実施した。

する。 新規申請件数 30件（Ｈ19年度 24件）

179 デザイン学部では、デザイン デザイン学部では、年度計画に沿っ ３

教育のリソースを地域に求める て、有志教員による申請書作成検討会

べく展開しつつ、文部科学省の を持ち、「コミュニティデザイン活動に

「平成２０年度質の高い大学教 よる実践的教育」のタイトルのもと「質

育推進プログラム」事業に、地 の高い大学教育推進プログラム」に応

域におけるデザインプロジェク 募した。

トを主題とした案により応募す 科学研究費補助金申請は、両学科３

る。科研費補助金事業について 件ずつ行った。

は、デザイン系大学の応募事例 新規申請件数 6 件（Ｈ 19 年度 7 件）

を研究し、申請書作成検討会を

開催する。

また、デザイン学部教員の研

究テーマと「系・分野・文化・

細目表」を検討し、教員自らの

研究計画の内容に照らして適合

する分野で積極的に申請する。

180 前年度のグローバルＣＯＥ獲 文科省の平成 20 年度「質の高い大学 ２

得に向けた戦略的取組の結果、 教育推進プログラム（教育ＧＰ）」及び
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１件の申請を行う。提案した拠 平成 20 年度「グローバルＣＯＥ」事業

点形成の充実のため全学的協働 に対して、それぞれ１件ずつ申請して

活動を継続する。 いたが、いずれも不採択に終わった。

なお、平成 21 年度「グローバルＣＯ

Ｅ」事業(3月応募)に対しては、申請を

行っていない。

181 イ 研究助成金の公募情報につい イ 地域共同研究機構では、以下 イ

て、きめ細かく周知を図るなど の業務を行う。

地域共同研究機構の機能強化を （a）本学にふさわしい外部資金公 (a)本学にふさわしい国・県等の外部資 ３

図る。 募情報を、配布資料や学内メ 金公募の年間予定表を作成し、産学官

ールマガジン等できめ細かく 連携推進センターの幹事を通じて学内

伝達するとともに、主要な公 に配布した。また、個々の公募情報は、

募の年間予定表を作成し教員 学内メールマガジン等でその都度学内

に配布する。 に伝達した。特に、JSTのシーズ発掘

（b）産学官連携推進センターの「外 試験等では、個別教員に対して申請の

部競争的研究資金情報コーナ 支援も行った。

ー」の充実を図る。 (b)外部競争的研究資金情報コーナーに

ついては、情報を更新し充実につとめ

た。

182 ウ 産学官連携をさらに進め、共 ウ 企業ニーズデータベースなど ウ 技術相談やアクティブラボ等を元に ３

同研究・受託研究・教育研究奨 に基づき、 新の企業ニーズの 把握した企業等のニーズ情報を、産学

励寄附金の外部研究資金の獲得 状況をチェックし、ニーズの鮮 官連携推進センターの幹事等を通じて

をより一層推進する。 度・必要度を確認する。得られ 学内に伝え、関係教員によるアクティ

た 新ニーズ情報は、学内メー ブラボ活動等を促して共同研究等の促

○ 外部研究資金獲得件数（年間） ルマガジン等で全教員に知らせ、 進を図った。

共同研究希望教員を募るととも 本年度は、新規教員の参画もあり、共

現状 目標 に、アクティブラボなどの企業 同研究等の件数は以下のとおりであっ

(H13-18 平均) ( 終年度) 訪問への教員の参加を促す。 た。

共同研究 17 件 28 件以上 外部資金名 H19 H20
受託研究 7 件 14 件以上 共同研究 23 31
教育研究 19 件 25 件以上 受託研究 21 38

奨励寄附金 奨励寄付金 32 30

183 メディアコミュニケーション推 平成 16 年度から取り組んでいる後 ３
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進センターは、ブランド開発やデ 楽園プロジェクトにおいて、「梅ジャ

ザインにおいてロイヤリティによ ム」のパッケージデザインを制作し、

る外部資金獲得をより一層図るた ロイヤリティ方式で受け入れることと

め、研究内容や実績を発信する。 した。当プロジェクトにおいては、ロ

イヤリティ制の定着が見受けられる。

184 エ 外部研究資金獲得を促進する エ エ

ため、資金を獲得した教員に対 （a）学内メールマガジン発信、ホ (a) 科学研究費補助金の獲得情報は、社 ２

し、教育研究上の優遇措置を付 ームページ掲載、学内回覧等 会活動委員会やホームページにより学

与する仕組みを検討する。 により、外部研究資金獲得教 内に周知した。

員の情報を発信し、教員のモ (b) 外部資金を多く獲得した教員に対す

チベーションを高める。 るインセンティブについては、平成23年

（b）外部資金を多く獲得した教員 度から本格実施する「教員の個人評価

に対するインセンティブの検 制度」におけるインセンティブと合わ

討については、個人評価制度 せて実行することとした。

構築の中で、表彰制度等の導

入を含め、検討を行う。

― （３）その他の自己収入確保 （３）その他の自己収入確保 ― ―

185 大学の人的、物的、知的資源 寄附金取扱規程による一般寄 ・ 一般寄附については、大規模なイベ ３

の有効活用のもと、地域社会の 附の募集について検討する。 ントや施設設備（当面は開学 20 周年）

要請に対応した専門分野の有料 保健福祉推進センターでは、 に併せて企画することとした。

の講習会・研究会等を実施する。 介護福祉職員を対象とした介護 ・ 産学官連携推進センターでは、地域

技術講習会を有料で開催する。 共同研究機構客員教授の協力を得て

デザイン学部は、メディアコ 「商品力強化実践塾（アクティブキャン

ミュニケーション推進センター パス）」を有料で開催した。

と連携して一般向け有料講座を ・ 保健福祉推進センターでは、介護福

１件開講する。 祉職員を対象とした介護技術講習会

アクティブキャンパスでの講 を有料で開催し、24 名の参加があっ

座等でも、可能なものについて た。

有料化を検討する。 ・ デザイン学部では、有料講座の開催

には至らなかったが、一部の講座に

おいて、受講者に材料費の一部負担

を求めた。
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Ⅳ 財務内容の改善に関する目標

２ 資産の管理運用に関する目標

中 教育・研究の水準の向上の視点に立って、施設の有効かつ効率的な活用に努めるとともに、適正な維持管理を図る。

期 また、地域貢献の一環として、教育・研究に支障のない範囲で、大学施設の地域開放を拡大する。

目 長期的かつ経営的視点に立った金融資産の効率的・効果的な運用を図る。

標

法人 委員

中 期 計 画 年 度 計 画 実 施 状 況 自己 会 委員会参考意見

評価 評価

― ２ 資産の管理運用に関する目標を ２ 資産の管理運用に関する目標を ― ―

達成するためとるべき措置 達成するためとるべき措置

186 （１）大学施設を有効に活用するた （１）他大学の状況を把握し、大学 （１）施設使用状況一覧表を作成し、学内 ２

め、施設設備の利活用状況の調 施設の有効利用について検討を 外者の利用状況を把握した。

査を定期的に行い、不十分な状 行う。

況の場合には使用の見直しを行

う。

187 （２）教育研究の水準の向上の視点 （２）教育研究施設について、平成19 （２）施設の修繕計画及び高額機器の整備・ ３

に立って、教育研究施設等の計 年度に策定した長期的な修繕計 購入計画を基本に修繕・購入を行い、

画的な維持管理、補修を行う。 画に基づき修繕を行う。 学生教育等の質の充実を図った。

高額機器については、平成１９

年度に策定した整備・購入計画

に基づき、計画的な機器等の整

備・購入を進める。

188 （３）大学施設は、教育・研究等大 （３）大学施設の貸付基準の検討を （３） ２

学運営に支障のない範囲で利用 行い、適正な使用料設定を検討 ・ 健康・スポーツ推進センターを設置し、

者に応分の負担を求めつつ、学 する。 スポーツ施設、機器等の維持管理に提

外への貸付を行うことを検討す 健康・スポーツ推進センターは、 言を行った。
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る。 本学スポーツ施設の地域への有 健康・スポーツ推進センター理念の

効利用について検討する。その 構築

後、施設利用の有料化について 施設管理主任の明確化

も検討する。 施設利用に関する各種要項の整備

地域スポーツ大会等への協力

（経過）

施設開放に向けての安全管理につ

いては一部解決を見たが、体育施設

の貸付基準の検討および適正な使用

料設定については引き続き検討する

こととなった。

スポーツを通じた健康面での地域

貢献スポーツ大会等は引き続き実施

する。

（課題）

体育施設使用状況を逐次確認でき

る方法を財源の確保と併せて検討す

る必要がある。

・ 施設使用状況一覧表を作成し、平成 20
年度の学内外者の利用状況を把握し

た。

※ 学外者利用実績 41 件（各種試験

会場等）

・ 使用料設定において、光熱水料のう

ち、空調に係る経費について見直しを

行った。

189 （４）資産運用、資金管理について （４）資金管理規程に基づき、資金 （４）平成19年度決算において、法人の経 ３

は、法律で認められた範囲内で の安全かつ効率的な運用・管理 営努力分として認められた目的積立金

の競争原理を活かした余裕資金 を行う。 等について、安全性及び効率性を考慮

の運用を図るなど、安全性、安 し、定期預金による運用を行い財務収

定性等を考慮しつつ、効果的に 入の増加を図った。

行う。
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Ⅳ 財務内容の改善に関する目標

３ 経費の抑制に関する目標

中 自律的な大学運営を行う上で、予算の効率的・弾力的執行により、管理的経費の節減を図る。

期 また、教職員一人ひとりのコスト意識の啓発を図る。

目

標

法人 委員

中 期 計 画 年 度 計 画 実 施 状 況 自己 会 委員会参考意見

評価 評価

― ３ 経費の抑制に関する目標を達成 ３ 経費の抑制に関する目標を達成 ― ―

するためとるべき措置 するためとるべき措置

190 （１）設備維持管理等の契約期間の （１）契約期間の複数年度化や契約 （１）入退室管理システム設備及び電話交 ３

複数年度化や契約の集約化など、 の集約化などについての方策に 換機設備の保守管理を複数年（７年間）

契約方法の弾力化を通じて、経 ついて検討する。 で契約をした。教務システムの更新に

費を削減する。 あたり、機器整備、ソフト開発及び保

守を５年間に渡る一括契約とした。

191 （２）費用の節減、事務の効率化が （２）効果的・効率的な運営を行う （２）外部委託の可能性について検討した ２

図れる業務に関しては、簡素化・ ため、業務の簡素化・合理化や が、現時点で実現できるものはなかっ

合理化や外部委託の拡大を図る 外部委託について検討し、可能 た。

などの業務改革を行い、効果的・ なものから順次実施する。

効率的な運営を行う。

192 （３）教育研究の水準の維持・向上 （３）組織運営の効率化を図るため、 （３）人事委員会において、学部から提出 ３

に配慮しながら、適切な規模の 教職員及び非常勤講師の配置の のあった教員や非常勤講師の採用協議

教職員配置を実現するため、組 検討を行う。 について、その配置の必要性の検討を

織運営の効率化、非常勤教職員 行い、承認を行った。

も含めた人員配置等について不

断の見直しを行う。



－ 99 －

193 （４）経費の効果的・効率的活用を （４）中間決算書(案）を作成し、監 （４）中間決算書(案)の作成を行い、監査 ３

図るため、教職員に対し、コス 査法人の確認を受けた上で、教 法人の指導を受けて、本決算の正確か

ト意識の涵養に取組む。 職員への情報提供等を行うこと つ適正な実施に向けた試行を行った。

により、経費の効率的な執行及 また、平成 19 年度決算を用いて教職

び節減に努める。 員への経営状況の開示を行い、効率的

な経費執行を促進した。

また、毎月、棟別電力使用量等の公

表を行うことにより、エネルギー使用

量の節減を行った。
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Ⅴ 自己点検・評価及び改善並びに当該情報の提供に関する目標

１ 評価の充実に関する目標

中 教育研究活動及び業務運営について、大学の自己点検・評価体制を整備し、定期的に自己点検・評価を実施する。

期 また、外部評価を受け、その結果を教育研究活動及び業務運営の改善に活用する。

目

標

法人 委員

中 期 計 画 年 度 計 画 実 施 状 況 自己 会 委員会参考意見

評価 評価

― Ⅴ 自己点検・評価及び改善並びに Ⅴ 自己点検・評価及び改善並びに ― ―

当該情報の提供に関する目標を達 当該情報の提供に関する目標を達

成するためとるべき措置 成するためとるべき措置

― １ 評価の充実に関する目標を達成 １ 評価の充実に関する目標を達成 ― ―

するためとるべき措置 するためとるべき措置

194 （１）大学が教育研究の質的な充実 （１）平成19年度に発行された年報 （１）評価委員会において外部評価の実施 ３

を図るとともに、教育研究活動 等を基にして、自己点検・評価 方法等を決定し、これに基づき各学部

の透明性を高めるため、運営や を行う。 (学科)は、平成19年度に行った自己点

教育・研究活動を自己点検・評 平成 21 年度に予定している認 検・評価(教育年報 2007 掲載)を基に

価するシステムとして、評価委 証評価に備えて、外部評価を実 外部評価を実施した。

員会を役員会の下に配置し、定 施する。 課題として次のような意見を聴取し

期的に自己点検・評価を行う。 ているが、中には全学的な対応が必要

なものもあり、今後の検討が必要であ

る。

保健福祉学部（学科ごとに実施）

・ ＦＤ（授業参観や学生による授業評

価）による授業向上効果の分析(栄

養)、また大学院課程におけるＦＤの

検討(看護、保健福祉)
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・ アドミッションポリシーに沿った学

生の受け入れが出来ているかの検証

(看護、保健福祉)

・ 院生の異動状況において，入試の選

抜で合格率が 100 ％であること，な

らびに休学・退学者が多いのが気に

なる(栄養)

・ 大学院課程での学位論文に係る評価

基準の作成(保健福祉)

情報工学部

・ カリキュラムがよく練られている

が、情報通信工学科など必修が少な

い学科では履修モデルを示せばどう

か

・ 大学院生の発表件数がやや少ない。

国際会議への積極的な参加を奨励さ

れたい。

・ 全学教育の実効がより上がるような

議論の必要性

・ 教員の欠員に係る早急な対応

・ 学生による授業アンケート等につい

て、その結果や改善策等の公開・フ

ィードバック法の検討

デザイン学部

・ 施設・設備の魅力を保護者や志願者

にアピールできるような広報の検討

・ 自己点検評価を自己改善とするた

め、学部レベルの目標をより具体化

するとともに、デザイン学部の独自

性の創出の必要性

195 （２）客観的な評価を行うため、認 （２）試験答案の保存に関する全学 （２）試験答案の保存に関する全学的統一 ３

証評価機関による第三者評価を 的統一ルールを定め、それに基 ルールは、平成19年度に引き続き教務

受ける。 づいて実行する。 専門委員会で審議され、基本的には各

教員が在学中の学生の答案を責任を持



－ 102 －

って保存することとされた。

196 （３）前記（２）の結果を踏まえた （３）平成２０年度前期に、教育年報、 （３）役員会、経営審議会及び教育研究審 ３

改善策を役員会、経営審議会、 社会貢献年報及び研究総覧の平 議会において、「平成 19 年度に係る業

教育研究審議会等において検討 成１９年度版を基に、役員会、経 務の実績に関する報告書」の審議を行

し、教育研究の質の一層の向上 営審議会、教育研究審議会で自 うとともに、平成 19 年度の実績をま

を図る。 己点検・評価を行う。 とめた各種年報により自己点検・評価

を行った。
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Ⅴ 自己点検・評価及び改善並びに当該情報の提供に関する目標

２ 情報公開の推進に関する目標

中 公立大学法人としての社会に対する説明責任を果たし、大学運営の透明性を確保するため、広報体制の強化を図り、教育研究活動や業務運営に関する積極的

期 な情報提供に取り組む。

目

標

法人 委員

中 期 計 画 年 度 計 画 実 施 状 況 自己 会 委員会参考意見

評価 評価

― ２ 情報公開の推進に関する目標を ２ 情報公開の推進に関する目標を ― ―

達成するためとるべき措置 達成するためとるべき措置

197 （１）総括的な広報責任者を置き、 （１）広報専門委員会（委員長：学 （１）報道機関への情報提供の指針及び報 ３

全学的視野に立ち戦略的に広報 生部長）と連携を密にしながら、 道発表のフロー図を策定し、学内教職

活動を展開できる体制を強化す 学内情報を掌握し、全学的視野 員に周知するとともに、情報発信素材

る。 で本学の情報を効果的にＰＲす の把握に努めた。

る。

198 （２）県民への説明責任を果たすた （２）ホームページ、冊子、マスコ （２）本学の法人運営に係る各種情報(中 ３

め、中期目標、中期計画、年度 ミ等を通じて、中期目標、中期 期目標・計画、年度計画実施状況、法

計画、財務諸表、評価結果等の 計画、年度計画等の情報を広く 人運営に係る諸会議等)をホームペー

情報提供をホームページ、冊子 公開・公表する。また、法人運 ジ、「大学概要」により公表した。

等を通じて積極的に行う。 営組織の諸会議に関する情報等 また、ホームページの法人情報の掲

についても広く公開・公表する。 載項目(区分)を改善（リニューアル）

した。
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Ⅵ その他業務運営に関する重要事項に関する目標

１ 施設設備の整備に関する目標

中 長期的視点に立った施設設備の整備計画を策定し、省エネルギー等にも配慮した整備を推進する。

期

目

標

法人 委員

中 期 計 画 年 度 計 画 実 施 状 況 自己 会 委員会参考意見

評価 評価

― Ⅵ その他業務運営に関する重要事 Ⅵ その他業務運営に関する重要事 ― ―

項に関する目標を達成するためと 項に関する目標を達成するためと

るべき措置 るべき措置

― １ 施設設備の整備に関する目標を １ 施設設備の整備に関する目標を ― ―

達成するためとるべき措置 達成するためとるべき措置

199 （１）教育研究機能を充実させるた （１）教育研究施設について、平成19 （１）夜間通行上の安全確保のため、西側 ３

め、設備の整備や高額機器の購 年度に策定した長期的な修繕計 調整池横に照明設備４基を設置した。

入については、長期的な計画を 画に基づき修繕を行い、その際、 平成 19 年度に策定した高額備品の整

策定し、効率的に実施する。そ ユニバーサルデザインに配慮す 備・購入計画を前倒して実施し、教育

の際、ユニバーサルデザインに る。 環境を整備した。

配慮する。 高額機器については、平成１

９年度に策定した整備・購入計

画に基づき、計画的な機器等の

整備・購入を進める。

200 （２）電気通信設備、給排水衛生設 （２）光熱水使用料の使用データを （２）7月の部局長会議及び教育研究審議 ３

備、空調設備等の更新時には、 学内に公表するなど、啓発活動 会において、夏期の重油及び電気料金

省エネルギー効果の高い設備の に努める。 の予算の大幅超過の見込みが示された

導入を行い、エネルギー使用の また、設備等の更新時には省 ので、省エネルギー対策として、集中
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効率化を図る。 エネルギー効果の高い設備等の 冷房運転時間の縮減及び 8 月 13 日～

導入を行う。 15 日の全日運転停止を決定した。10
月の部局長会議で 9 月までの重油及び

電力使用量実績が示され、冷房運転停

止効果が大であることがうかがわれた

本年度の実績を踏まえて、次年度以

降の光熱費削減のための方策を決定し

た。

（内容）

・ 各学部の電気使用量削減努力に

対し、電気料金削減額の一部を学

部に還元する仕組みを整備した。

・ 夏期期間の冷房運転を 10 ～ 16
時とした。

・ お盆期間の冷房運転を停止

・ 毎月第１,３日曜日の空調運転を

は行わないこととした。
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Ⅵ その他業務運営に関する重要事項に関する目標

２ 安全衛生管理に関する目標

中 教育研究現場での安全を確保し、快適な修学環境・職場環境を形成するために、安全衛生管理を計画的に行うとともにその体制を確立する。

期

目

標

法人 委員

中 期 計 画 年 度 計 画 実 施 状 況 自己 会 委員会参考意見

評価 評価

― ２ 安全衛生管理に関する目標を達 ２ 安全衛生管理に関する目標を達 ― ―

成するためとるべき措置 成するためとるべき措置

201 （１）労働安全衛生法や消防法等関 （１）全学的な安全衛生管理体制の （１）関係法令に基づき、安全衛生管理 ３

係法令を踏まえた全学的な安全 もとで、安全衛生教育の充実に 体制を整備・運営するとともに、教

衛生管理体制を確立・強化する。 取り組む。 職員を対象に研修会等を行った。

・ メンタルヘルスに関する研修会

を 9 月 26 日に実施した。（中田謙

二医師/約 40 名参加）

・ 消防訓練を 10 月 17 日に実施し

た。（総社市消防署員指導の下、通

報訓練、消化訓練及びＡＥＤ取扱

い講習を実施）

202 （２）施設設備の定期点検を確実に （２）緊急性・安全性等の観点から （２）学内各所を点検するとともに、緊急 ３

実施し、安全に維持するための 適切に施設設備の機能保全及び 性・安全性を 優先に、施設設備の修

全学的な管理体制を強化する。 維持管理を行う。 繕等を行った。
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203 （３）化学物質等の毒物劇物等の適 （３）化学物質等の毒物劇物等の適 （３）教職員は自主点検及び学生への指導・ ３

切な管理及びその廃棄物の適正 切な管理等について啓発活動を 啓発に努めた。

な処理を行う。 実施するとともに、教職員によ （実験室での事故 ０件）

る自主点検に努める。
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Ⅵ その他業務運営に関する重要事項に関する目標

３ 人権に関する目標

中 教職員と学生の人権意識の向上を目指した取組を積極的に実施する。

期

目

標

法人 委員

中 期 計 画 年 度 計 画 実 施 状 況 自己 会 委員会参考意見

評価 評価

― ３ 人権に関する目標を達成するた ３ 人権に関する目標を達成するた ― ―

めとるべき措置 めとるべき措置

204 セクシャルハラスメント、アカ 人権を所掌する総務委員会にお 全教職員を対象とした人権等に関する ３

デミックハラスメント等の人権侵 いて、教職員を対象とした人権等 研修会「キャンパスハラスメント その

害を防止するため、相談、啓発、 に関する研修会を企画・実施する。 問題点と防止策」を平成 20 年 9 月 26 日

問題解決等に全学的に取り組む体 総務委員会において、人権侵害 に実施した。（水田美由紀弁護士/約 50
制を整備する。 と疑念をもたれるような行為の防 名参加）

止策及び対処法に取り組む。 セクシャルハラスメントの適切な対処

法修得を目的に、その相談員等を各種研

修会に参加させた。
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Ⅶ 予算、収支計画及び資金計画

※財務諸表及び決算報告書を参照

Ⅷ 短期借入金の限度額

法人 委員

中 期 計 画 年 度 計 画 実 施 状 況 自己 会 委員会参考意見

評価 評価

― 短期借入金の限度額 短期借入金の限度額 ― ―

限度額 ３億円 限度額 ３億円 該当なし

Ⅸ 剰余金の使途

法人 委員

中 期 計 画 年 度 計 画 実 施 状 況 自己 会 委員会参考意見

評価 評価

― 決算において剰余金が発生した場 決算において剰余金が発生した場 平成１９年度剰余金のうち２８９百万円を ― ―

合は、教育研究の質の向上及び組 合は、教育研究の質の向上及び組 目的積立金として積み立てた。

織運営の改善に充てる。 織運営の改善に充てる。
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Ⅹ 重要な財産の譲渡等に関する計画

法人 委員

中 期 計 画 年 度 計 画 実 施 状 況 自己 会 委員会参考意見

評価 評価

― な し な し 該当なし ― ―

XI その他規則で定める事項

法人 委員

中 期 計 画 年 度 計 画 実 施 状 況 自己 会 委員会参考意見

評価 評価

― １ 施設及び設備に関する計画 １ 施設及び設備に関する計画 ― ―

な し な し 該当なし

２ 中期目標の期間を超える債務負担 ２ 中期目標の期間を超える債務負担

な し な し 該当なし

３ 地方独立行政法人法第40条第4項の ３ 地方独立行政法人法第40条第4項の

規定により業務の財源に充てること 規定により業務の財源に充てること

ができる積立金の使途 ができる積立金の使途

な し な し 該当なし

４ その他法人の業務運営に関し必要 ４ その他法人の業務運営に関し必要

な事項 な事項

な し な し 該当なし



４　平成２０年度の事業年度評価に係る項目別評価結果表

中期計画 (B～E) 評　点 大項目 (J～M) 評　点 大項目

項　　　　目 項目数 項目数計 総得点 平均値 別評価 項目数計 総得点 平均値 別評価
(B～E計) (G)/(F) (J～M)計 (O)/(N)

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) (N) (O) (P) (Q)

3% 82% 15% 100%

5 116 22  143 

5% 81% 14% 100%

3 48 8  59 

7% 86% 7% 100%

1 12 1 14 

82% 18% 100%

23 5 28 

12% 76% 12% 100%

2 13 2 17 

87% 13% 100%

 13 2  15 

83% 17% 100%

10 2 12 

100% 100%

1 1 

100% 100%

2 2 

88% 12% 100%

 15 2  17 

86% 14% 100%

12 2 14 

100% 100%

3 3 

4% 77% 19% 100%

2 40 10  52 

100% 100%

25 25 

13% 47% 40% 100%

2 7 6 15 

34 

3 

42 

79 

51 

43 

岡山県地方独立行政法人評価委員会評価

最小項目別評価の評点内訳

公立大学法人岡山県立大学自己評価

１点

412 

３点 ２点４点

2.9 

5 3.0 

2.7 

75 

41 

3 3.0 

2.8 

9 

148 

8 2.9 

2.9 

49 

40 

1 3.0 

3.0 6 

4 

13 

2.8 

3.0 

2.9 

2.8 

72 

44 

17 

7 

2 

5 

13 

5 

(1)地域貢献

(2)産学官連携の推進

２学生の支援

(1)学習支援、生活支援、就職支援
等

(2)経済的支援

(3)留学生に対する配慮

３研究

(1)研究水準及び研究の成果等

(2)研究実施体制等の整備

４地域貢献、産学官連携、国際交流

(2)教育内容等

最小項目別評価の評点内訳

(3)教育の実施体制等

１教育

Ⅱ 大学の教育研究等の質の向上

14 

４点 ３点 ２点 １点

(1)教育の成果

2.9 

3.0 

④

172 
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中期計画 (B～E) 評　点 大項目 (J～M) 評　点 大項目

項　　　　目 項目数 項目数計 総得点 平均値 別評価 項目数計 総得点 平均値 別評価
(B～E計) (G)/(F) (J～M)計 (O)/(N)

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) (N) (O) (P) (Q)

岡山県地方独立行政法人評価委員会評価

最小項目別評価の評点内訳

公立大学法人岡山県立大学自己評価

１点３点 ２点４点

最小項目別評価の評点内訳

４点 ３点 ２点 １点

87% 13% 100%

7 1 8 

25% 75% 100%

1 3 4 

4% 67% 25% 4% 100%

1 19 7 1 28 

11% 78% 11% 100%

1 7 1  9 

100% 100%

2 2 

100% 100%

3 3 

50% 50% 100%

1  1 2 

100% 100%

2 2 

100% 100%

3 3 

50% 42% 8% 100%

 6 5 1 12 

34% 33% 33% 100%

1 1 1 3 

33% 67% 100%

2 4 6 

100% 100%

3 3 

75% 25% 100%

3 1 4 

73% 27% 100%

 16 6  22 

79% 21% 100%

 11 3  14 
39 

76 

7 

15 

4 2.8 

2.7 

2.8 

11 

60 

3 

5 2.3 

3.0 

14 

9 

5 

13 2.4 

2.0 

29 

6 

4 

2 3.0 

3.0 

6 

9 

2 

3 3.0 

3.0 6 

9 

4 

11 3.0 

3.0 6 

27 

32 

1 

2 2.9 

2.3 

2.7 

23 

9 

(3)全学的な視点に立ち公正・公平
で客観的な制度の構築

４事務等の効率化、合理化

Ⅳ 財務内容の改善

１自己収入の増加

(3)地域に開かれた大学づくりの推
進

(4)評価制度の活用等による業務運
営の改善に向けた継続的取組の推進

２教育研究組織の見直し

３人事の適正化     

(1)法人化の特長を生かした弾力的
な制度の構築

(2)能力・業績等を反映する制度の
確立

(3)国際交流

(4)県内の大学間の連携・協力

Ⅲ 業務運営の改善及び効率化

１運営体制の改善

(1)理事長(学長)、学部長等を中心
とする機動的な運営体制の構築

(2)全学的な視点による戦略的な大
学運営の仕組みづくりの推進

④

④
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中期計画 (B～E) 評　点 大項目 (J～M) 評　点 大項目

項　　　　目 項目数 項目数計 総得点 平均値 別評価 項目数計 総得点 平均値 別評価
(B～E計) (G)/(F) (J～M)計 (O)/(N)

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) (N) (O) (P) (Q)

岡山県地方独立行政法人評価委員会評価

最小項目別評価の評点内訳

公立大学法人岡山県立大学自己評価

１点３点 ２点４点

最小項目別評価の評点内訳

４点 ３点 ２点 １点

100% 100%

2  2 

73% 27% 100%

8 3 11 

100% 100%

1 1 

50% 50% 100%

2 2 4 

75% 25% 100%

3 1 4 

100% 100%

 5   5 

100% 100%

3 3 

100% 100%

2 2 

100% 100%

 6   6 

100% 100%

2 2 

100% 100%

3 3 

100% 100%

1 1 

※２段表示：上段（構成割合％）、下段（個数）を表している。

18 

6 

3.0 

3.0 

11 

9 

6 

10 

3 

3.0 

2.8 

3.0 

3.0 

6 

1 

3 

2 

3.0 

9 

3 

3.0 

2 

3 

5 

6 

15 

4 

4 

4 

1 3.0 

2.5 

2 3.0 

2.7 30 

３人権

１評価の充実

２安全衛生管理

２資産の管理運用

３経費の抑制

Ⅴ 自己点検・評価及び改善並びに当該情報
の提供

２情報公開の推進

Ⅵ その他業務運営に関する重要事項

１施設設備の整備

(3)その他の自己収入確保

(1)学生納付金

(2)外部研究資金等の獲得

④

④
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